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施策の方向 

施策の方向 １ 結婚，妊娠・出産の希望を実現できる社会づくり 

総合的な結婚支援の推進 
《現状及び課題》 

本県における 2020（令和２）年の 50 歳時の未婚率は，男性 24.98％，女性 18.58%と年々上昇しており，
未婚化・晩婚化が少子化の大きな要因となっています（図表− 8）。 

「少子化等に関する県民意識調査」によると，結婚願望のある独身男女の割合は，20 代で 63.4％，30 代
で 52.9％，40 代で 42.6％となっています（図表− 10）。 

また，独身でいる理由を尋ねたところ，「適当な相手にまだめぐり会わないから」と回答した人の割合が
最も高く，結婚を希望しながらもその希望が実現できていないことがうかがえます（図表− 11）。 

結婚を望みながら適当な相手に巡り会えない男女が，若い年齢での結婚を実現できるようにするために
は，結婚や子育てなどの喜びを実感できる環境を整備することに加えて，結婚に対する取組支援などが重要
です。 

このような状況に対応するため，若年層の結婚を視野に入れた将来設計の早期形成への支援に努めるとと
もに，結婚を希望する方の結婚を支援する体制の充実や出会いの機会に関する情報発信，個々人の結婚への
取組を後押しする施策の充実に努めるなど総合的な結婚支援施策を推進します。 

《施策目標及び具体的施策》 

結婚を希望する方への支援 
  ア 男女の新たな出会いへの支援 

結婚を望みながら適当な相手に巡り会えない男女が，若い年齢での結婚を実現できるようにするた
め，かごしま出会いサポートセンターの活用や出会いの機会に関する情報発信の充実に努めるなど，
男女の新たな出会いへの支援を行います。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

出会いの機会の提供 
独身男女の出会いを応援するため，ゆいネット（注16）などによる

公共団体等が実施する独身男女の出会いと交流のイベント情報等
の情報発信を行い，結婚につながる出会いの機会を提供 

子ども政策課 

結婚サポーターの育成
及びネットワーク化 

独身男女の結婚を支援する地域婚活サポーターや企業婚活サポ
ーターに対して研修を行うなどの育成及びネットワーク化 

子ども政策課 

結婚支援体制の充実 
独身男女の出会いを支援する「かごしま出会いサポートセンタ

ー」の周知を図り，会員登録数・成婚数を増加させ，支援体制を充
実 

子ども政策課 

                                                
（注16）本県で行っている市町村等が実施する出会いイベント情報を登録者にメールで配信する取組 
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結婚や子育てなどの喜びを実感できる環境整備  
  ア 結婚を応援する気運の醸成 

地域における結婚を応援する気運の醸成や独身男女の結婚に対するポジティブな価値観を醸成す
るため，幅広い啓発活動に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

幅広い啓発活動の展開 各種広報媒体を活用した啓発活動の展開 子ども政策課 

結婚に伴う新生活の支
援 

結婚資金など，結婚に伴う新生活のスタートアップに係る経済
的負担を軽減 

子ども政策課 

企業等による結婚支援 
企業や職場・地域などと連携を図りながら結婚支援の取組を促

進 
子ども政策課 

 

ライフデザインに関する意識啓発等  
  ア ライフデザインに関する意識啓発・情報提供 
        子ども・若者が早期から自らのライフデザインを描けるよう，意識啓発や情報提供に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

ライフデザインの意識
啓発・情報提供 

若い世代が結婚，妊娠・出産，子育て，仕事に関する不安を期待
に転換し，様々なライフイベントに積極的に対応できるよう，必要
な知識を学び，ライフプランについて考える機会を提供 

子ども政策課 

正しい性の知識の提供
と子どもたちが自ら決
定できる能力獲得への
取組の推進 

・思春期の子どもたちの身体と心の悩みへの相談に対応 
・男女ともに性や妊娠等に関する医学的・科学的に正しい知識を

身につけ，健康管理を行うよう促すプレコンセプションケアを
推進 

・月経や妊娠等で悩む若年女性等に対するＳＮＳ等を活用した相
談窓口「かごぷれホットライン」による相談対応や医学的・科
学的に正しい知識の普及啓発 

・思春期の子どもたちへの健康教育を実施 
・学校保健及び母子保健関係者の連携やネットワーク構築による

思春期の課題の情報共有と課題への取組の推進 
・エイズ予防普及啓発講演会等による高校生等への普及の推進 

子育て支援課 
感染症対策課 
保健所 
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施策の方向 １ 結婚，妊娠・出産の希望を実現できる社会づくり 

健やかな妊娠・出産への支援 
《現状及び課題》 

安心して妊娠期を過ごし安全に出産を迎えるためには，妊娠前からの適切な健康管理を促すプレコンセプ
ションを推進することや妊娠期の適切な健康管理，妊娠･出産に理解と配慮がある社会環境が重要です。 

本県においては，妊娠満 11 週までの妊娠届出率が全国平均を下回っていることや，出産年齢の上昇など
による妊娠・出産にリスクの高い妊婦の増加，低出生体重児の出生割合が全国平均より高い水準にあること
などから，引き続き，妊娠・出産に関する安全性の確保を図ることが必要です（図表− 20，図表− 109，
図表− 113）。 

さらに，妊娠・出産等に関する支援として，妊娠･出産に関する思春期からの正しい知識の普及啓発，予
期せぬ妊娠の予防，リスクの高い妊婦に対する妊娠早期からの支援や相談体制の確保，産前・産後ケアの推
進，母子保健従事者の専門性の向上など，関係機関と連携した妊娠･出産・産後にわたる切れ目ない支援が
必要です。また，核家族化やつながりの希薄化などが進展する中で，不安や孤立感が高まっていることや，
「乳幼児健康診査問診回答状況（こども家庭庁調査）」によると「育てにくさを感じたときに何らかの解決
方法を知っている親の割合」が，本県の目標とする水準に達していないことを踏まえ，市町村（こども家庭
センター，母子保健担当課，福祉担当課等）や県発達障害者支援センター等の相談窓口，保育所等による一
時預かりや県の障害児等療育支援事業等の支援策の周知を図る必要があります。 

不妊治療については，令和４年度から体外受精等の基本的な治療が保険適用となったことに伴い，これま
での不妊治療助成事業が廃止され，先進医療が全額自己負担となりました。このため，不妊に悩む方々が安
心して治療できるよう，その経済的負担を軽減する必要があります。 

 

《施策目標及び具体的施策》 

プレコンセプションケアの推進 
  ア プレコンセプションケアの推進 

不妊，予期せぬ妊娠，基礎疾患を持つ方の妊娠，性感染症等への適切な相談支援や，妊娠・出産，
産後の健康管理に係る支援を行うため，男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け，栄養管
理を含めた健康管理を行うよう促すプレコンセプションケア（注17）の取組を推進します。 

                                                
（注 16） コンセプション(Conception)は受胎で，おなかの中に新しい命をさずかることをいう。プレコンセプションケア

(Preconception care)とは、将来の妊娠を考えながら女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うことをいう。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

正しい性の知識の提供
と子どもたちが自ら決
定できる能力獲得への
取組の推進 

・思春期の子どもたちの身体と心の悩みへの相談に対応 
・男女ともに性や妊娠等に関する医学的・科学的に正しい知識を

身につけ，健康管理を行うよう促すプレコンセプションケアを
推進 

・月経や妊娠等で悩む若年女性等に対するＳＮＳ等を活用した相
談窓口「かごぷれホットライン」による相談対応や医学的・科
学的に正しい知識の普及啓発 

・思春期の子どもたちへの健康教育を実施 
・学校保健及び母子保健関係者の連携やネットワーク構築による

思春期の課題の情報共有と課題への取組の推進 
・エイズ予防普及啓発講演会等による高校生等への普及の推進 

子育て支援課 
感染症対策課 
保健所 

・発達の段階を踏まえた性に関する指導の充実 
・専門家，関係機関等との連携による性に関する指導の充実 保健体育課 

ライフデザインの意識
啓発・情報提供 

若い世代が結婚，妊娠・出産，子育て，仕事に関する不安を期
待に転換し，様々なライフイベントに積極的に対応できるよう，
必要な知識を学び，ライフプランについて考える機会を提供 

子ども政策課 

 

産前産後の支援の充実と体制強化 
  ア 産前産後の支援の充実と体制強化 

産後ケア事業を希望する全ての方が利用できるようにするための提供体制の確保の取組，支援の必
要性の高い利用者を受け入れる産後ケア施設への支援の拡充や、妊産婦のメンタルヘルスに関するネ
ットワーク体制の構築等の養育者のメンタルヘルスに係る取組を進めるなど，産前産後の支援の充実
と体制強化を図ります。 

 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

産後ケアなど，妊産婦
等の心身のケアへの取
組の推進 

・市町村が行う妊産婦健診，産前・産後サポート事業，産後ケア
事業など，産前産後の支援の充実及び妊産婦のメンタルヘルス
に関するネットワーク体制の構築 

・市町村が行う産婦健診において，産後のメンタルヘルスの観点
から要支援産婦を把握し，関係機関と連携した支援体制の推進 

・保健所ごとに支援調整会議を開催し，産前産後から子育て期を
通じた切れ目ない継続的な支援の推進 

・若年妊婦や特定妊婦（注18）の把握及び支援，妊産婦健診の未受診
者への受診の勧奨等を推進 

・産後ケア事業の更なる取組の推進等に向け，各市町村の実態に
応じた広域的な連携支援を行い，市町村の体制整備を支援 

・妊婦と父親になる男性が共に，産前・産後の女性の心身の変化
を含めた妊娠・出産への理解を深め，共に子育てに取り組める
よう両親学級等の取組を推進 

・出産や子育てに悩む父親に対する支援体制の整備 

子育て支援課 
保健所 

                                                
（注18）出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦（児童福祉法第６条の３第５項） 
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妊娠・出産等に関する支援体制の充実 
  ア 妊娠・出産・産後にわたる切れ目ない支援 

安心して出産を迎えるために，妊娠に対する正しい知識の普及や相談体制の充実のほか，妊娠の早
期届出及び定期的な妊婦健康診査受診等の妊娠中の健康管理についての啓発に努めます。併せて，低
出生体重児低減のための取組を推進します。 

また，市町村と連携し，妊娠期から子育て期への総合的・継続的な切れ目ない支援体制を推進する
ため，母子保健サービスと児童福祉機能において実施する相談支援，子育て支援サービスを一体的に
提供する「こども家庭センター」の設置を促進します。さらに，市町村における妊婦健診の充実強化
の取組を支援するほか，産婦健診，産後ケア事業等の取組を市町村の実情に応じて促進するなど，県
内どこに住んでいても安心して子どもを産み育てることができるよう，医療機関等関係機関との連携
体制や環境整備の充実を図り，成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦等に対し必要な成育医
療等の支援を切れ目なく提供する体制を推進します。あわせて，妊産婦の心身の状態や胎児への負担
に対する理解や配慮がある社会環境づくりに努めます。 

妊産婦の方も利用可能であるパーキングパーミット制度については，利用証の交付件数，協力施設
数ともに増加しており，今後も引き続き，県民に対する制度の周知や施設に対する協力依頼を実施す
るなど，適正利用の推進に努めます。 

 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

妊産婦の健康の確保 

・早期の妊娠届出や妊婦健診や産婦健診受診による妊娠期や産後
期の健康管理の重要性の啓発 

・市町村の母親学級・両親学級における妊娠や出産等に関する正
しい知識の情報提供 

・妊娠，出産，子育てへの配偶者の協力の大切さについて啓発 
・市町村や医療機関等との連携し，妊娠・出産・産後ケアの連続

性を担保し，ハイリスク妊産婦への保健指導や，妊産婦健診・
産後ケア事業の広域的な調整を実施 

・働く妊婦の勤務上の配慮に係る母性健康管理指導事項連絡カー
ド（注19）の活用の促進 

・マタニティマーク（注20）の普及啓発 
・パーキングパーミット制度（注21）の普及啓発 
・ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発 

子育て支援課 
子ども政策課 
障害福祉課 
保健所 

こども家庭センターの
設置促進 

 妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して総合的・継
続的に相談支援を提供するこども家庭センターの設置を促進
し，切れ目ない支援を実施 

子ども政策課 
子ども福祉課 

                                                
（注19）妊娠中や出産後の健康保持のため，通勤緩和や休憩に関する措置が必要であるなど主治医等から受けた指導を事業主に明

確に伝えるのに役立つ連絡カード。拡大コピーして用いることができるよう，母子健康手帳に様式を記載してある。厚生労働
省のホームページからもダウンロードできる。 

（注20）妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ，周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするもの。また，交通機関，職場，飲
食店，その他の公共機関等が，その取組や呼びかけ文を付してポスターなどとして掲示し，妊産婦にやさしい環境づくりを推
進するもの。 

（注21）障害のある人や介護の必要な高齢者，妊産婦など歩行が困難と認められる人に対し，駐車スペースの確保を図る制度 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

低出生体重児低減のた
めの取組 

・妊娠中の喫煙や受動喫煙，食生活等の生活習慣の問題など改善
可能な要因について，市町村と連携し妊婦への保健指導や正し
い知識の普及啓発等の予防対策を実施  

・若い世代に対して，喫煙や思春期のやせの問題及び妊娠・出産
等についての正しい知識の普及啓発を推進 

・かごしまリトルベビーハンドブック（注22）の普及啓発 

子育て支援課 
保健所 

妊産婦への相談支援体
制の充実 

・妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して総合的・継
続的に相談支援を提供するこども家庭センターの設置を促進
し，切れ目ない支援を実施 

・医療機関等との連携による産後うつ等ハイリスク妊産婦の早期
把握・早期支援の取組の推進 

・妊娠･出産等に関する悩みについての電話相談やメール相談を
実施する女性健康支援センター「専門相談窓口」，保健所「一
般相談窓口」を設置し対応 

・予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等に対するＳＮＳ
等を活用した相談窓口「かごぷれホットライン」による相談対
応や医学的・科学的に正しい知識の普及啓発 

・母子保健関係者の質の向上及び活動推進のための妊娠・出産・
育児支援に関する研修の実施 

子育て支援課 
子ども福祉課 
保健所 

産後ケアなど，妊産婦
等の心身のケアへの取
組の推進 

・市町村が行う妊産婦健診，産前・産後サポート事業，産後ケア
事業など，産前産後の支援の充実及び妊産婦のメンタルヘルス
に関するネットワーク体制の構築 

・市町村が行う産婦健診において，産後のメンタルヘルスの観点
から要支援産婦を把握し，関係機関と連携した支援体制の推進 

・保健所ごとに支援調整会議を開催し，産前産後から子育て期を
通じた切れ目ない継続的な支援の推進 

・若年妊婦や特定妊婦の把握及び支援，妊産婦健診の未受診者へ
の受診の勧奨等を推進 

・産後ケア事業の更なる取組の推進等に向け，各市町村の実態に
応じた広域的な連携支援を行い，市町村の体制整備を支援 

・妊婦と父親になる男性が共に，産前・産後の女性の心身の変化
を含めた妊娠・出産への理解を深め，共に子育てに取り組める
よう両親学級等の取組を推進 

・出産や子育てに悩む父親に対する支援体制の整備 

子育て支援課 
保健所 

HTLV-１（注23）母子感染
防止対策の推進 

HTLV-１キャリアの妊婦に対する精神的支援と，生まれてくる
子どもへの感染を防ぐために，産科医療機関，保健所，市町村等が
連携して，妊娠中から出産後，子育て期における支援を実施 

感染症対策課 
保健所 

 
 
 
 

                                                
（注22）県内のリトルベビー（出生体重が 1,500ｇ未満あるいは在胎週数が 32 週未満で出生された児）とその家族や希望される方

に対し配布する母子健康手帳のサブブック 
（注23）ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型のことで，ＡＴＬ(成人Ｔ細胞白血病)やＨＡＭ（HTLV-1 関連脊髄症）等の病気の原因とな

るウイルス 
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  イ 予期せぬ妊娠等に悩む若年妊産婦等への支援 
予期せぬ妊娠を防ぐため，年齢に応じた性に関する正しい情報提供や，相談体制の充実を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

予期せぬ妊娠等に悩
む若年妊婦等への支
援 

・予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等に対するＳＮＳ
等を活用した相談窓口「かごぷれホットライン」による相談対
応や医学的・科学的に正しい知識の普及啓発 

・予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等に対し，アウト
リーチによる支援や緊急一時的な居場所の確保等に係る支援の
実施 

・予期せぬ妊娠を含む思春期から更年期にかけての健康に関する
悩みについての電話相談やメール相談等を実施する女性健康支
援センター「専門相談窓口」，保健所「一般相談窓口」を設置
し対応 

・予期せぬ妊娠に悩む若年女性などの支援を必要としている本人
に届くよう，相談窓口の周知 

子育て支援課 
保健所 

里親制度や特別養子縁組制度の普及啓発 子ども福祉課 

正しい性の知識の提供
と子どもたちが自ら決
定できる能力獲得への
取組の推進 

・思春期の子どもたちの身体と心の悩みへの相談に対応 
・男女ともに性や妊娠等に関する医学的・科学的に正しい知識を

身につけ，健康管理を行うよう促すプレコンセプションケアを
推進 

・月経や妊娠等で悩む若年女性等に対するＳＮＳ等を活用した相
談窓口「かごぷれホットライン」による相談対応や医学的・科
学的に正しい知識の普及啓発 

・思春期の子どもたちへの健康教育を実施 
・学校保健及び母子保健関係者の連携やネットワーク構築による

思春期の課題の情報共有と課題への取組の推進 
・エイズ予防普及啓発講演会等による高校生等への普及の推進 

子育て支援課 
感染症対策課 
保健所 

・発達の段階を踏まえた性に関する指導の充実 
・専門家，関係機関等との連携による性に関する指導の充実 保健体育課 

 
  ウ 妊娠・出産等に係る経済的負担の軽減 

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てをできるよう，妊娠時から出産・子育てまでの切
れ目ない継続的な支援と併せて，不妊治療に係る費用や離島に居住する方の妊娠・出産に要する経費
の助成など，妊婦・子育て世帯に対する経済的支援を実施します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

先進医療不妊治療費の
助成 

不妊治療における生殖補助医療について，保険適用外となる治
療のうち，保険診療と併用可能な「先進医療」を受けた夫婦に対し
経済的負担の軽減を図るため，その費用の一部を助成 

子育て支援課 
保健所 

離島地域不妊治療費支
援 

離島地域の夫婦の経済的負担を軽減するため，保険適用による
生殖補助医療を受けるための通院や滞在に係る交通費，宿泊費の
助成を行う市町村を支援 

子育て支援課 

離島における出産経費
の助成 

島内で分娩できない離島地域において，安心して出産できる環
境づくりを推進するため，妊婦の健診や出産時に要する交通費，宿
泊費等の助成を行う市町村を支援 

子育て支援課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

遠方の分娩施設で出産
する妊婦への交通費等
支援 

遠方の分娩施設で出産する必要がある妊婦の経済的負担の軽減
を図るため，出産の際の交通費，宿泊費の助成を行う市町村を支援 

子育て支援課 

 
  エ 不妊に悩む方等に対する支援の充実 

不妊について専門的な相談を受けられる相談窓口の周知を図り，不妊治療についての適切な情報を
提供するとともに，不妊治療を受ける場合の経済的負担の軽減に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

不妊相談体制の充実 

・鹿児島大学病院に設置した「専門相談窓口」において不妊治療
等についての医師，助産師による電話相談やメール相談を実
施，また一般相談窓口として保健所で相談に対応 

・不妊相談従事者の専門性向上のための研修会の開催 

子育て支援課 
保健所 

先進医療不妊治療費の
助成 

不妊治療における生殖補助医療について，保険適用外となる治
療のうち，保険診療と併用可能な「先進医療」を受けた夫婦に対し
経済的負担の軽減を図るため，その費用の一部を助成 

子育て支援課 
保健所 

離島地域不妊治療費支
援 

離島地域の夫婦の経済的負担を軽減するため，保険適用による
生殖補助医療を受けるための通院や滞在に係る交通費，宿泊費の
助成を行う市町村を支援 

子育て支援課 

 

乳幼児健診等の推進 
  ア 乳幼児健診等の推進 

妊娠中は短期間で健康状態が変化しやすいこと，また乳幼児期は生涯にわたる健康づくりの基盤に
なることから，母子の心身の健康の確保を図る必要があります。 

幼児の疾病や発達の問題などを早期に把握し，適切な医療や支援につなげるとともに，子育てに関
する知識の普及・啓発を行い，子どもの成長発達に応じた親と子の支援に努めます。 

子どもたちを感染症から守るため，予防接種の接種率の向上や正しい情報提供など，安全で安心な
予防接種を推進します。 

また，「かごしま歯と口腔の健康づくり県民条例」や「鹿児島県歯科口腔保健計画」に基づき，乳
幼児期からのむし歯予防対策や口腔機能の発達支援を推進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

 
 
 
 
乳幼児の健康支援 
 
 
 
 

・乳幼児健診等における，成長発達に応じた食生活や運動，睡眠
などの生活習慣を獲得するための保健指導の充実支援 

・市町村が実施する新生児訪問指導や乳児家庭全戸訪問等による
早期の育児支援の推進 

・乳幼児健康診査や新生児聴覚検査等における疾病や発達の遅れ
等の早期発見並びに早期支援体制の充実 

・市町村と連携し，健診等における子どもの成長発達過程に応じ
た子育てに関する知識の情報提供 

・乳幼児突然死症候群や小児事故に関する予防対策等についての
普及啓発の推進 

 
 
 
 
子育て支援課 
保健所 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

 
乳幼児の健康支援 
 

・成育過程にある者に対する医療，保健，福祉等の関係者が相互
に連携を図り，乳幼児健診等の母子保健事業の精度管理や広域
的支援を推進 

子育て支援課 
保健所 

予防接種の推進 
・予防接種法に基づき市町村が行う定期予防接種の円滑な推進 
・接種率向上を図るため，予防接種の意義・効果について普及啓

発を推進 
感染症対策課 

むし歯予防対策・口腔
機能発達支援の推進 

・市町村や学校が行う歯科保健活動の支援 
・県歯科医師会，市郡歯科医師会及び８０２０運動推進員連絡協

議会と連携した普及啓発活動の推進 

健康増進課 
 

 
  イ 親に寄り添う支援 

乳幼児の発育・発達や健康の維持・増進，疾病予防の観点から，発達障害や慢性疾患等のある子ど
もの育児に不安を抱えている保護者等を早期に把握し，相談支援につなげ，児童虐待の予防や早期発
見にも資するよう，親への支援に努めます。また，支援策や相談窓口等の周知を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

乳幼児健康診査等にお
ける早期気づき・早期
支援の推進 

市町村が実施する乳幼児健康診査等における発達障害が疑われ
る子どもの早期気づきから親子教室や保育・療育施設等との連携
による早期支援やフォローアップ，児童発達支援事業所などの関
係機関を対象とした対応力向上研修を実施し，身近な地域で安心
して早期に支援が受けられる体制を推進 

子育て支援課 
障害福祉課 
保健所 

乳幼児発達相談の実施 

離島地域における発育や精神・運動等の発達に問題のある乳幼
児又はそのおそれのある乳幼児等に対して，早期に専門的支援を
行うほか，必要に応じて療育につなぐことにより乳幼児の健全な
発達を促進するため，発育発達クリニックを定期的に開催 

子育て支援課 
保健所 

育児不安や育てにくさ
を感じる親への支援 

・発達障害，慢性疾患等のある子どもを養育している親の精神的
負担の軽減や育児支援のため，市町村と連携した訪問や交流会
等の実施 

・市町村や医療機関等関係機関の連携のもと，育児に不安を感じ
ていたり，育児に困難を来す心配のある妊産婦を早期に把握し
養育支援を行う地域体制の推進 

・母子保健関係者の専門性向上のための研修会の開催 
・親が障害を有するなど，子育てが困難な親への保健師等の訪問

や関係者の連携等による育児支援の実施 
・女性健康支援センターの専門相談窓口や一般相談窓口における

子育てに対する悩みへの相談対応 
・市町村のこども家庭センター，県発達障害者支援センター等の

相談窓口や，保育所等による一時預かり，障害児等療育支援事
業等の支援策の周知 

障害福祉課 
子育て支援課 
子ども福祉課 
保健所 

先天性代謝異常等への
対応 

・新生児に対する先天性代謝異常等検査の実施による異常の早期
発見並びに異常が発見された子どもへの適切な治療による障害
の予防 

・新生児聴覚検査の実施による聴覚障害の早期発見・早期療育に資
する乳幼児期の難聴に関する総合的な体制の整備を推進 

子育て支援課 
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施策の方向 １ 結婚，妊娠・出産の希望を実現できる社会づくり 

周産期医療・小児医療の提供体制の確保 
《現状及び課題》 

結婚，妊娠・出産の希望を実現できる社会づくりのためには，周産期から小児期全般にわたり，切れ目の
ない医療提供体制が必要です。 

本県においては，総合周産期母子医療センター（注24）を中心に，地域周産期母子医療センター（注25）と地域
の病院，診療所等との連携による周産期医療体制を整備しており，2023（令和５）年の本県の新生児死亡率
や周産期死亡率は，全国よりも低くなっています（図表−111，図表−112）。 

しかし，一部の地域においては産科医や分娩を取り扱うことができる医療機関が減少してきていることか
ら，限られた医療資源を有効に活用して，分娩リスクに応じた医療が提供できるよう周産期医療体制の充実
を図ることが必要です。 

2023（令和５）年の本県の乳児死亡率は全国よりも高くなっており，小児医療については，小児救急医療
拠点病院（注26）のほか，地域の拠点病院等を中心とした医療連携体制の充実・強化を図ることが必要です（図
表−110）。 

また，全国的に，医師の偏在が地域間や診療科間のそれぞれにおいて，長きにわたり課題として認識され
ている中，本県の出産千人あたりの産科医師数及び小児人口 1 万人あたりの小児科医師数は，全国を下回っ
ており，医療提供体制等の見直し，医師の派遣調整，勤務環境改善支援及び養成数の増加等の施策の実施に
より，産科医・小児科医の確保に取り組む必要があります。併せて，本県においても医師偏在の解消を図る
ため，鹿児島大学等関係機関・団体と連携して医師の確保に取り組む必要があります。 

低出生体重児等若しくは医療的ケアが必要な小児患者，障害や慢性疾患を持つ子どもたちには，地域で十
分な保健・医療，福祉サービスが提供される必要があり，子どもや家族に対する地域の養育支援体制，ある
いは在宅医療の支援体制について，生活の質の向上の視点に立った環境整備が必要です。 

《施策目標及び具体的施策》 

周産期医療提供体制の確保 
  ア 安全で良質な周産期医療の提供 

妊娠・出産から新生児に至る高度専門的な医療を効率的に提供する総合的な周産期医療体制の整備
に努めます。 

                                                
（注24）相当規模のＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療管理室）を含む産科病棟及びＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）を含む新生

児病棟を備え，常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し，合併症妊娠（重症妊娠高血圧症候群，切迫早産等），胎児・新生
児異常（超低出生体重児，先天異常児)等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療，高度な新生児医療等の周産期
医療を行うことができるとともに，必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連携し，脳血管疾患，心疾患，敗血
症，外傷，精神疾患等を有する母体に対応することができる医療施設で都道府県が指定する。 

（注25）産科及び小児科（新生児診療を担当するもの）等を備え，周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施
設で都道府県が認定する。 

（注26）二次医療圏単位での小児救急医療体制の確保が困難な地域において，複数の二次保健医療圏を対象に，休日や夜間におけ
る小児重症救急患者を受け入れる医療機関 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

周産期医療体制の充実 

・周産期・小児医療協議会による周産期医療体制の整備等につい
ての協議 

・地域において持続的に妊婦健診や分娩を取り扱うことのできる
医療体制が確保されるよう，地域の実情を踏まえ，周産期医療
機関の機能分担やそれに基づく医療機関の連携体制について協
議 

子育て支援課 

周産期母子医療センタ
ー等の医療機能の確保
と連携の充実 

総合及び地域周産期母子医療センターにおけるハイリスク妊婦
や新生児に対する高度な医療の提供のための運営費等の助成 

子育て支援課 

周産期の救急搬送体制
や災害医療体制の充実 

・保健医療計画に基づく緊急時の母体・新生児搬送等の体制整備
の推進 

・救急車や新生児用ドクターカー，ドクターヘリ，消防・防災ヘ
リ等様々な搬送手段の有効活用に係る関係機関との連携 

・災害時の周産期・小児医療提供体制の確保に向けた災害時小児
周産期リエゾンの養成・確保及びその機能が十分に発揮される
仕組みの構築 

・平時の訓練等を通じたリエゾンと災害医療を担う関係機関・支
援チームとの連携体制の整備 

子育て支援課 
保健医療福祉課 
消防保安課 
県立病院課 

ＮＩＣＵ（注27）等への長
期入院児に対する支援 

・医療機関，訪問看護ステーション，保健所，市町村等の連携によ
るＮＩＣＵ等入院中から在宅療養への移行支援及び退院後の訪
問指導等の実施など，保健・医療，福祉サービスの提供体制の推
進 

・かごしまリトルベビーハンドブックの普及啓発 

子育て支援課 
 

産科医や助産師等人材
の確保と育成 

・産科医の処遇改善を図る医療機関への助成や，専門（後期）研
修をうける医師に対する研修奨励金の支給などによる産科医の
養成・確保 

・養成所への運営費の補助や修学資金の貸与などによる助産師等
の養成・確保 

・産科医療体制の確保が困難な地域において市町村等が産科医や
助産師等の確保に要する経費の補助 

医師・看護人材課 
子育て支援課 

遠方の分娩施設で出産
する妊婦への交通費等
支援 

  遠方の分娩施設で出産する必要がある妊婦の経済的負担の軽減
を図るため，出産の際の交通費，宿泊費の助成を行う市町村を支
援 

子育て支援課 
 

 

小児医療提供体制の確保 
  ア 小児医療体制の充実・強化 

子どもの命と健康を守り，保護者の不安の解消を図るため，小児医療の提供体制の充実・強化を図
ります。 

また，かかりつけ医を持つことの重要性について子どもを持つ保護者に啓発していくとともに，地
域のかかりつけ医の支援体制の整備に努めます。 

                                                
（注27）Neonatal Intensive Care Unit：新生児集中治療管理室。新生児の治療に必要な新生児用呼吸循環監視装置や保育器等を備

え，24 時間体制で集中治療が必要な新生児の治療を行う施設 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

小児医療の提供体制の
充実・強化 

・各地域における小児救急医療体制の充実 
・鹿児島市立病院（小児救急医療拠点病院）や済生会川内病院，

鹿屋医療センター等と各地域の小児科の医療機関等との連携に
よる救急医療体制の確保 

子育て支援課 

小児救急電話相談事業
（＃8000 番)の実施 

子どもの急病時に看護師等が症状に応じて適切な助言等を行う
電話相談の実施及び相談窓口の周知 子育て支援課 

かかりつけ医の重要性
の普及啓発 

子どもを持つ保護者に対するかかりつけ医の重要性・必要性の
普及啓発 

子育て支援課 
 

かかりつけ医に対する
支援体制の整備 

かかりつけ医支援の中核的な役割を担う地域医療支援病院の承
認等 保健医療福祉課 

小児科医をはじめとし
た医師の確保 

小児科等の拠点病院等に勤務予定の医学生に対する医師修学資
金の貸与，小児科等において，専門（後期）研修を受ける医師に対
する研修奨励金の支給などによる小児科医等の養成・確保 

医師・看護人材課 

 
  イ 小児在宅医療の充実 

在宅での医療的ケアを必要とする小児患者や障害のある子どもに対して，在宅においても必要な医
療・保健・福祉サービスが提供され，子どもやその家族が地域で安心して療養できる体制づくりを進
めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

医療的ケア児及び家族
への支援 

・医療機関，訪問看護ステーション，保健所，市町村等の連携によ
るＮＩＣＵ等入院中から在宅療養への移行支援及び退院後の訪
問指導等の実施など，保健・医療，福祉サービスの提供体制の推
進 

・在宅療養に必要な情報を提供する小児在宅療養支援ウェブサイ
トの運用 

子育て支援課 
保健所 

訪問看護師が家族に代わって看護を行うための経費の助成を行
う市町村に対しその経費の一部を補助するなど，在宅の医療的ケ
ア児や重症心身障害児の看護や介護に係る家族の負担軽減を支援 

障害福祉課 

在宅医療を支える人材
育成 

看護や介護の支援関係者を対象とした小児の在宅医療に係る技
術向上のための研修の実施 子育て支援課 

関係機関の連携による
支援体制の整備 

在宅の医療的ケア児などが，地域において安心して暮らしてい
けるよう，県医療的ケア児等支援センターを設置するほか，適切な
支援が行える人材を養成し，保健，医療，福祉，教育，子育て等の
支援に携わる関係機関等で構成される協議の場を設置 

障害福祉課 

 
  ウ 小児慢性特定疾病（注28）対策の推進 

慢性的な疾患にかかっていることにより，長期にわたる療養を必要とする児童の健全育成を図るた
め，小児慢性特定疾病児の医療費の負担軽減を行います。また，小児慢性特定疾病児及びその家族が

                                                
（注28）子どもの慢性疾病のうち，小児がんなど特定の疾病を指している。現在（R6.4.1 時点）16 疾患群（788 疾病）が，その対

象として国に認定されており，医療費の自己負担分について一部助成がなされている。 



第５章 − 施策の方向 １ 結婚，妊娠・出産の希望を実現できる社会づくり 
― 基本施策 (3) 周産期医療・小児医療の提供体制の確保 

 117 / 262 

適切な医療と支援を受けて安全に安心して生活でき，生活の質の向上や自立が促進されるよう関係者
等との連携体制の構築を図り，支援体制の整備に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

小児慢性特定疾病医療
費の助成 

小児慢性特定疾病の治療に係る経済的負担の軽減を図るため，
その医療費の自己負担分の一部を助成 子育て支援課 

小児慢性特定疾病児日
常生活用具給付 

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病
児の日常生活の便宜を図るため，日常生活用具を給付する市町村
を支援 

子育て支援課 

適切な医療や療育が受
けられる在宅医療の推
進や自立の促進に向け
た支援体制の整備 

・医療機関や訪問看護ステーション，療育機関や市町村等関係機
関と連携した在宅療養環境や支援体制の整備 

・栄養指導をはじめとした療育相談等の充実 
・小児慢性特定疾病児やその家族に対し，保健所や当事者団体に

よる，治療や自立支援のための相談支援や勉強会・情報交換会
の実施 

・自立支援員等による自立を支援するための相談支援や就労支援
等の実施 

・関係機関等との情報共有や支援の在り方等を検討する個別支援
会議や地域レベルの連携会議の開催 

・小児慢性特定疾病対策協議会や小児慢性特定疾病児童等地域支
援協議会の開催により，慢性疾病児をとりまく環境や成人期へ
の移行期における支援，関係機関の連携の在り方等今後の支援
対策を協議 

子育て支援課 
保健所 

 
  エ 子育て家庭の経済的負担の軽減 

次代を担う子どもの健全育成を図るため，子ども医療費，未熟児や特定の疾病を有する子どもが適
切な治療を受けるための医療費や離島に居住する子どもが島外医療機関等を受診する際の交通費等
について経済的な支援を行います。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども医療費助成制度 

・子育て期にある家庭の乳幼児に係る医療費の経済的負担を軽減
することにより，乳幼児の健康の保持増進を図るため，乳幼児医
療費の助成を行う市町村を支援 

・経済的理由により受診を控えることによる症状の重篤化を防ぐ
ため，住民税非課税世帯の高校生までを対象に医療機関等にお
ける窓口負担をなくす子ども医療給付を行う市町村を支援 

子育て支援課 

養育医療（注29）の給付 
医療を必要とする未熟児の医療費の給付を行う市町村の経費の

一部を負担 子育て支援課 

小児慢性特定疾病医療
費の助成 

小児慢性特定疾病の治療に係る経済的負担の軽減を図るため，
その医療費の自己負担分の一部を助成 子育て支援課 

                                                
（注29）出生体重が 2,000ｇ以下，あるいは身体的に未熟で家庭で保育することが難しく，医師が入院治療の必要があると診断した

未熟児が指定養育医療機関に入院して治療を受けた場合に，医療費の自己負担分について給付を受ける制度で，所得に応じて
一部自己負担がある。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

障害児に対する医療費
の給付 
 

（自立支援医療（育成医療（注30））） 
・身体に障害を有する児童の障害を除去又は軽減する手術等の治

療に要する医療費の給付を行う市町村に対し，その経費の一部
を負担 

（重度心身障害者医療費の助成） 
・重度心身障害児に係る医療費の助成を行う市町村に対し，その

経費の一部を補助 

障害福祉課 

在宅の医療的ケア児等
とその家族への支援 

訪問看護師が家族に代わって看護を行うための経費の助成を行
う市町村に対しその経費の一部を補助するなど，在宅の医療的ケ
ア児や重症心身障害児の看護や介護に係る家族の負担軽減を支援 

障害福祉課 

離島地域子ども通院費
等支援 

離島地域の子どもが島外で必要とする医療等を受ける場合の通
院等に要する交通・宿泊費用の助成を行う市町村を支援 子育て支援課 

 
 
 
 
  

                                                
（注30）身体に障害がある子どもで，障害をなくしたり，障害の程度を軽くする確実な治療効果が期待できるとき，指定育成医療

機関での治療費について給付を受ける制度で，所得に応じ一部自己負担がある。 
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施策の方向 ２ 安心して子育てができる社会づくり 

社会全体で子育てを応援する気運の醸成 
《現状及び課題》 

近年，核家族化（図表− 5）や都市化による家庭の養育力の低下，かつては親族や近隣から得られていた
支援や知恵が得られにくいという育児の孤立，育児の負担感の増大などが指摘されています。「県民意識調
査」によると，子育ての心理面での悩みとして「仕事と子育ての両立が難しい」「子どものしつけや教育の
仕方がよくわからない」との回答が多く見られ，家庭での子育てにおいて不安を感じていることがうかがえ
ます（図表− 51）。 

子育ては保護者が第一義的責任を持つものですが，同時に，子育ては次代の担い手を育成する営みである
という観点から，子育ての意義を社会全体で共有し，子育て家庭が安心と喜びをもって子育てに当たること
ができるよう社会全体で応援することが求められています。 

子育て家庭の孤立化を防ぎ，子育てを社会全体で支えるため，団体や企業，地域住民など，地域の多様な
主体が連携・協力して，地域全体で子育てを応援する気運づくりや，地域のニーズに応じた子育て支援を充
実させるため，効果的な地域人材の活用や人材育成に努めることが重要です。 

《施策目標及び具体的施策》 

子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくりの推進 
  ア 地域で子育てを応援する気運づくり 

地域や職場，家庭で「子育てしやすい環境づくり」に取り組む「育児の日」の普及や，市町村，子
育てを支援する企業・事業所と連携して実施する「かごしま子育て支援パスポート」の活用について
の普及拡大を通じて，地域で子育てを応援する気運づくりに努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

かごしま子育て支援パ
スポート事業の推進 

妊婦及び子どものいる世帯が事業に善意で協賛する企業や店舗
の優待サービスを受けられる「かごしま子育て支援パスポート」の
活用について，市町村や企業と連携して普及拡大 

子ども政策課 

「かごしま子育て応援
企業」の登録・紹介 

従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を
「かごしま子育て応援企業」として登録・紹介し，県内企業の子育
て支援に対する自主的な取組を促進 

雇用労政課 

「育児の日」の普及促
進 

妊婦及び子どものいる世帯を地域全体で応援する気運の醸成に
資するとともに，仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）について考える契機となるよう，「育児の日」を普及促進 

子ども政策課 

「育児の日」協力企業
の登録・紹介 

「育児の日」に，ノー残業デーや年休取得促進日を設定するなど
の取組を行う企業について「育児の日」協力企業として登録するな
ど，ワーク・ライフ・バランスの促進を図ることにより，職場にお
ける子育てしやすい環境づくりを促進 

子ども政策課 

男性の家事・育児参画
促進 
 

「育児の日」フォーラムの開催や，ワーク・ライフ・バランス等に
ついての企業などへの周知などにより，男性（父親）の積極的な家
事・育児参画を促進 

子ども政策課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

男性の家事・育児参画
促進 

企業の管理職等を対象にしたセミナーの開催や企業へのアドバ
イザーの派遣等の実施 

男女共同参画室 

子育て支援ポータルサ
イトの管理・運営 

本県の妊娠，出産，子育て支援に関する情報をステージ別，目的
別に検索できる鹿児島県子育て支援ポータルサイトの管理・運営 

子ども政策課 

地域における人材育成 
  ア 地域人材の活用と育成 

保育所や幼稚園等だけでなく，地域のニーズに応じた子育て支援を充実させるため，高齢者や育児
経験豊かな主婦その他の地域人材を効果的に活用し，保育士等以外の担い手となる人材を確保します。 

また，家庭や地域の養育機能が低下する中で，子育て家庭の負担感の増大等に対応するため，地域
の高齢者などによる子育て支援活動を支援するとともに，子育てや家庭教育支援に携わる人材の育成
に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

高齢者が行う子育て支
援活動の促進 

高齢者を含むグループが行う互助活動に対し，商品券等に交換
できるポイントを付与する事業について，子育て支援活動にポイ
ントを加算するほか，子ども食堂の支援活動等に対しポイントを
加算し，高齢者による子育て支援活動を促進 

高齢者生き生き推進課 

ファミリー・サポート・
センターの設置促進 

子育てを地域の中で相互援助するファミリー・サポート・センタ
ーの設置促進 子ども政策課 

子育て支援等の担い手
となる人材の確保及び
資質の向上 

地域の実情に応じて実施する子育てを支援する取組等に従事す
る子育て支援員の確保及び資質の向上を図るための研修の実施 子育て支援課 

子ども食堂への支援 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アド

バイザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者によ

る地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を

支援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 

「かごしま地域塾」へ
の支援 

「郷土に学び・育む青少年運動（県民運動）」の組織体制やＮＰ
Ｏ・企業との連携による組織を基盤とし，地域の縁や地域社会に蓄
積された様々な知恵を生かして，地域に根ざし自立する「かごしま
地域塾」への支援（補助金の交付，活動活性化セミナーの開催等） 

青少年男女共同参画課 

放課後子ども教室への
支援 

・放課後に小学校の余裕教室等を活用して子どもたちの安心・安全
な活動場所を確保し，地域と学校が連携・協働して学習や様々な
体験・交流活動を実施する放課後子ども教室への支援 

・放課後児童対策パッケージに基づく放課後児童クラブとの連携
促進 

子ども福祉課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

地域で家庭教育支援に
携わる人材の養成 

相談対応や専門家の紹介，家庭教育情報の収集・提供，効果的な
学習機会の企画・運営等，家庭教育支援に関する活動を整備・調整・
推進する人材の養成 

社会教育課 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営による子ども・
若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機
関・団体と連携・協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 

子どもの居場所づくり 
の推進 

学識経験者や教育・福祉の関係機関等による協議会を設置し， 
子どもの居場所づくりに関する情報交換や意見交換等を実施 子ども福祉課 

フリースクール等に通
う子どもたちへの支援 

「こどもの居場所に関する実態調査」の結果も踏まえ，フリース
クール等に通う子どもたちへの支援の在り方について検討 

子ども福祉課 
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施策の方向 ２ 安心して子育てができる社会づくり 

地域における子育ての支援 
《現状及び課題》 

近年，核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により，祖父母や近隣の住民等から，日々の子育てに関
する助言，支援や協力を得ることが困難な状況になっており，子育てが孤立化し，子育てに不安や負担を感
じる親が増加しています。 

「県民意識調査」によると，子育ての心理面での悩みとして「子どものしつけや教育の仕方がよくわから
ない」と回答した方が，20 代で 35.5％，30 代で 45.0％を占めている状況です（図表− 51）。 

このため，地域の身近なところで，気軽に親子の交流や相談ができる地域子育て支援拠点などの各種の子
育て支援サービスや相談支援機能の充実に努めます。 

また，親が安心して仕事と子育てを両立できるようにするため，保育所，認定こども園や放課後児童クラ
ブ等の整備促進による待機児童の解消を図るほか，延長保育や病児保育，乳児等通園支援（こども誰でも通
園制度）など多様な保育サービスの提供を促進する必要があります。 

青少年の健全育成については，家庭や地域社会を中心とした地域ぐるみの青少年育成活動を推進します。 
子ども・若者が健やかに成長できるよう，遊びや体験活動の推進，生活習慣の形成・定着に努めます。 
障害の有無にかかわらず，安心して共に暮らすことができる地域づくりを進めるため，地域における障害

児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターの機能強化や保育所等への巡回支援の充実を図るなど，地
域における障害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進するとともに，医療的ケア
児など専門的な支援が必要な子どもとその家族を支援するため，関係機関と連携した早期支援や，一人ひと
りのニーズや特性に応じたきめ細やかな支援の推進など障害児等施策の充実に努めます。 

《施策目標及び具体的施策》 

地域における子育て支援サービスの充実 
  ア 子育て支援体制の整備 

ＮＰＯや子育て支援に携わる関係団体等との連携のもと，地域子育て支援拠点などの地域の子育て
支援体制の整備を促進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

地域子育て支援拠点の
設置促進 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行い，子育てについての
相談，情報提供などを行う地域子育て支援拠点の設置を促進 

子ども政策課 

地域子育て支援拠点に
携わる人材の育成 

地域の子育て支援に携わる地域子育て支援拠点事業所職員等を
対象とした研修会開催等による人材育成及び資質の向上 

子ども政策課 

新たな子ども・子育て
支援施策への支援 

地域の実情に応じた市町村の取組を促進するため，推奨事業や
創意工夫等による新たな子ども・子育て施策に取り組む市町村を
支援 

子ども政策課 

こども家庭センターの
設置促進 

妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して総合的・継
続的に相談支援を提供するこども家庭センターの設置を促進し，
切れ目ない支援を実施 

子ども政策課 
子ども福祉課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども食堂への支援 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アド

バイザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者によ

る地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を

支援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営による子ども・
若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機
関・団体と連携・協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 

子どもの居場所づくり 
の推進 

学識経験者や教育・福祉の関係機関等による協議会を設置し， 
子どもの居場所づくりに関する情報交換や意見交換等を実施 子ども福祉課 

フリースクール等に通
う子どもたちへの支援 

「こどもの居場所に関する実態調査」の結果も踏まえ，フリー
スクール等に通う子どもたちへの支援の在り方について検討 子ども福祉課 

 

保育サービスの充実 
  ア 保育基盤の充実 

必要とされる保育の量の確保を図り，子どもにとっての快適な保育環境を提供するため，保育所・
認定こども園等の整備促進による待機児童の解消や保育の質の向上のための環境整備などにより，充
実した保育基盤づくりに努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

保育所等の整備促進 
多様な保育ニーズに対応した保育サービスの確保や待機児童解

消等を図るための保育所等の整備に必要となる国庫補助制度等の
情報提供や利用促進 

子育て支援課 

地域型保育の実施促進 
待機児童の解消や地域の子育て支援機能の維持・確保を図るた

め，小規模保育などの地域型保育の実施促進 
子育て支援課 

保育の質の向上のため
の環境整備促進 

保育環境の向上を図り，環境の整備を行うことにより，質の高い
環境で，子どもを安心して育てることができる体制の整備促進 

子育て支援課 

 
  イ 多様な保育サービスの提供 

就労形態の多様化等に伴う様々な保育ニーズに対応するため，延長保育や病児保育等のほか，在宅
の子育て家庭を含む全ての家庭や子どもを対象とする地域子育て支援拠点事業やファミリー・サポー



第５章 − 施策の方向 ２ 安心して子育てができる社会づくり 
― 基本施策 (2) 地域における子育ての支援 

 124 / 262 

ト・センター事業などの市町村の取組を促進します。 
また，障害のある子どもや医療的ケアの必要な子どもについて受入れが促進されるように努めます。    
幼稚園等においても，本来の教育活動だけではなく，保護者のニーズに応じ，在園児に対する平日

や休日の預かり保育，幼児教育相談等の充実が図られるよう，これらの取組を促進します。 
幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち，保護者の就労状況やその変化によらず柔軟に子どもを受け入

れられる施設である認定こども園の整備や乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施など，
就労形態の多様化や地域の実情に応じた取組を促進します。 

待機児童の受入れや多様な保育サービスの実施など，一定の役割を果たしている認可外保育施設に
おける保育の質及び安全性の確保・向上を促進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

利用者支援の実施促進 
子ども又はその保護者の身近な場所で，教育・保育・保健その他

の子育て支援の情報提供及び必要に応じて相談・助言等を行うと
ともに，関係機関との連絡調整等を行う利用者支援の実施促進 

子ども政策課 
子育て支援課 

延長保育の実施促進 
保育認定を受けた子どもについて，通常の利用日及び利用時間

以外の日及び時間において，保育所，認定こども園等で保育を行う
延長保育の実施促進 

子育て支援課 

地域子育て支援拠点の
設置促進 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行い，子育てについての
相談，情報提供などを行う地域子育て支援拠点の設置を促進 

子ども政策課 

一時預かり事業の実施
促進 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児
について，主として昼間において，幼稚園，保育所，その他の場所
で一時的に預かり，必要な保護を行う一時預かり事業の実施促進 

子育て支援課 

病児保育の実施促進 
病児について，病院・保育所等に付設された専用スペース等にお

いて，看護師等が一時的に保育等を行う病児保育の実施促進 
子育て支援課 

医療的ケア児の受入推
進 

市町村や保育所等に対して，保育所等における医療的ケア児の
受入を促進するためのセミナーの実施などにより，保育所等にお
いて医療的ケア児の受入を可能とするための体制を整備 

子育て支援課 

保育所等への巡回支援
の促進 

発達障害等に関する知識を有する専門員により，保育所等の子
どもやその保護者が集まる施設・場への巡回支援を行う市町村に
対し，その経費の一部を補助 

障害福祉課 

保育所等の障害児保育
の促進 

保育所等及び地域型保育事業における障害児の受入れの促進 子育て支援課 

休日保育の実施促進 
保護者の勤務等により休日等に保育が必要である場合の，加算

による保育所等における休日保育の実施促進 
子育て支援課 

子育て短期支援の実施
促進 

家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合
や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な
場合に行う短期預かり事業の実施促進 

子ども政策課 

ファミリー・サポート・
センターの設置促進 

子育てを地域の中で相互援助するファミリー・サポート・センタ
ーの設置促進 

子ども政策課 

幼稚園等における子育
て支援の実施促進 

預かり保育や教育相談等の実施促進及び保護者への情報提供 子育て支援課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

認定こども園の整備促
進 

幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち，保護者の就労状況やその
変化によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設である認定こど
も園の整備に必要となる国庫補助制度等の情報提供や利用促進 

子育て支援課 

乳児等通園支援事業
（こども誰でも通園制
度） 

全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにか
かわらない形での支援を強化するため，就労要件を問わず時間単
位で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業の実施促進 

子育て支援課 

認可外保育施設の保育
の質及び安全性の確
保・向上 

待機児童の受入れや多様な保育サービスの実施など，一定の役
割を果たしている認可外保育施設における保育の質及び安全性の
確保・向上を促進 

子育て支援課 

外国人幼児に関する相
談対応 

外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳者の配置支援
や，支援方法等に係る設置者からの相談対応 

子育て支援課 

 
  ウ 子育て家庭の経済的負担の軽減 

次代を担う子どもの健全育成を図るため，住民税非課税世帯や多子世帯に対する保育料等の負担の
軽減措置などの経済的な支援を行います。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

幼児教育・保育の無償
化 

・３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳までの住民
税非課税世帯の子どもについて，利用料を無償化 

・各施設において実費徴収を行うこととされている食事の提供に
要する費用及び日用品，文房具等の購入に要する費用等につい
て，低所得世帯を対象に費用の一部を補助 

子育て支援課 

第３子以降の保育料等
の軽減 

認可保育所等を利用する多子世帯の第３子以降の保育料等を助
成 

子ども政策課 

子どもの生活支援対策
の周知 

リーフレット等を活用して，行政等が実施している子どもの生
活支援対策を分かりやすく周知 

子ども福祉課 

新たな子ども・子育て
支援施策への支援 

地域の実情に応じた市町村の取組を促進するため，推奨事業や
創意工夫等による新たな子ども・子育て施策に取り組む市町村を
支援 

子ども政策課 

 
  エ 教育・保育施設に対する適切な指導監督，評価，運営改善等の実施 

各法令等に基づき実施する保育所等の指導監査について，市町村との連携を図り，効率的な指導監
査を実施します。 

特定教育・保育施設が教育・保育の質を確保し，更なる向上を図るために，自己評価等を適切に実
施することを促進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

保育所児童保育要録等
の周知 

保育所児童保育要録及び幼保連携型認定こども園園児指導要録
に関する作成例や留意事項等について周知 

子育て支援課 

効率的な指導監査の実
施 

市町村との連携による効率的な指導監査の実施 子育て支援課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

特定教育・保育施設に
おける自己評価，関係
者評価，第三者評価の
実施促進 

教育・保育の質を確保し，更なる向上を図るため，特定教育・保
育施設における自己評価等の実施促進 

子育て支援課 

 

放課後児童対策の促進 
  ア 放課後児童対策の促進 

昼間保護者のいない家庭の小学校就学児童の放課後等における健全な育成を図るため，施設整備等
による受け皿の確保に努め待機児童の解消を図るとともに，開設日や開所時間の延長の促進，放課後
児童支援員等の資質の向上，障害児への対応等，放課後児童対策の更なる充実に努めます。 

放課後児童クラブの施設整備については，実施主体である市町村に対して，国の補助制度を活用し，
放課後児童クラブの新設・改築や学校の空き教室・既存の保育所等の空き施設での開所を支援し，放
課後児童の受け皿整備に努めます。 

市町村における受け皿整備にあたっては，放課後児童対策の総合的な在り方を検討するための「推
進委員会（注31）」を開催し，市町村の教育委員会と福祉部局が連携を深め，学校の教職員や放課後児童
クラブ等の関係者との間で共通理解や情報共有を図るとともに，学校施設の使用計画や活用状況等に
ついて，十分に協議を行い，教育委員会と福祉部局が連携して受け皿確保に向けた取組が推進できる
仕組みづくりを促進します。 

また，共働き家庭等の全ての児童が放課後等において，安心・安全な居場所が確保され，多様な体
験・活動を行うことができるよう，放課後児童クラブと放課後子ども教室との連携を進める取組を支
援します。  

放課後児童クラブの運営については，国の補助制度等を積極的に活用し，放課後児童クラブの運営
費への補助を行います。  

また，開設日や開所時間の延長等について，実施主体である市町村に対し，国の補助制度を周知し
活用を促す等，更なる充実を図ります。  

さらに，放課後児童支援員として必要な知識・技能を補完するため，業務を遂行する上で必要最低
限の知識・技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらい，有資格者とな
ることを目的とした「認定資格研修」や，放課後児童クラブに従事する者として備えるべき資質，子
どもの育成支援に必要な専門的知識及び技術等を習得することを目的とした「現任研修」を，県内数
か所で実施します。 

 

                                                
（注31）行政関係者（教育委員会及び福祉部局），学校関係者，ＰＴＡ関係者，社会教育関係者，児童福祉関係者，学識経験者，放

課後児童クラブ関係者，放課後子ども教室を含む地域学校協働活動関係者，学校運営協議会関係者等 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

放課後児童クラブの設
置及び開設日・開所時
間の延長の促進 

・昼間保護者がいない家庭における小学校就学児童の放課後等の
健全な育成を図るために放課後児童クラブの設置及び開設日・
開所時間の延長について，国の補助制度による開所加算制度の
積極的な活用を促進し，放課後児童クラブの運営費への補助を
実施 

・多様な民間サービスの参入促進 

子育て支援課 

放課後児童クラブの受 
け皿確保 

待機児童解消のため，国の補助制度を活用し，放課後児童クラ
ブの新設・改築や学校の空き教室・既存の保育所等の空き施設で
の開所を支援 

子育て支援課 

放課後児童対策推進委
員会の開催 

放課後子ども教室との連携を促進するなど，教育委員会と福祉
部局の連携をはじめ放課後児童対策の総合的な在り方を検討する
ための推進委員会を開催 

子育て支援課 
子ども福祉課 

放課後子ども教室への
支援 

・放課後に小学校の余裕教室等を活用して子どもたちの安心・安全
な活動場所を確保し，地域と学校が連携・協働して学習や様々な
体験・交流活動を実施する放課後子ども教室への支援 

・放課後児童クラブとの連携促進 

子ども福祉課 

放課後児童支援員等の
確保及び資質向上 

・放課後児童支援員の有資格者を養成するため，国の基準等を踏
まえた研修科目や研修時間等による認定資格研修を実施 

・放課後児童支援員及び補助員の資質の向上を図るため，必要な
知識や技能等を習得するための研修を実施 

子育て支援課 
 

放課後児童クラブにお
ける障害児の受入 

・障害児の受入れに必要となる専門的知識等を有する放課後児童
支援員等を配置するため，国の補助制度を活用し，放課後児童ク
ラブの経費への補助を実施 

・障害児の受入れに必要となる専門的知識及び技術の習得等を図
るため，放課後児童支援員及び補助員等を対象にした現任研修
の実施 

子育て支援課 

就学児を対象とした障
害児通所支援の推進 

放課後等デイサービス事業所等（放課後等デイサービスを併せ
て実施する児童発達支援センターを含む）が障害児通所支援のサ
ービスの提供に要する費用の一部を負担 

障害福祉課 

放課後児童クラブの保
護者負担の軽減 

保護者負担金の軽減を図るため，国の補助制度を活用し，放課後
児童クラブの運営費への補助を実施 

子育て支援課 

放課後児童支援員等の
賃金改善 

放課後児童支援員等に対し，国の補助制度を活用し，処遇改善等
加算による処遇改善を実施 

子育て支援課 

新たな子ども・子育て
支援施策への支援 

地域の実情に応じた市町村の取組を促進するため，推奨事業や
創意工夫等による新たな子ども・子育て施策に取り組む市町村を
支援 

子ども政策課 

 

子育て支援のネットワークづくり 
  ア 各種相談支援機能の充実 

保護者や子ども自身が安心して悩みなどを相談でき，身近なところで必要な情報提供や助言を受け
られるよう，各種の相談支援機能の充実に努めます。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

こども家庭センターの
設置促進 

妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して総合的・継
続的に相談支援を提供するこども家庭センターの設置を促進し，
切れ目ない支援を実施 

子ども政策課 
子ども福祉課 

地域子育て支援拠点の
設置促進 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行い，子育てについての
相談，情報提供などを行う地域子育て支援拠点の設置を促進 

子ども政策課 

児童相談所の相談機能
の充実 

児童の問題に関する相談機関である児童相談所における相談機
能の充実 

子ども福祉課 
児童相談所 

家庭児童相談室による
相談の実施 

地域振興局等の家庭児童相談室における家庭相談員等による相
談の実施 

地域振興局・支庁地域
保健福祉課 

子ども・家庭 110 番に
よる電話相談の実施 

子どものしつけ，心や身体の発達など子どもの問題で悩みを持
つ保護者，友達や家族のことで悩んでいる子どもに対する電話相
談の実施 

中央児童相談所 

小児救急電話相談事業
（＃8000 番)の実施 

子どもの急病時に看護師等が症状に応じて適切な助言等を行う
電話相談の実施及び相談窓口の周知 

子育て支援課 

乳児家庭全戸訪問事業 
の推進 

生後４か月までの乳児のいる家庭の全戸訪問により，乳児家庭
の孤立化を防ぎ，乳児の健全な育成環境を確保 

子ども福祉課 

養育支援訪問事業の推
進 

子育てに不安や孤立感等を抱える家庭や様々な原因で養育支援
が必要な家庭に対し，保健師等による指導・助言等の実施 

子ども福祉課 

家庭教育・子育てに関
する情報の提供 

家庭教育・子育てに関する相談機関や支援制度等に関する情報
の取りまとめ及び提供 

社会教育課 

男女共同参画に係る相
談の実施 

子育てや家庭に関することを含め，男女共同参画を阻害する行
為に関する様々な悩みに対する相談の実施 

男女共同参画センター 

配偶者等からの暴力に
係る相談機能の充実 

子どもを含めた被害者の保護を図るための各配偶者暴力相談支
援センターの相談機能の充実 

男女共同参画室 
男女共同参画センター 
女性相談支援センター 
地域振興局・支庁地域
保健福祉課 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営による子ども・
若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機
関・団体と連携・協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども食堂への支援 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アド

バイザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者によ

る地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を

支援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 

 

子どもの健全育成 
  ア 青少年健全育成の推進 

青少年にとって最も身近な家庭や地域社会を中心とした地域ぐるみの青少年育成活動を推進しま
す。 

また，不登校や問題行動等の未然防止，早期発見のため，スクールカウンセラーやスクールソーシ
ャルワーカー等を配置するなど，学校，家庭，関係機関が一体となった取組を推進します。 

なお，不登校の児童生徒は，中学校段階において，入学後の環境の変化，学習内容の量の増加等に
より新規で発生して増加する傾向にあることから，小学校と中学校の緊密な連携を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「郷
ふる

土
さと

に学び・育む青
少年運動」の推進 

・青少年育成指導員等の資質向上を図るための研修会の開催 
・中学生を対象とした「少年の主張県大会」の開催 
・地域の縁や地域社会に蓄積された様々な知恵を生かした異年齢

集団での活動を行う「かごしま地域塾」の活動の充実 
・「青少年育成の日（注32）」や「家庭の日（注33）」の普及・啓発 
・県青少年団体連絡協議会への助成 
・県青少年保護育成審議会の開催やコンビニ・携帯ショップ等に 

対する立入調査，指導の実施 
・地域青少年育成推進協議会の企画・運営及び青少年運動強調期

間における青少年運動の推進 

青少年男女共同参画課 

地域全体で子どもを守
り育てる環境づくりの
推進 

・青少年健全育成のための社会教育指導者の養成の促進 
・青少年健全育成に関わる社会教育関係団体等の育成 
・県ＰＴＡ連合会，県子ども会育成連絡協議会，県公民館連絡協

議会等各種関係機関・団体との連携による青少年健全育成活動
の推進 

社会教育課 
青少年男女共同参画課 

児童館・児童センター
の整備促進 

子どもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的とする児
童館・児童センターの整備促進 

子ども政策課 

                                                
（注32）本県では，毎月第３土曜日を「青少年育成の日」と定め，家庭・学校・職場・地域等が一体となった取組を推進し，関係

施策の実効を期するための契機としている。 
（注33）本県では，すべての家庭が，円満で明るい家庭をつくるよう，広く県民の自覚と意識の高揚を図ることを目的として，毎

月第３日曜日を「家庭の日」と定めている。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

不登校や問題行動等に
対する学校等における
取組の推進 

・小中連携による情報交換の充実 
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用

した不登校や問題行動等に係る児童生徒，保護者を対象とした
相談・指導体制，支援施策の充実 

・学校や関係機関，民間施設等との連携 

義務教育課 
高校教育課 

子ども食堂への支援 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アド

バイザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者によ

る地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を

支援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営による子ども・
若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機
関・団体と連携・協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 

子どもの居場所づくり 
の推進 

学識経験者や教育・福祉の関係機関等による協議会を設置し， 
子どもの居場所づくりに関する情報交換や意見交換等を実施 子ども福祉課 

フリースクール等に通
う子どもたちへの支援 

・「こどもの居場所に関する実態調査」の結果も踏まえ，フリー
スクール等に通う子どもたちへの支援の在り方について検討 子ども福祉課 

 
  イ 生活習慣の形成・定着 

子どもが基本的な生活習慣を身に付けることができるよう，家庭，学校，地域，民間団体等の協力
を得ながら，普及啓発を推進します。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子どもの成長過程に応
じた望ましい食生活習
慣の定着 
 

・市町村と連携し乳幼児健診等における食育に関する保護者への
情報提供 

・母子保健関係者への食育に関する情報提供 
・思春期のやせや肥満，望ましい食生活の在り方等を含めた思春

期の教育 

子育て支援課 
保健所 
保健体育課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

 
 
 
 
子どもの成長過程に応
じた望ましい食生活習
慣の定着 
 

・食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせ，食に関
する自己管理能力を育成 

・学校給食を活用した食に関する指導を推進 

・地域の特性を生かした農業体験学習の取組 

・「早寝早起き朝ごはん」等家庭や地域への基本的な生活習慣に関
する意識啓発のための取組の推進 

保健体育課 
義務教育課 
社会教育課 

・食育に係る関係機関・団体と連携して県民への食育を推進 

・体験を通じた食の生産過程や農林水産業の理解促進 
かごしまの食輸出・ブ
ランド戦略室 

鹿児島県食生活改善推進員連絡協議会に委託し，「健康かごし
ま 21」，「かごしま健康イエローカードキャンペーン」，「食生活指
針」等の普及啓発を実施 

健康増進課 

子ども食堂への支援 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アド

バイザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者によ

る地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を

支援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 

 

多様な学びや体験，活躍できる機会づくり 
  ア 遊びや体験活動の推進 

こども・若者のライフステージにおいて，年齢や発達の程度に応じて，自然体験，職業体験，文化
芸術体験など多様な体験・外遊びを含む様々な遊びができるよう，地域資源を生かした遊びや体験の
機会や場を創出します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

児童館・児童センター
の整備促進 

子どもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的とする児
童館・児童センターの整備促進 

子ども政策課 

新たな子ども・子育て
支援施策への支援 

地域の実情に応じた市町村の取組を促進するため，推奨事業や
創意工夫等による新たな子ども・子育て施策に取り組む市町村を
支援 

子ども政策課 

公園の整備 
・公園にある段差を解消するなど，バリアフリー歩行空間の創出 
・ふれあいの場やうるおいのある生活環境等の確保を図るための

都市公園の整備 
都市計画課 

街路の整備 
市街地における歩きやすい歩行空間の形成及び歩行者等の交通

安全の確保 
都市計画課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「かごしま地域塾」へ
の支援 
 
 

「郷土に学び・育む青少年運動（県民運動）」の組織体制やＮＰ
Ｏ・企業との連携による組織を基盤とし，地域の縁や地域社会に蓄
積された様々な知恵を生かして，地域に根ざし自立する「かごしま
地域塾」への支援 

青少年男女共同参画課 

農業の体験活動の促進 
 
 

農業や食料に対する理解の醸成等を図るため，農作業や調理の
体験活動，農家での宿泊体験等の実施の支援 

かごしまの食輸出・ブ
ランド戦略室 
農村振興課 
経営技術課 
畜産振興課 

森林・林業の体験活動
の促進 

・高校生等を対象にした林業の魅力を発信するバスツアー，小中学
生等を対象にした森林体験学習の実施 

・県民自らが企画・実施する森林・林業に関する学習や体験活動の
実施の支援 

森林経営課 
森林技術総合センター 
森づくり推進課 

森林とのふれあいの場
の提供 

県有施設である「県民の森」，「照葉樹の森」における森林にふれ
あう機会の提供 

森づくり推進課 

漁業の体験活動の促進 
漁業体験などブルー・ツーリズムを実施する団体への体制づく

りからブラッシュアップ，PR までの一体的な支援 
水産振興課 

学校における体験活動
の推進 

・小学生の体験活動の継続的な推進 
・中学生の職場体験学習の継続的な推進 
・地域の農林水産業などの教育資源を生かした体験型の総合的な

学習の時間の推進 
・山村留学及び小規模校特別認可制度等の情報発信 

義務教育課 

こどもたちへの文化芸
術体験機会の提供・充
実 

学校において我が国や郷土の伝統と文化に関する関心や理解を
深め，それを尊重し，継承，発展させる態度を育成する取組の推進 

義務教育課 
高校教育課 

子どもや子育て中の保 
護者の文化芸術活動の 
促進 

・子どもたちが文化芸術に直に接し，体験できる機会を多く持て 
る環境づくり  

・親子で参加できる機会の拡充及び子育て中の保護者が文化芸術 
を鑑賞したり，創造したりしやすい環境づくり 

文化振興課 

子ども食堂への支援 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アド

バイザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者によ

る地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を

支援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営による子ども・
若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機
関・団体と連携・協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 

フリースクール等に通
う子どもたちへの支援 

「こどもの居場所に関する実態調査」の結果も踏まえ，フリース
クール等に通う子どもたちへの支援の在り方について検討 

子ども福祉課 

 

小児医療提供体制の確保 
  ア 小児医療体制の充実・強化 

子どもの命と健康を守り，保護者の不安の解消を図るため，小児医療の提供体制の充実・強化を図
ります。 

また，かかりつけ医を持つことの重要性について子どもを持つ保護者に啓発していくとともに，地
域のかかりつけ医の支援体制の整備に努めます。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

小児医療の提供体制の
充実・強化 

・各地域における小児救急医療体制の充実 
・鹿児島市立病院（小児救急医療拠点病院）や済生会川内病院，

鹿屋医療センター等と各地域の小児科の医療機関等との連携に
よる救急医療体制の確保 

子育て支援課 

小児救急電話相談事業
（＃8000 番)の実施 

子どもの急病時に看護師等が症状に応じて適切な助言等を行う
電話相談の実施及び相談窓口の周知 子育て支援課 

かかりつけ医の重要性
の普及啓発 

子どもを持つ保護者に対するかかりつけ医の重要性・必要性の
普及啓発 子育て支援課 

かかりつけ医に対する
支援体制の整備 

かかりつけ医支援の中核的な役割を担う地域医療支援病院の承
認等 保健医療福祉課 

小児科医をはじめとし
た医師の確保 

小児科等の拠点病院等に勤務予定の医学生に対する医師修学資
金の貸与，小児科等において，専門（後期）研修を受ける医師に対
する研修奨励金の支給などによる小児科医等の養成・確保 

医師・看護人材課 

 
  イ 小児在宅医療の充実 

在宅での医療的ケアを必要とする小児患者や障害のある子どもに対して，在宅においても必要な   
医療・保健・福祉サービスが提供され，子どもやその家族が地域で安心して療養できる体制づくりを
進めます。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

医療的ケア児及び家族
への支援 

・医療機関，訪問看護ステーション，保健所，市町村等の連携によ
るＮＩＣＵ等入院中から在宅療養への移行支援及び退院後の訪
問指導等の実施など，保健・医療，福祉サービスの提供体制の推
進 

・在宅療養に必要な情報を提供する小児在宅療養支援ウェブサイ
トの運用 

子育て支援課 
保健所 

訪問看護師が家族に代わって看護を行うための経費の助成を行
う市町村に対しその経費の一部を補助するなど，在宅の医療的ケ
ア児や重症心身障害児の看護や介護に係る家族の負担軽減を支援 

障害福祉課 

在宅医療を支える人材
育成 

看護や介護の支援関係者を対象とした小児の在宅医療に係る技
術向上のための研修の実施 子育て支援課 

関係機関の連携による
支援体制の整備 

在宅の医療的ケア児などが，地域において安心して暮らしてい
けるよう，県医療的ケア児等支援センターを設置するほか，適切な
支援が行える人材を養成し，保健，医療，福祉，教育，子育て等の
支援に携わる関係機関等で構成される協議の場を設置 

障害福祉課 

 
  ウ 小児慢性特定疾病（注34）対策の推進 

慢性的な疾患にかかっていることにより，長期にわたる療養を必要とする児童の健全育成を図る  
ため，小児慢性特定疾病児の医療費の負担軽減を行います。また，小児慢性特定疾病児及びその家族
が適切な医療と支援を受けて安全に安心して生活でき，生活の質の向上や自立が促進されるよう関係
者等との連携体制の構築を図り，支援体制の整備に努めます。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

小児慢性特定疾病医療
費の助成 

小児慢性特定疾病の治療に係る経済的負担の軽減を図るため，
その医療費の自己負担分の一部を助成 子育て支援課 

小児慢性特定疾病児日
常生活用具給付 

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病
児の日常生活の便宜を図るため，日常生活用具を給付する市町村
を支援 

子育て支援課 

                                                
（注34）子どもの慢性疾病のうち，小児がんなど特定の疾病を指している。現在（R6.4.1 時点）16 疾患群（788 疾病）が，その対

象として国に認定されており，医療費の自己負担分について一部助成がなされている。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

適切な医療や療育が受
けられる在宅医療の推
進や自立の促進に向け
た支援体制の整備 

・医療機関や訪問看護ステーション，療育機関や市町村等関係機
関と連携した在宅療養環境や支援体制の整備 

・栄養指導をはじめとした療育相談等の充実 
・小児慢性特定疾病児やその家族に対し，保健所や当事者団体に

よる，治療や自立支援のための相談支援や勉強会・情報交換会
の実施 

・自立支援員等による自立を支援するための相談支援や就労支援
等の実施 

・関係機関等との情報共有や支援の在り方等を検討する個別支援
会議や地域レベルの連携会議の開催 

・小児慢性特定疾病対策協議会や小児慢性特定疾病児童等地域支
援協議会の開催により，慢性疾病児をとりまく環境や成人期へ
の移行期における支援，関係機関の連携の在り方等今後の支援
対策を協議 

子育て支援課 
保健所 

 
  エ 子育て家庭の経済的負担の軽減 

次代を担う子どもの健全育成を図るため，子ども医療費，未熟児や特定の疾病を有する子どもが 
適切な治療を受けるための医療費や離島に居住する子どもが島外医療機関等を受診する際の交通費
等について経済的な支援を行います。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども医療費助成制度 

・子育て期にある家庭の乳幼児に係る医療費の経済的負担を軽減
することにより，乳幼児の健康の保持増進を図るため，乳幼児医
療費の助成を行う市町村を支援 

・経済的理由により受診を控えることによる症状の重篤化を防ぐ
ため，住民税非課税世帯の高校生までを対象に医療機関等にお
ける窓口負担をなくす子ども医療給付を行う市町村を支援 

子育て支援課 

養育医療（注35）の給付 
医療を必要とする未熟児の医療費の給付を行う市町村の経費の

一部を負担 子育て支援課 

小児慢性特定疾病医療
費の助成 

小児慢性特定疾病の治療に係る経済的負担の軽減を図るため，
その医療費の自己負担分の一部を助成 子育て支援課 

障害児に対する医療費
の給付 
 

（自立支援医療（育成医療（注36））） 
・身体に障害を有する児童の障害を除去又は軽減する手術等の治

療に要する医療費の給付を行う市町村に対し，その経費の一部
を負担 

（重度心身障害者医療費の助成） 
・重度心身障害児に係る医療費の助成を行う市町村に対し，その

経費の一部を補助 

障害福祉課 

                                                
（注35）出生体重が 2,000ｇ以下，あるいは身体的に未熟で家庭で保育することが難しく，医師が入院治療の必要があると診断した

未熟児が指定養育医療機関に入院して治療を受けた場合に，医療費の自己負担分について給付を受ける制度で，所得に応じて
一部自己負担がある。 

（注36）身体に障害がある子どもで，障害をなくしたり，障害の程度を軽くする確実な治療効果が期待できるとき，指定育成医療
機関での治療費について給付を受ける制度で，所得に応じ一部自己負担がある。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

在宅の医療的ケア児等
とその家族への支援 

訪問看護師が家族に代わって看護を行うための経費の助成を行
う市町村に対しその経費の一部を補助するなど，在宅の医療的ケ
ア児や重症心身障害児の看護や介護に係る家族の負担軽減を支援 

障害福祉課 

離島地域子ども通院費
等支援 

離島地域の子どもが島外で必要とする医療等を受ける場合の通
院等に要する交通・宿泊費用の助成を行う市町村を支援 子育て支援課 

 

障害児への支援 
  ア 早期気づき・早期支援の推進 

障害や発達の特性を早期に発見・把握し，関係機関と連携した早期支援を行うことにより，子ども
の成長発達を促進し，保護者の精神的負担を軽減できるよう支援体制の充実を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

乳幼児健康診査等にお
ける早期気づき・早期
支援の推進 

市町村が実施する乳幼児健康診査等における発達障害が疑われ
る子どもの早期気づきから親子教室や保育・療育施設等との連携
による早期支援やフォローアップ，児童発達支援事業所などの関
係機関を対象とした対応力向上研修を実施し，身近な地域で安心
して早期に支援が受けられる体制を推進 

障害福祉課 
子育て支援課 
保健所 

乳幼児発達相談の実施 

離島地域における発育や精神・運動等の発達に問題のある乳幼
児又はそのおそれのある乳幼児等に対して，早期に専門的支援を
行うほか，必要に応じて療育につなぐことにより乳幼児の健全な
発達を促進するため，発育発達クリニックを定期的に開催 

子育て支援課 
保健所 

 
  イ 障害児施策の充実 

障害のある子ども及びその保護者に対する早期からの相談・療育指導等により，一人ひとりのニー
ズや特性に応じた，きめ細やかな支援を推進します。 

また，認定こども園，幼稚園，保育所等や放課後児童クラブにおける障害児の受入れ促進を図りま
す。 

さらに，障害のある子どもの就労支援を図るため，障害者就業・生活支援センター（注37）における指
導・助言などを実施します。 

発達障害については，見た目には障害がわかりにくいという特徴があることから，市町村や関係機
関と連携して，広く理解の促進に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

障害児通所支援の推進 

・児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援に
係る経費の一部を負担 

・認定こども園・保育所・幼稚園に在籍しながら児童発達支援（注38）

を利用している方に対し，利用者負担額の一部を助成 

障害福祉課 

                                                
（注37） 障害者に対し，身近な地域において，就業及びこれに伴う日常生活，社会生活上の支援を行う機関 
（注38）通所利用の障害児やその家族に対する日常生活における基本的な動作の指導，知識技術の付与，集団生活の適応訓練その

他の便宜の供与 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

障害児への介護等の実
施（ホームヘルプ） 

日常生活を営むのに支障がある障害児に対する入浴，排泄など
介護等の実施 

障害福祉課 

障害児に対する保護の
実施(ショートステイ) 

障害児の介護を行う保護者が，疾病等のため一時的に介護がで
きない場合の，施設による短期間の保護の実施 

障害福祉課 

障害児入所施設におけ 
る入所支援の推進 

障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所している障害
児に対する支援に要する経費の一部を負担 

障害福祉課 

障害児入所施設におけ
る移行支援に係る連携
強化の推進や小規模グ
ループケア等の促進 

障害児入所施設における地域移行を円滑に進めるための障害児
移行支援調整会議の開催や，より家庭的な環境による支援等を促
進する観点から，小規模グループケア加算の取得等の促進 

障害福祉課 

発達障害児等への支援
体制の整備 

・発達障害が疑われる子どもとその保護者が，身近な地域で早期
に継続した療育指導や支援を受けることができるよう，地域に
おける療育支援の中核的な役割を担う児童発達支援センター（注

39）の設置等を促進 
・こども総合療育センターにおいて，障害児全般にわたる総合相

談窓口を備えるとともに，発達障害児，知的障害児及び肢体不
自由児を対象とした外来診療・療育，離島等への巡回療育相
談，地域療育支援体制構築のための助言・指導及び研修を実施 

・児童相談所において，離島等に居住する児童とその保護者に対
し，児童福祉司，児童心理司，精神科医等の専門スタッフが巡
回して，指導･助言や療育手帳（注40）の判定等の実施 

障害福祉課 
こども総合療育センタ
ー 
児童相談所 

保育所等への巡回支援
の促進 

発達障害等に関する知識を有する専門員により，保育所等の子
どもやその保護者が集まる施設・場への巡回支援を行う市町村に
対し，その経費の一部を補助 

障害福祉課 

保育所等の障害児保育
の促進 

保育所等及び地域型保育事業における障害児の受入れの促進 子育て支援課 

放課後児童クラブにお
ける障害児の受入 

・障害児の受入れに必要となる専門的知識等を有する放課後児童
支援員等を配置するため，国の補助制度を活用し，放課後児童ク
ラブの経費への補助を実施 

・障害児の受入れに必要となる専門的知識及び技術の習得等を図
るため，放課後児童支援員及び補助員等を対象にした現任研修
の実施 

子育て支援課 

就労の支援 

・障害者就業・生活支援センターにおいて，就業及びこれに伴う
日常生活・社会生活上の支援を実施 

・発達障害者支援センター（注41）において，就労に関する相談対応
や情報提供を実施 

雇用労政課 
障害福祉課 
こども総合療育センタ
ー 

                                                
（注39）児童発達支援に加え，地域の障害児やその家族の相談，障害児を預かる施設への援助，助言を合わせて行うなど，地域の

中核的な療育支援施設 
（注40）知的障害児（者）に対して一貫した指導・相談を行うとともに，各種の援助措置を受けやすくし，福祉の増進に資するこ

とを目的として交付する手帳 
（注41）発達障害児（者）やその家族からの相談に応じ，ライフステージに応じた支援を行うとともに，発達障害についての情報

提供や研修を行う機関（本県においては，こども総合療育センターに併設） 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

発達障害への理解の促
進 

発達障害者支援センターを核にした，障害の特性に応じた啓発
の実施 

障害福祉課 
こども総合療育センタ
ー 

 
  ウ 子育て家庭の経済的負担の軽減 

障害のある子どもに係る医療費等について経済的な支援を行います。 
 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

障害児に対する医療費
の給付 
 

（自立支援医療（育成医療）） 
・身体に障害を有する児童の障害を除去又は軽減する手術等の治

療に要する医療費の給付を行う市町村に対し，その経費の一部
を負担 

（重度心身障害者医療費の助成） 
・重度心身障害児に係る医療費の助成を行う市町村に対し，その

経費の一部を補助 

障害福祉課 

難聴児に対する支援の
実施 

身体障害者手帳の交付対象とならない 18 歳未満の軽度・中等度
の難聴児に対し，補聴器の購入費用の一部の助成を行う市町村に
対し，その経費の一部を補助 

障害福祉課 

特別児童扶養手当の支
給 

精神又は身体に障害のある 20 歳未満の児童の福祉の増進を図
るため，当該児童を監護又は養育する者に対する手当を支給 

子ども福祉課 

医療的ケア児への支援 
  ア 専門的支援が必要な障害児への支援 

医療的ケア児など専門的な支援が必要な子どもとその家族への支援を行います。 
 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

医療的ケア児等への支
援 

在宅の医療的ケア児などが，地域において安心して暮らしてい
けるよう，県医療的ケア児等支援センターを設置するほか，適切な
支援が行える人材を養成し，保健，医療，福祉，教育，子育て等の
支援に携わる関係機関等で構成される協議の場を設置 

障害福祉課 

医療的ケア児の受入推
進 

・市町村や保育所等に対して，保育所等における医療的ケア児の 
受入を促進するためのセミナーの実施などにより，保育所等に
おいて医療的ケア児の受入を可能とするための体制を整備 

・保育所等に対し，医療的ケア児に従事する看護師等の配置や医
療的ケアを行うために必要な研修受講等に要する費用を補助 

子育て支援課 

在宅の医療的ケア児等
とその家族への支援 

訪問看護師が家族に代わって看護を行うための経費の助成を行
う市町村に対しその経費の一部を補助するなど，在宅の医療的ケ
ア児や重症心身障害児の看護や介護に係る家族の負担軽減を支援 

障害福祉課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

障害児通所支援の推進 

・児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援に
係る経費の一部を負担 

・認定こども園・保育所・幼稚園に在籍しながら児童発達支援（注42）

を利用している方に対し，利用者負担額の一部を助成 

障害福祉課 

障害児への介護等の実
施（ホームヘルプ） 

日常生活を営むのに支障がある障害児に対する入浴，排泄など
介護等の実施 

障害福祉課 

障害児に対する保護の
実施(ショートステイ) 

障害児の介護を行う保護者が，疾病等のため一時的に介護がで
きない場合の，施設による短期間の保護の実施 

障害福祉課 

障害児に対する医療費
の給付 

（自立支援医療（育成医療）） 
・身体に障害を有する児童の障害を除去又は軽減する手術等の治

療に要する医療費の給付を行う市町村に対し，その経費の一部
を負担 

（重度心身障害者医療費の助成） 
・重度心身障害児に係る医療費の助成を行う市町村に対し，その

経費の一部を補助 

障害福祉課 

                                                
（注42）通所利用の障害児やその家族に対する日常生活における基本的な動作の指導，知識技術の付与，集団生活の適応訓練その

他の便宜の供与 
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施策の方向 ２ 安心して子育てができる社会づくり 

保育士等の人材確保 
《現状及び課題》 

国は，人口減少に対応しながら，こどもまんなか社会の実現を図るため，保育政策について，今後は，
「地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実」と，「全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する
取組の推進」を進めていくこととしています。 
 県内においても，女性の就業増や各地域における保育所等の整備の進展を背景に保育士需要が急増（図表
− 142）していることから，保育所等が専門的な保育の提供やこども・子育て支援の機能を最大限発揮する
ため，保育人材の育成と確保に一層取り組んでいく必要があります。 

しかしながら，幼稚園教諭や保育士の平均勤続年数は短く，平均賃金は全職種に比べて低い傾向にありま
す。2019（令和元）年の本県の保育士の勤続年数は 9.0 年，幼稚園教諭の勤続年数は 7.5 年に比べ，2023
（令和５）年には保育士 10.0 年，幼稚園教諭 9.1 年と長くなりましたが，全職種の 12.0 年を下回っていま
す（図表− 143，図表− 144）。質の高い教育・保育を安定的に提供していくためには，教育・保育の提供
に携わる人材の確保及び資質の向上を図るとともに，処遇の改善をはじめとする労働環境への配慮により長
期間の就業を継続しやすい職場を構築していくことが重要です。 

このため，保育士等がやりがいを持って働き続けられる職場環境づくりや，県内の保育施設等への就職を
促進する取組など，保育士等人材の確保に努めます。 

併せて，市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施する「地域子ども・子育て支援事業」
（注43）に従事する人材の確保や質の向上に努めます。 

《施策目標及び具体的施策》 

保育士等の人材確保 
  ア 保育士等の確保 

子ども・子育て支援関係の人材需要の急速な増加を受け，幼児教育・保育の質を支える優秀な人材
の確保に対応するため，保育士修学資金等の貸付や保育士人材バンクの活用を図るとともに保育士確
保対策に取り組む市町村に対して交付金を交付するなど，人材確保の推進に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

保育士の確保 
保育士人材バンクを活用する市町村への交付金の交付や保育士

修学資金等の貸付により保育士確保の取組を行う。 子育て支援課 

保育士の再就職支援 

保育士・保育所支援センターを設置し，復職等を希望する潜在保
育士に対し，就業支援員による就職相談や求人情報の提供など，潜
在保育士等の就職に向けた支援を行う。 
 また，保育士人材バンクの登録及び就職準備金等の貸付による
復職等支援を行う。 

子育て支援課 

                                                
（注43）市町村が地域の実情に応じて実施する利用者支援事業，延長保育事業，放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ），子

育て短期支援事業，乳児家庭全戸訪問事業，養育支援訪問事業，地域子育て支援拠点事業，一時預かり事業，病児保育事業，
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）など 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

保育士資格及び幼稚園
教諭免許状の取得支援 

・保育士資格又は幼稚園教諭免許状のいずれかを有する者に対
し，幼稚園教諭免許状又は保育士資格の取得特例制度を周知 

・認定こども園等で勤務する職員が保育士資格（幼稚園教諭免許
状）を取得するために要した大学の受講料等の補助 

子育て支援課 

 
  イ 地域子ども・子育て支援事業に従事する人材の確保  

地域子ども・子育て支援事業の支援の担い手となる「子育て支援員」を確保するため，地域におい
て子育て支援の仕事に関心を持ち，子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し，
多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を修得するための子育て支援員研修を実施
します。 

また，放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員を養成するための認定資格者研修を実施しま
す。 

 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子育て支援員の確保及
び資質の向上 

一時預かり，放課後児童クラブ，地域子育て支援拠点，ファミリ
ー・サポート・センターなどに従事する上で必要な知識や技術等を
修得するための研修を実施 

子育て支援課 

放課後児童支援員の確
保 

放課後児童支援員の有資格者を養成するため，国の基準等を踏
まえた研修科目や研修時間等による認定資格研修を実施 子育て支援課 

 

研修の充実等による資質向上 
  ア 保育士等の資質向上 

子どもを安心して育てることができる体制整備を図るため，認可外保育施設の保育士を含め，保育
士等の資質向上に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

保育士等の資質向上 保育士及び保育教諭等の資質向上を図るための研修の実施 子育て支援課 

幼稚園教諭等の資質向
上 

幼稚園等がそれぞれの特色に応じた幼児教育の実施に向け，各 
種研修会などの研修を充実させ，教諭・保育教諭・保育士の資質

向上を図る。 

子育て支援課 
義務教育課 

幼稚園教諭等と保育士
等の合同研修 

教育と保育の一体的提供などについての研修の実施により，各
種認定こども園の保育教諭等の質の向上を図る。 

子育て支援課 
義務教育課 

保育士等のキャリアア
ップの促進 

一定の経験年数を有するリーダー的な役割を担う保育士等に対
し，キャリアアップ研修を実施し，専門性の向上を図り保育の質を
高めるとともに，当該研修の修了が加算要件とされる処遇改善等
加算Ⅱによる保育士等の処遇改善を図る。 

子育て支援課 

 
  イ 地域子ども・子育て支援事業に従事する人材の資質向上 

地域子ども・子育て支援事業の支援の担い手となる「子育て支援員」を養成し，地域子ども・子育
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て支援事業に従事する人材の資質向上に努めます。 
放課後児童クラブについては，放課後児童支援員等の資質の向上を図るための研修を実施し，放課

後児童クラブに従事する人材の資質向上に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子育て支援員の確保及
び資質の向上 

一時預かり，放課後児童クラブ，地域子育て支援拠点，ファミ
リー・サポート・センターなど地域子ども・子育て支援事業等に
従事する上で必要な知識や技術等を修得するための子育て支援員
の確保及び質の向上を図るための研修を実施  

子育て支援課 

放課後児童支援員等の
資質向上 

放課後児童支援員及び補助員の資質の向上を図るため，必要な
知識や技能等を習得するための研修を実施 子育て支援課 

地域子育て支援拠点に
携わる人材の育成 

地域子育て支援拠点事業所職員等を対象とした研修会開催等に
よる人材育成及び資質の向上 子ども政策課 

 

処遇改善を始めとする労働環境への配慮 
  ア 保育士等の処遇改善 

質の高い教育・保育を安定的に供給していくために，幼稚園教諭及び保育士等の賃金改善を促進す
るとともに，働きやすい職場環境の改善に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

幼稚園教諭及び保育士
等の賃金改善 

国の制度に基づく私学助成及び施設型給付費等により幼稚園教
諭及び保育士等の賃金改善を促進 

子育て支援課 

魅力ある保育環境の構
築 

保育人材の確保や職場環境の改善，国の処遇改善等の制度の活
用等に課題を抱える施設等に対し，専門家による指導・助言を行う
など，保育士のより良い職場環境づくりを目指す 

子育て支援課 

保育士等の負担軽減 
保育所等に対し，保育士等の業務の負担を軽減するため，保育補

助者や保育支援者の配置に要する費用，ＩＣＴ化の推進に要する
費用を補助 

子育て支援課 

 
  イ 放課後児童支援員の処遇改善 

放課後児童クラブの活動を充実させ，「長く働くことができる」職場を構築するため，放課後児童
支援員の賃金改善等に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

放課後児童支援員等の
賃金改善 

放課後児童支援員等に対し，国の補助制度を活用し，処遇改善等
加算による処遇改善を実施 

子育て支援課 
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施策の方向 ２ 安心して子育てができる社会づくり 

子育て世代の経済的負担の軽減 
《現状及び課題》 

「県民意識調査」によると，「理想とする子どもの数」は「３人」が最も多くなっている一方で，「実際に
持ちたい子どもの数」は「２人」との回答が最も多くなっています（図表− 24）。 

その差の理由としては，「収入に対して子育てや教育にお金がかかりすぎるから」（58.0％）が最も多い状
況です（図表− 25）。また，子育ての環境面での悩みとして多い回答は，「子どもの教育費や習いごとなど
にお金がかかる」（61.0％）というものです（図表− 52）。 

これらのことから，少子化の一因として，子育てに係る経済的負担が大きいということが考えられます。 
このため，若年層の経済的基盤の安定を図るとともに，子ども医療費の助成や多子世帯に対する保育料等

の軽減措置など，引き続き子育て世代の経済的負担の軽減を図っていく必要があります。 

《施策目標及び具体的施策》 

子育てや教育に関する経済的負担の軽減 
  ア 医療費負担の軽減 

次代を担う子どもの健全育成を図るため，就学前における乳幼児医療費助成等の負担の軽減措置な
どの経済的な支援を行います。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども医療費助成制度 

・子育て期にある家庭の乳幼児に係る医療費の経済的負担を軽減
することにより，乳幼児の健康の保持増進を図るため，乳幼児医
療費の助成を行う市町村を支援 

・経済的理由により受診を控えることによる症状の重篤化を防ぐ
ため，住民税非課税世帯の高校生までを対象に医療機関等にお
ける窓口負担をなくす子ども医療給付を行う市町村を支援 

子育て支援課 

養育医療の給付 
医療を必要とする未熟児の医療費の給付を行う市町村の経費の

一部を負担 
子育て支援課 

小児慢性特定疾病医療
費の助成 

小児慢性特定疾病の治療に係る経済的負担の軽減を図るため，
その医療費の自己負担分の一部を助成 

子育て支援課 

障害児に対する医療費
の給付 
 

（自立支援医療（育成医療）） 
・身体に障害を有する児童の障害を除去又は軽減する手術等の治

療に要する医療費の給付を行う市町村に対し，その経費の一部
を負担 

（重度心身障害者医療費の助成） 
・重度心身障害児に係る医療費の助成を行う市町村に対し，その

経費の一部を補助 

障害福祉課 

在宅の医療的ケア児等
とその家族への支援 

訪問看護師が家族に代わって看護を行うための経費の助成を行
う市町村に対しその経費の一部を補助するなど，在宅の医療的ケ
ア児や重症心身障害児の看護や介護に係る家族の負担軽減を支援 

障害福祉課 
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  イ 教育・保育費負担の軽減 
次代を担う子どもの健全育成を図るため，住民税非課税世帯や多子世帯に対する保育料等の負担の

軽減措置などの経済的な支援を行います。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

幼児教育・保育の無償
化 

・３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳までの住民
税非課税世帯の子どもについて，利用料を無償化 

・各施設において実費徴収を行うこととされている食事の提供に
要する費用及び日用品，文房具等の購入に要する費用等につい
て，低所得世帯を対象に費用の一部を補助 

子育て支援課 

第３子以降の保育料等
の軽減 

認可保育所等を利用する多子世帯の第３子以降の保育料等を助
成 

子ども政策課 

放課後児童クラブの保
護者負担の軽減 

保護者負担金の軽減を図るため，国の補助制度を活用し，放課後
児童クラブの運営費への補助を実施 

子育て支援課 

高等学校等就学支援金 

・高等学校等に在籍する生徒に対して高等学校等就学支援金を支
給 

・私立高校等については，所得等の要件を満たす世帯の高校生等
に対して就学支援金を加算 

総務福利課 
学事法制課 

奨学のための給付金 
授業料以外の教育費負担を軽減するため，高校生等がいる所得

要件を満たす世帯に対して，奨学のための給付金を支給 
高校教育課 
学事法制課 

高校生・大学生等に対
する奨学金の貸与 

・学力及び人物が優れているのにも関わらず，経済的理由により
修学が困難な生徒に対し，奨学金を貸与 

・大学等進学に係る経済的負担の軽減を図るため，奨学金を貸与 
総務福利課 

子どもの生活支援対策
の周知 

リーフレット等を活用して，奨学金を含む行政等が実施してい 
る子どもの生活支援対策を分かりやすく周知 

子ども福祉課 

新たな子ども・子育て
支援施策への支援 

地域の実情に応じた市町村の取組を促進するため，推奨事業や
創意工夫等による新たな子ども・子育て施策に取り組む市町村を
支援 

子ども政策課 

県立高校生に対する通 
学費の支援 

県立高校における教育に係る経済的負担の軽減を図るため，高
額な通学費を負担している生徒に対して通学費の一部を支援 

高校教育課 
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  ウ 離島居住者の経済的負担の軽減 
離島に居住する子育て世代やその子どもに対し，交通費の助成などの経済的な支援を行います。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

離島地域不妊治療費支
援 

離島地域の夫婦の経済的負担を軽減するため，保険適用による
生殖補助医療を受けるための通院や滞在に係る交通費，宿泊費の
助成を行う市町村を支援 

子育て支援課 

離島における出産経費
の助成 

島内で分娩できない離島地域において，安心して出産できる環
境づくりを推進するため，妊婦の健診や出産時に要する交通費，宿
泊費等の助成を行う市町村を支援 

子育て支援課 

離島地域子ども通院費
等支援 

離島地域の子どもが島外で必要とする医療等を受ける場合の通
院等に要する交通・宿泊費用の助成を行う市町村を支援 

子育て支援課 

離島生徒指定大会遠征
費の助成 

離島生徒の経済的負担を軽減するために，県大会等へ参加する
離島生徒の費用の一部を助成 

保健体育課 
義務教育課 
高校教育課 

奄美群島住民の移動コ
ストに係る負担軽減 

鹿児島−奄美群島間等の移動コストの負担軽減を図るため，奄
美群島の住民等を対象とした航路・航空路運賃の一部を助成 

交通政策課 

特定有人国境離島地域
住民の移動コストに係
る負担軽減 

鹿児島−特定有人国境離島地域間等の移動コストの負担軽減を
図るため，同地域の住民等を対象とした航路・航空路運賃の一部を
助成 

交通政策課 

 
  エ その他の経済的負担の軽減 

次代を担う子どもの健全育成を図るため，県有の常設展示施設における土・日・祝日の子どもの入
館・入園料の無料化などを行います。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子どもの入館料等無料
化 

子どもたちが鹿児島の自然，歴史，文化などに触れる機会を増や
し，郷土についての学びを深め，ふるさとを愛する心を育むた

め，県有の常設展示施設における土・日・祝日の県内在住の小・
中・高校生（18 歳以下）の入館・入園料を無料化する。 

青少年男女共同参画課 

児童手当の支給 
高校生年代（18 歳到達後の最初の年度末まで）までの児童のい

る世帯への手当の支給 
子ども政策課 

児童扶養手当の支給 
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し，児童の福祉の増

進を図るため，父又は母と生計を同一としていない児童を監護又
は養育する者に対する手当を支給 

子ども福祉課 

かごしま子育て支援パ
スポート事業の推進 

事業に善意で協賛する企業や店舗が，パスポートを提示した子
育て家庭に対し，割引や独自の優待サービスなどを提供すること
により，地域全体で子育てを支援する気運の醸成及び子育て家庭
の負担軽減の推進 

子ども政策課 
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施策の方向 ２ 安心して子育てができる社会づくり 

子どもが安全で安心して暮らせる地域社会づくり 
《現状及び課題》 

ゆとりを持って子育てを行い，子どもが心身ともにのびのびと成長していくためには，子どもが安全で安
心して暮らせる社会づくりが必要です。 

なかでも住環境や生活環境は，子育てに大きな影響をもたらすことから，家族みんなが，ゆとりと豊かさ
を感じられるよう住環境の向上を図り，道路や施設のバリアフリー化を進めるほか，安らぎと活動の場を提
供する公共空間の確保等に努めることも大切です。 

交通事故や犯罪に巻き込まれる危険性（図表− 91，図表− 92）を減らし，次世代を担う子どものかけが
えのない命を社会全体で守るため，子どもが日常的に集団で移動する経路等の道路交通安全環境を整備する
とともに，交通ルールの理解と交通マナーの向上についての教育の普及が必要です。また，子どもたちが安
心して外出できるよう，防犯体制の整備など，地域ぐるみで子どもを見守るための対策が必要です。 

さらに，犯罪などにより被害を受けた子どもは，精神的に大きなダメージを負っており，専門機関や専門
家によるケアが必要です。被害を受けた子どもだけではなく，その家族に対してもカウンセリング等を実施
するとともに，警察，学校などの関係機関が連携し，きめ細やかな支援に取り組む必要があります。 

《施策目標及び具体的施策》 

安全・安心まちづくりの推進 
  ア 子育てにやさしい住宅の供給 

住まいづくりにおいて子育てを支援するため，良質なファミリー向け住宅の供給など住環境の整備
を推進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

ファミリー向け住宅の
供給推進 

安心して子育てできる環境を整備するため，市街地へのアクセ
スに優れ，自然環境に恵まれたガーデンヒルズ松陽台において，子
育て世帯向けの県営住宅を整備 

住宅政策室 

子育て世帯に対する入
居収入基準の緩和 

子育て世帯（中学校就学前までの子どもを持つ世帯）に対する県
営住宅への入居収入基準の緩和 住宅政策室 

子育て世帯等を受け入
れる民間賃貸住宅の登
録・情報発信 

子育て世帯を含む住宅確保要配慮世帯の居住の安定の確保を図
るため，住宅確保要配慮者を受け入れる民間賃貸住宅（空き家の活
用を含む。）の登録・情報発信 

住宅政策室 

健康な住まいづくりに
関する相談等の実施 

住宅相談業務の一環としてシックハウスに関する相談の実施 住宅政策室 
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  イ 公共施設等のバリアフリー化の促進 
妊産婦や乳幼児連れの人などが安心して生活できるよう，歩道の段差解消や勾配の緩和を図るなど，

公共的施設等のバリアフリー化を促進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

公園の整備 公園にある段差を解消するなど，バリアフリー歩行空間の創出 都市計画課 

街路の整備 
市街地における歩きやすい歩行空間の形成及び歩行者等の交通

安全の確保 
都市計画課 

人にやさしい道づくり
の推進 

妊娠中の方や子ども連れ等の安全で快適な移動を確保するた
め，適切な段差・勾配・水平空間を確保した歩道を整備することに
よるバリアフリー歩行空間の創出 

道路維持課 

 
  ウ 安心して集い遊べる場の整備 

子どもたちが自然とふれあえる場である河川等の水辺において，水遊び場や散策路等の親水施設を
整備するほか，安全に遊べる公園の整備を促進します。 

また，子どもたちが土砂災害に遭わないように，子どもたちが集い憩う児童福祉館等要配慮者利用
施設を保全する砂防えん堤(注44)等の整備を推進するとともに，市町村が行う当該施設に対する警戒避
難体制の整備を支援します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

リバーフロント(注45 )の
整備 

多くの人々が川に親しみ，地域におけるふれあいの場となるよ
うな水辺空間の整備の促進 河川課 

公園の整備 
ふれあいの場やうるおいのある生活環境等の確保を図るための

都市公園の整備 都市計画課 

砂防えん堤等の整備 
児童福祉館など要配慮者利用施設を守る砂防えん堤等の整備及

び市町村が行う当該施設に対する警戒避難体制の整備の支援 砂防課 

 

子どもの交通安全を確保するための活動の推進 
  ア 子どもを交通事故から守る取組の充実 

子どもが交通事故の被害に遭わないよう，交通事故が多発している道路等において歩道等の整備を
進めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

児童生徒等交通事故防
止対策連絡会の開催 

交通安全教育の推進及び児童生徒の交通事故防止対策等につい
て，警察・学校・各関係機関が連携強化を図るための連絡会の開催 

保健体育課 

交通安全施設等の整備 
交通事故が多発している道路その他特に交通の安全を整備確保

する必要がある歩道等の整備 
道路維持課 

                                                
（注44）土砂災害による被害を防ぐために作られる施設。土石流を受け止める働きのほかにも，土砂を貯めて渓流の縦断勾配を緩

やかにし，土砂のスピードを抑えて，河岸の浸食や山の崩壊を抑制する働きがある。 
（注45）河岸や河畔など川に面した水辺空間 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

安全な道路交通環境の
整備 

未就学児が日常的に集団で移動する経路について，幼稚園等，道
路管理者，警察が連携して実施した安全点検の結果を踏まえ，必要
な交通安全対策を実施 

子育て支援課 
道路維持課 
交通規制課 

キッズ・ゾーンの設定
による対策の推進 

市町村等が設定したキッズ・ゾーンにおける，具体的な交通安全
対策の検討と実施 

子育て支援課 
道路維持課 
交通規制課 

街路の整備 
市街地における歩きやすい歩行空間の形成及び歩行者等の交通

安全の確保 
都市計画課 

人にやさしい道づくり
の推進 

妊娠中の方や子ども連れ等の安全で快適な移動を確保するた
め，適切な段差・勾配・水平空間を確保した歩道を整備することに
よるバリアフリー歩行空間の創出 

道路維持課 

 
  イ 交通安全教育の普及 

子どもやその保護者を対象に，警察や学校等の関係機関が一体となって交通安全教育や広報・啓発
活動等を実施し，交通安全意識の高揚に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「児童生徒等交通事故
０月間運動」の実施 

子どもの危険予測，危機回避能力を高めるため，年 2 回「交通
事故０月間運動」を設定し，交通安全ポスター・標語・作文等のコ
ンクールや，登下校時の巡回指導，通学路の安全点検等の実施・交
通安全教室などを実施 

保健体育課 

「学校保健・安全・歯科
保健講習会」の実施 

教職員・ＰＴＡ関係者等に対する交通安全教育講習会の実施 保健体育課 

交通事故ゼロを目指す
交通安全県民運動の最
重点として「子どもの
交通事故防止」を掲示 

子どもの年代や特性に応じた交通安全教育を行い，運転者に対
しては，子どもを見かけたら減速，徐行する等「思いやりのある運
転」の実践を県民運動として官民一体となり推進 

くらし共生協働課 

交通安全教育の実施 
県下各地に所在する保育所，幼稚園，学校等を訪問し，子どもや 

保護者を対象に自らの安全を守るための交通行動を促す交通安全
教育等を推進 

交通企画課 

 

子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

  ア 防犯教育の普及及び防犯活動の充実 

学校において防犯意識を高める指導を行うほか，様々な機会をとらえ，子ども自身が自らの身を守
る方法等を学べる場をつくるとともに，教職員等を対象にした講習会を開催するなど，防犯教育につ
いての普及啓発を図ります。 

また，子どもが犯罪等にあったときの緊急避難場所である「子ども１１０番の家」を活用し，地域
の安全情報等を共有化するなど，地域を挙げた防犯活動を推進します。 

併せて，子どもの性的搾取事案に対する取締りを強化します。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

地域ぐるみの学校安全
の推進 

・地域と連携した学校における計画的な防犯教育の実施 
・スクールガード等の養成 
・スクールガードリーダーを配置する市町村への助成 
・警察や関係団体，地域住民等と連携した防犯訓練の実施等 

保健体育課 

学校安全教室の推進 
教職員，保護者，防犯団体関係者等を対象として，警察及び教育

委員会による学校の安全管理及び防犯に関する講話・実技等を内
容とした講習会の開催 

保健体育課 

子どもに対する実践的
な防犯教育の推進 

子どもたちが自ら危険を予測・回避する能力を身につけさせる
ための実践的な防犯教育を推進 

生活安全企画課 

｢子ども１１０番の家｣
活動の支援 

・「子ども 110 番の家」委嘱状況の検討・見直し 
・委嘱者に対する地域安全情報の提供 生活安全企画課 

子どもの見守り活動の
推進 

行政，学校，地域などの関係機関・団体が連携し，子どもの安全
に関する情報共有，通学路等の安全確認，児童生徒と地域の防犯パ
トロールを行うメンバーとの顔合わせのほか，地域の住民がウォ
ーキング等の日常活動を行う際や，商工業者等が日常の事業活動
を行う際，防犯の視点を持って見守りを行う「ながら見守り」の実
施を普及啓発するなど，地域社会全体での子どもの見守り活動を
推進 

くらし共生協働課 
生活安全企画課 

子どもの性的搾取事案
に対する取締りの強化 

時代とともに子どもの福祉を害する犯罪に係る被害の形態等が
大きく変化している状況の中で，加害者に対する恋愛感情に付け
込んだ事案や，親族関係，雇用関係，師弟関係等を背景とした加害
者の被害者に対する強い影響力を利用した事犯などについて，そ
の早期発見と被疑者の迅速な検挙に努め，被害に遭ったこどもの
保護を図るとともに，低年齢児童ポルノ愛好者グループによる事
犯、児童ポルノ販売グループ等による事犯，ファイル共有ソフト利
用事犯等の悪質な児童ポルノ事犯の検挙の徹底を推進 

人身安全・少年課 
 

 
  イ 消費者教育の充実 

小・中・高校生等を対象とした消費生活講座の開催や，広報・啓発資料を作成して配布するなど，
関係機関と連携を図りながら，子どもたちが消費生活に関する正しい知識を身に付け，自立した消費
者になるための教育を推進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

消費者教育の推進 

小・中・高校生等を対象とした消費生活講座の開催及び広報・啓
発資料の作成・配布など，関係機関との連携による消費者教育の推
進 

消費者行政推進室 
消費生活センター 
大島消費生活相談所 

学校において，社会科や家庭科などを中心として，消費者教育を
教育課程に位置づけ，教科横断的な視点での取組を推進 

義務教育課 
高校教育課 
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被害に遭った子どもの保護の推進 
  ア 犯罪等の被害に遭った子どもに対する相談・指導体制の充実 

犯罪等の被害を受けた子どもやその家族などに対しては，「少年サポートセンター（注46）」や「性暴
力被害者サポートネットワークかごしま（通称 FLOWER（注47））」等において，相談やカウンセリング
等を実施し，総合的かつ継続的な支援を推進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「少年サポートセンタ
ー」における相談事業
等の実施 

少年サポートセンター職員等による，被害児童に対するカウン
セリング及び保護者に対するサポートの実施 

人身安全・少年課 
少年サポートセンター 

犯罪被害者等支援総合
窓口における相談事業
の実施 

子どもやその家族を含む犯罪被害者等に対し，個別相談窓口の
案内や国の基本計画に基づく県の犯罪被害者等支援施策の案内の
実施（必要に応じて関係機関と連携） 

くらし共生協働課 

「性暴力被害者サポー
トネットワークかごし
ま」における相談及び
各種支援の実施 

子どもやその家族を含む性暴力・性犯罪被害者等に対し，被害直
後からの相談対応，医療支援，捜査関連支援等の総合的な支援を関
係機関（（公社）かごしま犯罪被害者支援センター，県産婦人科医
会，県警察，県）が連携・協力して実施 

くらし共生協働課 
総務課 

 
  

                                                
（注46）関係機関やボランティア団体等と連携し，街頭補導，サイバーパトロール，立ち直り支援，非行防止教室，少年相談等を

行っている。 
（注47）性暴力の被害にあわれた方が安心して相談でき，医療面などのケアを含め，連携し途切れのない支援を迅速に提供する公

的ネットワーク 
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施策の方向 ３ 子どもの夢や希望を実現する環境づくり 

知・徳・体の調和のとれた教育の推進 
《現状及び課題》 

次代を担う子どもたちが，たくましく，個性豊かに，自ら学び考える「生きる力」を育成するためには，
必要な学力と体力を高め，学ぶことの楽しさが実感できる，知・徳・体の調和のとれた教育環境を提供する
ことが必要です。 

2024（令和６）年度の全国学力・学習状況調査における，本県の平均正答数は，小学校 6 年生の国語・算 
数は全国の平均正答数とほぼ同等であり，中学 3 年生の国語，数学は全国の平均正答数をやや下回ってい

ます。また，学力の重要な要素である「学びに向かう力」の土台となる自己肯定感やメタ認知等の「非認知
能力」については，小・中学校ともに概ね全国を下回っています。引き続き，確かな学力の育成と非認知能
力の向上を図る必要があります（図表− 85）。 

社会の情報化が進展する中，子どもが情報活用能力を身に付け，情報を適切に取捨選択して利用するとと
もに，インターネットによる情報発信を適切に行うことができるようにすることが必要です。 

学校におけるいじめの問題等については，道徳科や学級・ホームルーム活動における子ども主体でのいじ
め防止に資する取組を行うとともに，いじめを認知した場合は，子どもの立場に立った指導やカウンセリン
グ，電話相談などの実施による相談体制づくりを進めるとともに，子ども一人ひとりの個性を尊重し，安心
して過ごすことのできる学校づくりに向けた取組が必要です。 

また，食については，子どもの健やかな心と身体の発達に欠かせないものであるため，乳幼児期から発達
の段階に応じた豊かな食の体験を積み重ねていくことにより，生涯にわたって健康で質の高い生活を送る基
本となる「食を営む力」を培うことが重要です。そのため授乳期から思春期にかけて，子どもの成長を見通
して，その状況を踏まえた食に関する取組を推進していくことが必要です。 

国の体力・運動能力，運動習慣等調査における本県児童生徒の体力合計点は，低下傾向にあり，全国平均
に達していない状況です（図表− 86，図表− 87）。 

令和５年度の公立小・中学校等の「一校一運動（注48）」の実施率は 100％であり，また，「チャレンジかご
しま（注49）」への参加率は小学校 98%，中学校 91％と近年上昇しています。引き続き，児童生徒が楽しみな
がら運動に親しむ習慣の育成に努め，運動への興味・関心を一層高める取組を推進する必要があります（図
表− 88）。 

《施策目標及び具体的施策》 

子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 
  ア 確かな学力の育成 

児童生徒の確かな学力の育成を図るために，多様な児童生徒の状況に応じた個別最適な学びと協働   

                                                
（注48）各学校において，始業前，業間，昼休み，放課後等の時間に，「縄跳び，一輪車，外遊び」等，積極的に体を動かす時間を

設定し，運動の楽しさや爽快感を味わわせ体力の向上を図る。 
（注49）本県の生徒の運動習慣の育成や体力向上を図るために，各学校の実態に応じて保健体育，特別活動等の授業及び昼休み・

放課後等の時間帯において体を動かす楽しさやよさを味わわせるとともに，仲間と楽しく集団で協力し合いながら運動に取り
組むことにより，好ましい人間関係や社会性を育成し，積極的に健康増進や運動する機会を奨励し，自己の健康や体力の課題
に応じた運動を実践することができる生徒を育成する。 
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的な学びの一体的な充実のため，一人一台端末を活用し，学習者が主体となる「主体的・対話的で深
い学び」の視点からの授業改善を推進し，小・中・高校間の連携の下，学力向上に取り組みます。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

確かな学力の育成 

・・児童生徒の学力・学習状況を鹿児島学力・学習状況調査などの
客観的な調査に基づき的確に把握し，本県の実態に応じた学力
向上策の推進 

・児童生徒の基礎的・基本的な知識及び技能と思考力，判断力，表
現力等，主体的に学習に取り組む態度を育成する観点から，ＩＣ
Ｔの利活用も含め，学習者が主体となる「主体的・対話的で深い
学び」の視点からの授業改善や学校全体での学力向上に向けた
組織的な取組の推進 

・困難を乗り越え，ものごとを成し遂げる力や自己肯定感などのい
わゆる非認知能力も含めて，時代を切り拓く児童生徒に求めら
れる資質能力の育成 

義務教育課 

県立高校学力育成支援 生徒の学力と教員の指導力の向上を図る取組の推進 高校教育課 
 
  イ 道徳教育，人権教育の充実 

子どもたちの規範意識を養い，他人を思いやる心や感動する心など，豊かな人間性を育むために，
教育活動全体を通じて子どもの心に響く道徳教育，人権教育の充実を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

道徳教育の充実 
・学校段階や発達段階に応じた教育活動全体での道徳教育の充実 
・家庭や地域と連携を図った社会全体での道徳教育の推進 

義務教育課 
社会教育課 

人権教育の充実 

・学校，家庭，地域における同和教育をはじめとする人権教育の
充実・推進 

・教職員の人権意識の高揚及び人権教育の指導内容・方法の工
夫・改善 

人権同和教育課 

 
  ウ 主権者教育の充実 

子ども・若者が社会の中で自立し，他者と連携・協働しながら，社会を生き抜き，地域の課題解決     
を社会の構成員として主体的に担う力を発達の程度等に応じて身に付けることができるよう，主権者
教育を推進します。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

学校における主権者教
育の充実 

・主権者として社会の中で自立し，他者と連携・協働しながら，社
会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一員として
主体的に担うことができる力を，発達の段階等に応じて身につ
けさせる。 

・学習指導要領に基づき，小・中・高等学校等において地域課題に
関する学習，租税や財政の学習，法に関する学習などについて，
主権者教育の充実に努める。 

・政治的中立性の確保に留意しながら，国家及び社会の責任ある 
  形成者となるための政治的教養を高める教育の充実に努める。 

義務教育課 
高校教育課 

 

子どもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備 
  ア 子どもの情報リテラシーの習得支援，情報モラル教育の推進 

子どもが主体的にインターネットを利用できる能力習得や，情報リテラシーの支援など，子どもが
安全に安心してインターネットを利用できる環境整備に取り組みます。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

情報モラル教育の充実 

子どもが主体的にインターネットを利用できる能力や情報リテ
ラシーの習得支援をするとともに，保護者等に対して，フィルタ
リングやペアレンタルコントロールによる対応を推奨するなど，
子どもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備に
取り組む。 

高校教育課 
義務教育課 
特別支援教育課 

 

いじめ問題等への対応 
  ア いじめ問題等に対する相談・指導体制の充実 

いじめの問題など児童生徒を取り巻く様々な状況に適切に対応するため，学校に生徒指導アドバイ
ザーやスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーを派遣し，児童生徒及びその保護者への
指導・助言や，教職員への研修等を行うことにより，子どもが安心して相談できる体制づくりを進め
ます。 

また，保護者や教職員，学校などに相談できない場合などは，第三者的な相談機関の存在も重要で
あることから，児童相談所や少年サポートセンター，総合教育センターなどで実施している電話相談
等の周知を図り，適切な相談対応ができるよう努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

いじめ未然防止への取
組 

・県内の児童生徒及び保護者，教育関係者等が，いじめの問題に
ついて，子供主体の取組を通して共に考える機会とするために
「いじめ問題子供サミット」を開催 

・全ての公立学校において「いじめ問題を考える週間」を設定
し，児童生徒が自らいじめ問題について考え，議論する活動を
実施 

高校教育課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

生徒指導アドバイザー
の派遣 

学校に生徒指導アドバイザーを派遣し，児童生徒及び保護者の
相談への対応や教職員への研修を実施 

義務教育課 
高校教育課 

教育相談，関係機関と
の連携 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用
したいじめに係る相談・支援体制の充実及び福祉関係機関等との
連携強化 

義務教育課 
高校教育課 

子どもに係る電話相談
の実施 

中央児童相談所の「子ども・家庭１１０番」，少年サポートセン
ターの「ヤングテレホン」，県総合教育センターにおける「かごし
ま教育ホットライン２４」など電話相談等の充実 

中央児童相談所 
人身安全・少年課 
少年サポートセンター 
義務教育課 
高校教育課 
総合教育センター 

 
  イ 子どもの教育の充実のための学校における働き方改革の推進 

子どもの気持ちに寄り添い，小さな心のＳＯＳを発見し，いじめや不登校等の対策の実効性を高め
るため，教職員が子どもと向き合う時間を十分に確保できるよう，学校における働き方改革を推進し
ます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

学校における働き方改
革の推進 

・少人数指導，小学校における教科担任制の推進など，教職員定
数等の確保に努める。 

・教員業務支援員やスクールロイヤーの活用などの支援スタッフ
の拡充を図る。 

・学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進に努める。 

教職員課 
 

 

食育の推進 
  ア 「食育」の普及・啓発 

子どもが成長していく過程では，親をはじめ，子どもの食に関わる人々や関係機関・団体が数多く
存在します。子どもの「食べる力」を育んでいくため，子どもの成長課程に応じた家庭，学校，地域
における主体的な取組を支援し，食への関心を高めるとともに，望ましい食習慣や県産食材等への理
解を深めていきます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

 
 
 
子どもの成長過程に応
じた望ましい食生活習
慣の定着 
 
 
 
 

・市町村と連携し乳幼児健診等における食育に関する保護者への
情報提供 

・母子保健関係者への食育に関する情報提供 
・思春期のやせや肥満，望ましい食生活の在り方等を含めた思春

期の教育 

子育て支援課 
保健所 
保健体育課 

・食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせ，食に
関する自己管理能力を育成 

・学校給食を活用した食に関する指導を推進 
・地域の特性を生かした農業体験学習の取組 
・「早寝早起き朝ごはん」等家庭や地域への基本的な生活習慣に

関する意識啓発のための取組の推進 

保健体育課 
義務教育課 
社会教育課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

 
 
 
 
子どもの成長過程に応
じた望ましい食生活習
慣の定着 
 
 
 
 
 

・食育に係る関係機関・団体と連携して県民への食育を推進 
・体験を通じた食の生産過程や農林水産業の理解促進 

かごしまの食輸出・ブ
ランド戦略室 

鹿児島県食生活改善推進員連絡協議会に委託し，「健康かごしま
21」，「かごしま健康イエローカードキャンペーン」，「食生活指針」
等の普及啓発を実施 

健康増進課 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アド

バイザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者によ

る地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を

支援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 

 

体力・運動能力の向上 
  ア 体力・運動能力の向上 

児童生徒が，体力の重要性を理解することにより，体力向上に関する意識の高揚を図るとともに，
楽しみながら運動に親しむ機会をつくり，運動への興味・関心を高める取組を推進し運動好きな子ど
もの育成を目指します。 

また，教員の指導力を向上させるとともに，地域人材を活用するなど，学校体育の充実に取り組み
ます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「運動大好き“かごしま
っ子”」育成推進事業（注

50）の実施 

・児童生徒が学級単位で仲間と協力しながら楽しく体力づくりに
取り組み,記録に挑戦する「体力アップ！チャレンジかごしま」
の取組の推進 

・教員を対象とした「運動好きな子ども」を育てる指導者研修
会，小学校教諭等体育セミナーを開催 

・運動が苦手な児童生徒の運動習慣を改善するために地域スポー
ツ人材を派遣する「運動習慣育成教室」の取組の推進 

保健体育課 

 
  イ 健やかな体の育成及び運動習慣 

望ましい運動習慣・生活習慣の確立，積極的にスポーツに親しむ習慣を育成するため,指導方法の
工夫・改善等を進めるとともに，家庭・地域との連携を深めます。 

                                                
（注50）本県の生徒の運動習慣の育成や体力向上を図るために，各学校の実態に応じて保健体育，特別活動等の授業及び昼休み・

放課後等の時間帯において体を動かす楽しさやよさを味わわせるとともに，仲間と楽しく集団で協力し合いながら運動に取り
組むことにより，好ましい人間関係や社会性を育成し，積極的に健康増進や運動する機会を奨励し，自己の健康や体力の課題
に応じた運動を実践することができる生徒を育成する。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「運動大好き“かごし
まっ子”」育成推進フォ
ーラムの実施 

学校関係者,スポーツ団体関係者，ＰＴＡ関係者，行政担当者等
を対象とし，子どもの体力の現状や運動習慣・生活習慣の重要性に
ついて理解を深め,連携した取組を推進するためのフォーラムを開
催 

保健体育課 

運動部活動の指導・運
営に係る体制の構築 

部活動の在り方に関する方針に則り，生徒にとって望ましい部
活動の実施環境を構築するという観点に立ち，部活動が地域，学
校，競技種目，分野，活動目的等に応じた多様な形で最適に実施さ
れることの推進 

保健体育課 
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施策の方向 ３ 子どもの夢や希望を実現する環境づくり 

安全で安心な学校づくり 
《現状及び課題》 

次世代を担う子どもたちが，地震や豪雨等の自然災害や交通事故，犯罪に巻き込まれる危険性（図表− 91，
図表− 92）を減らし，かけがえのない命を社会全体で守るために，学校における子どもの安全を確保する
ための組織的な取組や子どもが生涯にわたる安全に関する資質・能力を培い，将来，安全な社会づくりに参
加し貢献できるような資質・能力を育てる教育を行うなど，学校の子どもを取り巻く安全で安心な学校環境
の整備や，子どもたちに，いかなる状況下でも自らの命を守り抜くとともに，安全で安心な生活や社会を実
現するために主体的に行動する態度を育成する必要があります。 

あわせて，各学校が，家庭や地域の関係機関・団体とも連携しながら，地域全体で子どもの安全を見守る
環境を整備することが重要です。 

また，子どもに安全で豊かな学校環境を提供するために，学校施設の整備を適切に行い，耐震化や老朽化
対策など，安全で安心な質の高い学校施設の整備を推進し，学校内の安全確保を図る必要があります。 

《施策目標及び具体的施策》 

学校安全の推進 
  ア 子どもの命を災害・事故から守る取組の充実 

子どもが災害や事故の被害に遭わないよう，学校内外での組織的な取組や災害時や事故時の対応の
仕方についての教育の充実を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

学校安全教室の推進 
職員，保護者，防犯団体関係者等を対象として，関係機関及び

教育委員会による学校の安全管理及び安全に関する講話・実技等
を内容とした防災・防犯・交通安全に関する講習会の開催 

保健体育課 

「学校保健・安全・歯
科保健講習会」の実施 

教職員・ＰＴＡ関係者等に対する交通安全教育講習会の実施 保健体育課 

地域ぐるみの学校安全
の推進 

・地域と連携した学校における計画的な防犯教育の実施 
・スクールガード等の養成 
・スクールガードリーダーを配置する市町村への助成 
・警察や関係団体，地域住民等と連携した防犯訓練の実施等 

保健体育課 

児童生徒等交通事故防
止対策連絡会の開催 

交通安全教育の推進及び児童生徒の交通事故防止対策等につい
て，警察・学校・各関係機関が連携強化を図るための連絡会の開
催 

保健体育課 

「児童生徒等交通事故
０月間運動」の実施 

子どもの危険予測，危機回避能力を高めるため，年 2 回「交通
事故０月間運動」を設定し，交通安全ポスター・標語・作文等の
コンクールや，登下校時の巡回指導，通学路の安全点検等の実
施・交通安全教室などを実施 

保健体育課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

交通事故ゼロを目指す
交通安全県民運動の最
重点として「子どもの
交通事故防止」を掲示 

子どもの年代や特性に応じた交通安全教育を行い，運転者に対
しては，子どもを見かけたら減速，徐行する等「思いやりのある運
転」の実践を県民運動として官民一体となり推進 

くらし共生協働課 

交通安全教育の実施 
県下各地に所在する保育所，幼稚園，学校等を訪問し，子どもや 

保護者を対象に自らの安全を守るための交通行動を促す交通安全
教育等を推進 

交通企画課 

スクールサポーターの
活用等による学校等関
係機関・団体との連携
の推進 

学校警察連絡制度，スクールサポーター制度の充実により，学校
の児童・生徒に対する犯罪被害防止に向けた指導・助言の実施 

人身安全・少年課 

 

安全で安心な質の高い学校施設の整備 
  ア 教育環境の向上 

老朽化した校舎の改築や教育内容の多様化・情報化等に対応した施設・設備の整備を推進し，幼児
児童生徒が安全で充実した学校生活が送れるよう，教育環境の向上に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

県立学校施設の整備 
・老朽化した校舎等の改修や改築など安全対策の推進 
・教育内容等の新たな需要に基づく整備推進 
・適正規模を確保するため特別支援学校校舎等の整備 

学校施設課 

私立学校施設の耐震化
の促進 

安心・安全な教育環境の整備を図るため，私立学校施設の耐震化
を促進 

学事法制課 
子育て支援課 
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施策の方向 ３ 子どもの夢や希望を実現する環境づくり 

特別支援教育の充実 
《現状及び課題》 

障害のある子どもたちの自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援する視点に立ち，障害のある子ども
と障害のない子どもが可能な限り共に教育を受けられるよう，多様で柔軟な学びの場を整備するとともに，
一人ひとりの教育的ニーズに応える指導・支援の一層の充実が求められています。 

本県においては，支援が必要な子どもが在籍している全ての小・中学校等で，個別の指導計画や個別の教
育支援計画が作成されるなど，校内支援体制は着実に整備されています。今後，特別支援学校のセンター的
機能の活用や学校間連携の充実を図ることで，就学前から学校卒業後までの一貫した支援体制を構築してい
く必要があります。 

特別支援学校においては，幼児児童生徒の障害特性や教育的ニーズ等に応じた指導・支援の一層の充実を
図るとともに，一人ひとりの自立と社会参加に向けて，キャリア教育や職業教育を推進する必要があります。 

また，離島における特別支援教育の充実や，高等学校における特別支援教育の推進が必要となっています。 
併せて，障害の有無にかかわらず，すべての子どもが連続性のある多様な学びの場で，可能な限り共に学

ぶインクルーシブ教育システムの推進を図る必要があります。 

《施策目標及び具体的施策》 

特別支援教育の充実等 
  ア 特別支援教育の充実 

障害のある幼児児童生徒の健全な成長を支援するため，障害のある幼児児童生徒一人ひとりの教育
的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行います。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

交流及び共同学習の推
進 

共生社会の形成に向けた障害者理解を推進するために，障害の
ある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学
習を推進 

特別支援教育課 

教育相談・就学相談体
制の確立促進 

障害の状態や教育的ニーズ，保護者の意見等を踏まえた総合的
な就学先の判断がなされるよう，市町村教育委員会における早期
からの教育相談・就学相談体制の確立を促進 

特別支援教育課 

合理的配慮の提供及び
基礎的環境整備の充実 

障害のある幼児児童生徒が十分に教育を受けられるようにする
ための合理的配慮の提供及び基礎的環境整備の充実 

特別支援教育課 
高校教育課 

学校間連携の充実 
個別の教育支援計画や移行支援シート等を活用した移行期の学

校間連携の充実による就学前から学校卒業後までの切れ目ない支
援体制の構築 

特別支援教育課 

教職員の専門性の向上 
特別支援学校における幼児児童生徒の障害特性や教育的ニーズ

等に応じた指導・支援の一層の充実を図るための教職員の専門性
の向上 

特別支援教育課 

ＩＣＴ機器の活用推進 
特別支援学校におけるＩＣＴ機器や障害に応じた教材の整備に

よる児童生徒の障害や特性に応じた指導の充実 
特別支援教育課 
高校教育課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

職業教育の充実 
特別支援学校技能検定の実施や地域の企業や関係機関と連携し

たネットワークの活用などによる職業教育の更なる推進 
特別支援教育課 

医療的ケアの実施体制
整備 

特別支援学校において医療的ケアを必要とする児童生徒への対
応を行うための看護師の配置及び実施体制整備のための研修の実
施 

指定校において，保護者の付き添いがなくても，医療的ケアを必
要とする児童生徒が安全に通学できるための支援を実施 

特別支援教育課 

離島における特別支援
教育の推進 

離島の特別支援学校高等部支援教室における指導内容・方法の
工夫・改善及び地元高等学校との交流及び共同学習の推進 

特別支援学校の特別支援教育コーディネーターを屋久島，徳之
島，沖永良部島に配置し，障害の程度が比較的重い児童生徒への指
導や支援の在り方について定期的に助言を行い，小・中学校の特別
支援学級担任等のサポートを実施 

特別支援教育課 

高等学校における特別
支援教育の推進 

高等学校における「通級による指導」の充実及び全ての高等学校
における特別支援教育に関する研修の充実や校内支援体制の整備 

生徒の日常生活の介助や学習支援，健康・安全確保，周囲の生徒
の障害理解促進等を行う「特別支援教育支援員」の配置 

特別支援教育課 

特別支援学校の施設整
備 

老朽化した校舎等の改修や改築など安全対策の推進 
教育内容等の新たな需要に基づく整備推進 
適正規模を確保するため特別支援学校校舎等の整備 

学校施設課 
 

私立幼稚園等の特別支
援教育の推進 

障害のある幼児を就園させている私立の幼稚園，幼保連携型認
定こども園に対する，特別支援教育を行う上で必要な教育費の補
助 

子育て支援課 

特別支援学校の教育環
境の改善 

令和 4 年度の特別支援学校等教育環境改善検討委員会において
特別支援学校の分置が望ましいとの提言がなされた三地区につい
て，特別支援学校教育環境改善推進協議会での協議を踏まえ分置
する特別支援学校の整備 

特別支援教育課 
学校施設課 

教育相談，関係機関と 
の連携 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用
した相談・支援体制の充実及び福祉関係機関等との連携強化 

特別支援教育課  
高校教育課  
義務教育課 

 

共生社会の形成 
  ア インクルーシブ教育システムの推進 

障害のある子どもと障害のない子どもができるだけ同じ場で共に学ぶことを目指しつつも，個別
の教育的ニーズに最も的確に応えるために，通常の学級，通級による指導，特別支援学級，特別支
援学校といった連続性のある多様な学びの場の整備等に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

合理的配慮の提供及び
基礎的環境整備の充実 

障害のある幼児児童生徒が十分に教育を受けられるようにする
ための合理的配慮の提供及び基礎的環境整備の充実 

特別支援教育課 
高校教育課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

通級指導教室の充実 
巡回型の通級による指導を行うことのできる環境を整備するこ

とで，本県における通級による指導の拡充を図り，特別な支援が
必要な児童生徒への支援の充実を更に推進する。 

特別支援教育課 

校内支援体制の更なる
充実 

児童生徒一人一人の教育的ニーズに応える指導を提供するため
の，多様で柔軟な学びの場の変更に係る「段階的な検討のプロセ
ス」の手引・資料集（令和６年１月作成）の周知 

特別支援教育課 
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施策の方向 ３ 子どもの夢や希望を実現する環境づくり 

幼児教育の充実 
《現状及び課題》 

認定こども園，幼稚園，保育所等から義務教育段階へと子どもの発達や学びは連続しており，幼児期の教
育と小学校教育とは円滑に接続される必要があります。 

認定こども園，幼稚園，保育所と小学校等との間で幼児児童の実態や指導方法等について理解を深め，広
い視野に立って幼児児童に対する一貫性のある教育を相互に協力し連携して実施する必要があります。 

このため，幼稚園等と家庭，地域の連携による小学校との円滑な接続や，今日的な課題に対応した研修等
による幼稚園教諭等の資質能力の向上などの取組を更に進め，生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の
教育の充実を図ります。 

《施策目標及び具体的施策》 

幼児教育の質の確保及び向上 
  ア 幼稚園教諭等の資質向上 

幼稚園教諭や保育士等に対する研修の充実や指導監査等の実施により，幼児教育の質の確保及び向
上を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

幼稚園教諭一種免許状
の取得支援 

幼稚園教諭一種免許状への上進に係る認定講習等の受講希望状
況の把握，私立幼稚園等の一種免許状保有の促進等の取組に対す
る支援 

子育て支援課 
義務教育課 

幼稚園教諭等の資質向
上 

幼稚園等がそれぞれの特色に応じた幼児教育の実施に向け，各
種研修会などの研修を充実させ，教諭・保育教諭・保育士の資質向
上を図る。 

子育て支援課 
義務教育課 

幼稚園教諭等と保育士
の合同研修 

教育と保育の一体的提供などについての研修の実施により，各
種認定こども園の保育教諭等の質の向上を図る。 

子育て支援課 
義務教育課 

幼稚園幼児指導要録等
の周知 

幼稚園幼児指導要録及び幼保連携型認定こども園園児指導要録
に関する作成例や留意事項等について周知 

子育て支援課 
義務教育課 

効率的な指導監査の実
施 

市町村との連携による効率的な指導監査の実施 子育て支援課 

特定教育・保育施設に
おける自己評価，関係
者評価及び第三者評価
の実施促進 

教育・保育の質の向上を図るため，特定教育・保育施設における
自己評価，学校関係者評価及び第三者評価の実施促進 

子育て支援課 
義務教育課 

質の高い幼児教育・保
育の推進 

・幼児教育センターを設置し，幼児教育アドバイザーによる幼児教
育施設等への指導・助言など，質の高い幼児教育・保育に向けた
取組を実施 

・教諭，保育教諭，保育士の資質向上に係る研修の充実や情報共有
の促進，教育課程の編成・実施に係る指導・助言 

子育て支援課 
義務教育課 
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  イ 幼児教育基盤の充実 
幼児教育の質の向上のための環境整備や日本語が苦手な子どもやその保護者への支援等，幼児教育

基盤の充実を図ります。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

幼児教育の質の向上の
ための環境整備促進 

幼児教育環境の向上を図り，質の高い環境で，子どもを安心して
育てることができる体制の整備促進 

子育て支援課 

認定こども園の整備促
進 

幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち，保護者の就労状況やその
変化によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設である認定こど
も園の整備に必要となる国庫補助制度等の情報提供や利用促進 

子育て支援課 

外国人幼児の把握と相
談対応 

外国人幼児在籍の把握と，支援方法等に係る設置者からの相談
対応 

子育て支援課 
義務教育課 

 

小学校等との円滑な接続の推進 
  ア 小学校等との円滑な接続の推進 

認定こども園，幼稚園，保育所と小学校等の関係者による連絡協議会等での指導を通した円滑な推
進を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

幼小接続の促進 
・各種研修会での幼小接続に係る指導の推進 
・各種調査等での幼小接続に係る実態把握と指導 
・市町村で開催される幼保小連携研修会等への支援 

子育て支援課 
義務教育課 
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施策の方向 ３ 子どもの夢や希望を実現する環境づくり 

郷土教育の推進 
《現状及び課題》 

グローバル化の急激な進展の中，鹿児島の発展を支えていく人材を育成するため，伝統や文化を尊重し，
それらを育んできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに，直接鹿児島で将来の担い手になることはも
とより，世界のどこにいても郷土鹿児島に誇りを持ち，将来の鹿児島を担う気概を持った子どもたちを育成
する教育が必要です。 

本県は，日本列島の南に位置するという地理的条件から，古くから中国や韓国，東南アジアをはじめ世界
の国・地域の文化と接しながら，独自の歴史や文化を作り上げてきました。「郷中教育」や「日新公いろは
歌」などの教えもあり，教育を大事にする伝統や風土があり，豊かな自然，日本の近代化をリードした歴史，
地域に根ざした個性あふれる文化，全国に誇れる農林水産業等の産業，様々な分野で活躍している人材等の
教育的資源も豊富です。地域全体で子どもたちを育てるという伝統的な地域の教育力も残っています。こう
した本県の特性を生かした人間形成を進めていくことが重要です。 

このため，鹿児島の教育的風土や伝統のよさを生かした子育てを推進します。また，鹿児島の豊かな自然，
歴史・文化環境の保全と活用を図ります。 

《施策目標及び具体的施策》 

鹿児島の特色を生かした子育て支援施策の充実 
  ア 郷土の風土を生かした子育ての推進 

子育て世帯が郷土の風土を生かして積極的に子育て支援ができるよう，地域子育て支援拠点やファ
ミリー・サポート・センター等の取組を促進するとともに，学童期においては，地域と学校が連携・
協働して学習や様々な体験・交流活動を実施する放課後子ども教室への支援を行います。 

また，鹿児島の教育的風土や伝統のよさを生かした異年齢集団での活動を行う「かごしま地域塾」
などの取組を推進します。 

さらに，鹿児島の豊かな自然や地理的特性を活かした山村留学等の受入れを支援します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子育て経験者による子
育て支援の促進 

地域子育て支援拠点やファミリー・サポート・センターなどを活
用した地域住民同士の結びつきを生かした子育て経験者による子
育て支援等の取組を促進 

子ども政策課 

放課後子ども教室への
支援 

・放課後に小学校の余裕教室等を活用して子どもたちの安心・安全
な活動場所を確保し，地域と学校が連携・協働して学習や様々な
体験・交流活動を実施する放課後子ども教室への支援 

・放課後児童対策パッケージに基づく放課後児童クラブとの連携
促進 

子ども福祉課 

「かごしま地域塾」へ
の支援 

「郷土に学び・育む青少年運動（県民運動）」の組織体制やＮＰ
Ｏ・企業との連携による組織を基盤とし，地域の縁や地域社会に蓄
積された様々な知恵を生かして，地域に根ざし自立する「かごしま
地域塾」への支援（補助金の交付，活動活性化セミナーの開催等） 

青少年男女共同参画課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

地域における体験活動
の推進 

地域の伝統や文化などを生かした様々な体験活動を通して，郷
土鹿児島に誇りを持つとともに，社会性や自主性を有する子ども
たちを育む活動を行う子ども会，公民館，ＰＴＡ，関係機関や団体
を支援 

南北 600km の県土を有する鹿児島の各地の特色ある歴史や伝
統，文化，地域の特性などをフィールドワーク等を通して，鹿児島
県を丸ごと理解し，郷土鹿児島の素晴らしさに気付き，誇りをもつ
とともに，郷土を愛する態度を育み，地域の発展に貢献しようとす
る青少年を育成 

社会教育課 

山村留学受入れの支援 
鹿児島の豊かな自然や地理的特性を活かした山村留学につい

て，市町村の取組概要や学校のＰＲ動画をホームページ等で掲載
するなど広報の充実を図り，県内外からの山村留学受入れを支援 

義務教育課 

 
  イ 豊かな自然環境，歴史・文化環境の保全と活用 

子どもが，郷土に愛着をもって心身ともにのびのびと成長することができるよう，本県の恵まれた
自然環境や農村環境の保全を図るとともに，豊かな歴史，文化の蓄積に対する理解と認識を深めるよ
う，その学習機会の充実を図るなど，子どもが心豊かに育つ環境づくりを進めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

多様で恵み豊かな環境
の保全と活用の推進 

・自然保護思想の普及啓発，自然公園・自然環境保全地域の適切な 
保護管理 

・人と自然の関わりである環境文化や生物多様性の理解促進のた 
めの学習機会の提供  

・屋久島，奄美大島・徳之島の世界自然遺産をはじめとする本県の 
豊かな自然の価値を将来に継承するための普及啓発や学習機会 
の提供 

自然保護課 

県内の大気汚染の状況並びに公共用水域及び地下水の水質の汚
濁の状況の常時監視を実施 

環境保全課 

農村環境の保全 
 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のために行われる地
域の共同活動等を支援 

農村振興課 

漁場環境・生態系の保 
全 

水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援 水産振興課 

歴史，文化遺産の周知・
活用の推進 

・歴史，文化遺産の周知による郷土の理解と認識の醸成及びその
活用による学習機会の充実 

・文化財や地域の歴史等に関する学習機会及び体験活動の場の提
供 

文化振興課 
文化財課 
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施策の方向 ３ 子どもの夢や希望を実現する環境づくり 

家庭教育の充実 
《現状及び課題》 

長期的な少子化の一因として，未婚化・晩婚化が進行していますが，その背景としては，結婚や子どもを
持つことに対する意識の変化や，かつて地域が果たしていた縁結び機能の低下などが挙げられます。子ども
の健やかな育ちの基盤である家庭の大切さを理解できるよう，学校教育において家庭や地域との連携のも
と，家庭観や子育て観の醸成に取り組む必要があります。 

また，学校・家庭・地域がそれぞれの役割・責任を自覚し，連携・協力し，地域社会全体で子どもを育て
る観点から，郷土の様々な教育的資源を活用して，家庭や地域の教育力を総合的に高めていく必要がありま
す。 

《施策目標及び具体的施策》 

次代の親の育成 
  ア 家庭観・子育て観の醸成の推進 

次世代の親となる若い世代が，「いのち」の大切さや家庭が子どもの健やかな育ちの基盤となるこ
とを理解し，結婚，出産，子育てに夢を持つことができるよう，その意識の啓発に努めます。 

また，学校教育において家庭や地域との連携の下，家庭観・子育て観の醸成に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

児童生徒に対する生命
尊重等に係る教育の推
進 

地域人材の活用や関係機関の連携を図った道徳教育を中心とす
る「いのち」の大切さ等に係る教育の推進 

義務教育課 
高校教育課 

生徒の幼児理解の教育
の推進 

・中学校技術・家庭の家庭分野を中心とした，幼児の発達と生活の
特徴や，子どもが育つ環境としての家族の役割等について理解
する教育の推進 

・高等学校家庭科を中心とした，子育て支援，乳幼児との関わり方
等について基礎的な知識や技能を身に付け，子どもの健やかな
発達のために親や家族及び地域や社会の役割の重要性につい
て，考察することができるような教育の推進 

義務教育課 
高校教育課 

親になるための学びの
推進 

親になるための学びを支援するための世代別学習プログラム
（中・高の家庭科等の授業で活用できる補助資料）の普及と促進 

社会教育課 

 

学校・家庭・地域の連携・協働による教育力の向上 
  ア 家庭の教育力の向上 

保護者が自信と責任感をもって子育てができるよう，学習機会を提供するとともに，家庭教育に関
して気軽に相談できる体制づくりをすすめ，家庭における育児力・教育力の向上を促進します。 

また，保護者が子どもの主体性や人権を尊重した子育てに努めるとともに，子どもの人権尊重の精
神が育まれるよう，意識の啓発に努めます。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

家庭の意義等について
の意識啓発 

毎月第３日曜日の「家庭の日」の広報等を通じた，家庭の意義や
大切さについての意識啓発 

青少年男女共同参画課 

家庭教育の支援 
・家庭教育に関する学習機会の提供及び情報提供 
・学校，地域，企業等の様々な団体が連携し，地域ぐるみで家庭

教育を支援していく気運の醸成 
社会教育課 

地域で家庭教育支援に
携わる人材の養成 

相談対応や専門家の紹介，家庭教育情報の収集・提供，効果的な
学習機会の企画・運営等，家庭教育支援に関する活動を整備・調整・
推進する人材の養成 

社会教育課 

「早寝早起き朝ごは
ん」国民運動の推進 

「早寝早起き朝ごはん」等，家庭や地域へ基本的な生活習慣の確
立や生活リズムの向上につながる活動の推進 

社会教育課 

人権に関する啓発活動
の推進 

全ての子どもが差別や権利の侵害を受けることなく，一人の人
間として尊重されるよう，また，子どもの人権尊重の精神が育まれ
るよう，あらゆる機会と媒体を活用した啓発活動の推進 

人権同和対策課 

人権尊重を基盤とした
男女平等教育の充実 

児童・生徒や教職員，保護者，地域住民を対象とした出前講座や
セミナー・ワークショップの開催 

男女共同参画室 
男女共同参画センター 

固定的な性別役割分担
意識等の解消に関する
啓発や情報発信 

県民を対象とした各種セミナーや啓発イベント等の開催，ポー
タブルサイト等による情報の発信 

男女共同参画室 
男女共同参画センター 

 
  イ 地域の教育力の向上 

地域や学校，関係機関などと連携して，ボランティア活動や自然体験，課外活動，文化芸術鑑賞な
どの体験活動や異年齢活動，世代間交流の機会の充実を図ることで，地域の教育力を向上させ，子ど
もたちに豊かな心や社会性を育んでいくための環境づくりに取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「コミュニティ・スク
ールと地域学校協働活
動の一体的推進事業」
の推進 

学校と地域住民の連携・協働を進め，一体となって子どもたちの
成長を支えていく体制を構築するため，地域と共にある学校づく
りと，学校を核とした地域づくりを推進 

社会教育課 

運動部活動の指導・運
営に係る体制の構築 

部活動の在り方に関する方針に基づき，学校と地域が共に子ど
もを育てるという視点に立った,学校と地域が協働・融合した形で
の地域における持続可能なスポーツ活動のための環境整備の推進 

保健体育課 

環境学習の推進 
「学ぶ環境体験学習塾」の開催などにより，児童生徒等が環境問

題や環境保全活動に興味を持ち行動するきっかけづくりを支援
し，環境学習を推進 

地球温暖化対策室 

木育の推進 
 
 
 

木材や木製品とのふれあいを通じて，子どもの頃から木の良さ
や利用の意義を学ぶ「木育」を推進 

子どもたちに木のぬくもりなど木の良さや利用の意義を伝える
ため，木育に関する知識や技能を有し，木育を実践する指導者であ
る「木育インストラクター」の養成等を実施 

かごしま材振興課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

かごしま景観学習 
地域の身近な「景観」を切り口として，地域の魅力や課題を自ら

発見し，考え，地域に愛着を持つことを目的とする景観学習の支援
により，景観に理解のある人材を育成 

地域政策課 

自然体験活動の推進 
豊かな自然の中で，思いやりや耐性，自主性，社会性，協調性な

どを身に付けさせるために，青少年社会教育施設等を利用した自
然体験や生活体験を実施 

社会教育課 

環境保全活動のための
人材育成 

環境保全活動を積極的に行っていこうとする児童生徒を対象と
した「環境レター」の募集や，「かごしまこども環境大臣」の任命
などにより，持続可能な社会づくりに主体的に参加できる人材を
育成 

地球温暖化対策室 

農業の体験活動の促進 
農業や食料に対する理解の醸成等を図るため，農作業や調理の

体験活動，農家での宿泊体験等の実施の支援 

かごしまの食輸出・ブ
ランド戦略室 
農村振興課 
経営技術課 
畜産振興課 

森林・林業の体験活動
の促進 

森林・林業に対する理解を深め，森林を守り育てる意識の醸成を
図るため，森林・林業に関する学習や体験活動の実施の支援 

森づくり推進課 
森林技術総合センター 

漁業の体験活動の促進 
漁業や水産資源に対する理解の向上を図るため，漁船を用いた

漁業体験，調理，漁家での宿泊体験等の実施の支援 
水産振興課 

魅力ある私立学校づく
り 

私立学校（小・中・高・幼稚園・幼保連携型認定こども園）にお
ける，国際化教育や体験学習等の特色ある教育の推進 

学事法制課 
子育て支援課 

文化・芸術に親しみ触
れる機会の提供 

豊かな感性を育む青少年のための芸術鑑賞事業や市町村による
青少年劇場等の実施，また文化芸術団体等が行う子どもの文化芸
術活動や鑑賞機会の提供に係る取組を支援することにより，文化
芸術に親しみ触れる機会を提供 

文化振興課 

放課後児童クラブの設
置及び開設日・開所時
間の延長の促進 

・昼間保護者がいない家庭における小学校就学児童の放課後等の
健全な育成を図るために放課後児童クラブの設置及び開設日・
開所時間の延長について，国の補助制度による開所加算制度の
積極的な活用を促進し，放課後児童クラブの運営費への補助を
実施  

・多様な民間サービスの参入促進 

子育て支援課 

放課後児童クラブの受 
け皿確保 

待機児童解消のため，国の補助制度を活用し，放課後児童クラブ
の新設・改築や学校の空き教室・既存の保育所等の空き施設での開
所を支援 

子育て支援課 

地域の高齢者などとの
世代間交流の機会の充 
実 

地域の高齢者と子どもたち等とのデジタル技術を活用した交流
や伝統文化の継承を通じた交流など，市町村が行う世代間交流の
活性化に資する取組を支援 

高齢者生き生き推進課 
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施策の方向 ３ 子どもの夢や希望を実現する環境づくり 

次世代をリードする人材の育成 
《現状及び課題》 

教育的な風土や伝統など鹿児島の特性を生かした活動を推進することにより，地域の教育力の向上を図
り，鹿児島の未来を担う人材を育成することが必要です。また，本県と経済・文化・人的交流等により密接
な関係にある国や地域を中心に様々な交流を積極的に展開するほか，異文化や多様な価値観への理解，留学
生の派遣・受入れ等を通じ，国際的視野を有する人材の育成や郷土に根ざした青少年活動の活性化を図るこ
とも必要です。このような活動や交流等を通して学んだ，自分の考えを伝えるプレゼンテーション能力等を
生かし，自ら考え，主体的に判断し行動できるリーダーを育成することが求められています。 

また，在留外国人の子ども・若者，海外から帰国した子ども及び外国人留学生への支援等により，子ども・
若者が活躍できる機会づくりも必要です。 

世界中で科学技術イノベーションを担う高度人材の獲得競争が激化する一方，若年人口の減少が進んでい
ることから，科学技術イノベーション人材の育成が重要になっています。 

また，急速に発展する社会の情報化に対応するため，児童生徒の情報活用能力を育むとともに，プログラ
ミング教育，情報モラル教育の充実が求められています。 

本県の雇用情勢は，求人数が求職者数を上回る状況が続いており，こうした中，有効求人倍率が高い水準
を維持し良好な状況にあるものの新規学卒者の県外流出が続いていることなどにより，人手不足が顕在化し
ているため，県内就職やＵＩターンの促進を図る必要があります。さらに，技術革新やグローバル化の一層
の進展等に対応し，規範意識や倫理観を身に付け，地域や社会の発展を担う創造性豊かな人材を育成する必
要があります。特に，人口減少，少子高齢化が進行し集落機能の低下や地域間格差の拡大などの問題が顕在
化している本県の中山間地域等では，これらの問題を克服するため，地域づくりの中核的役割を担うリーダ
ーや，そのリーダーを支える人材などの育成，地域外の人材等の活用が重要です。 

令和 5（2023）年には，本県で国民体育大会・全国障害者スポーツ大会が開催され，令和 6（2024）年に
はオリンピック・パラリンピック競技大会が開催されました。これを機に，スポーツに関する関心を高め，
本県のスポーツ振興に取り組むとともに，将来のトップアスリートを見据えた次世代競技者の発掘・育成・
強化に取り組んでいく必要があります。 

そのほか，文化芸術を将来にわたって発展させていくため，文化芸術の担い手や国内外で活躍できる若手
アーティストなど，文化芸術を支える人材を育成する必要があります。 

《施策目標及び具体的施策》 

創造的な未来を切り拓く子ども・若者の応援 
  ア グローバル社会で活躍する人材の育成 

地域において，異年齢集団での様々な体験活動などを通して，子どもたちの思いやりの心や自律心
を育みます。また，青少年の国際交流等を推進し，国際的な視野と先見性，コミュニケーション能力
や豊かな感性を持った人材を育成します。 

また，諸外国との国際交流や相互理解を促進する観点から，県内での国際交流体験や外国人留学生
の受入の推進を図ります。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「かごしま地域塾」へ
の支援 

「郷土に学び・育む青少年運動（県民運動）」の組織体制やＮＰ
Ｏ・企業との連携による組織を基盤とし，地域の縁や地域社会に蓄
積された様々な知恵を生かして，地域に根ざし自立する「かごしま
地域塾」への支援（補助金の交付，活動活性化セミナーの開催等） 

青少年男女共同参画課 

次代の鹿児島をリード
する国際的な人材の育
成 

アジア経済圏の主要都市である，上海，香港，台北に大学生・社
会人を派遣し，現地若手企業人との交流や経済活動の現場体験等
を実施 

青少年男女共同参画課 

国際的感覚やふるさと
を愛する心を持つ青少
年の育成 

本県と関わりの深い香港・シンガポールに鹿児島の青少年を派
遣するとともに，香港・シンガポールからの青少年を受け入れ，意
見交換や文化体験などの相互交流活動を実施 

青少年男女共同参画課 

魅力ある県立短期大学
づくり 

県立短期大学において，アメリカや中国の大学との国際学術交
流協定に基づき，「異文化コミュニケーション」の授業として，語
学研修や相手国学生等との交流を実施 

学事法制課 

グローバルに活躍する 
人材の育成 

本県と友好協定を締結している英国のロンドン・カムデン区と
マンチェスター市に高校生を派遣するほか，MOU を締結している
中国清華大学や台湾屏東県と青少年の交流を実施 

国際交流課 

県民と外国人の相互理
解 

県民と外国人の相互理解を深めるため，県民や外国人等への交
流の場や生活情報等の提供，留学相談への対応，外国語・文化講座
等を開催 

国際交流課 

外国人留学生との交流
及び相互理解の促進 

留学生等に宿泊施設と提供するとともに，留学生等の相互交流
や留学生等と県民との交流を通した国際社会に貢献する人材の育
成及び相互理解を促進 

国際交流課 

外国人留学生への経済
的支援 

外国人留学生の勉学・生活の安定化と将来の人的ネットワーク
の形成に資するため，県内大学等に在籍する私費留学生等に対し，
奨学金を給付 

国際交流課 

グローバル社会で活躍
できる鹿児島の若い世
代の育成 

・県内の中・高等学校と海外校（台湾，ベトナム等）との間でオ
ンライン交流プログラムを実施するとともに，児童生徒を交流
先へ派遣する交流活動を実施 

・国際教育に造詣の深い専門家の講演や留学に関する情報の提供
を通して，中・高校生の国際社会への興味関心を高めることを
目的とした留学フェアの実施 

・高校生が，外国人講師等とのコミュニケーション活動を通し
て，英語運用能力を高め，英語学習への意欲，国際理解につい
ての興味・関心を高めることを目的としたイングリッシュトレ
ーニングキャンプを実施 

義務教育課 
高校教育課 

豊かな感性やたくまし
い創造力を持つ青少年
の育成 

姉妹県盟約を結んでいる岐阜県の青少年との相互交流活動の実
施 

青少年男女共同参画課 
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  イ イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成 
高等学校及び中高一貫教育校における先進的な科学技術，理科・数学教育を通して，生徒の科学的

能力及び技能並びに科学的思考力，判断力及び表現力を培い，将来国際的に活躍し得る科学技術人材
等を育成し,理数系教育の充実を図ります。 

次世代を担う若者の起業に関する関心を高め，若者の自由な発想や想像力を活かしたビジネスプラ
ンの発掘・育成を図ります。また，起業を志す者等に対し，起業のために要する負担の軽減を行い，
若者等の活躍の場の拡大，地域の活性化を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

理数教育の推進 
スーパーサイエンスハイスクール指定校等における先進的な科

学技術，理科・数学教育を通して，生徒の科学的な探究能力等を培
うことで，将来国際的に活躍し得る科学技術人材等の育成を実施 

高校教育課 
地域政策課 

新たな起業家の育成支
援 

・起業に関する機運醸成を図り，起業及び事業化を促進するため，
県内において起業予定の個人(高校生・大学生等を含む)等を対象
としてビジネスプランコンテストを開催 

・新たなビジネスの創出・育成を図ることなどを目的として，起業
を志す者等を対象に，ビジネスプランの事業化に必要な費用の
一部を助成する補助事業を実施 

新産業創出室 

 
  ウ 情報通信技術の進化に適応し，活躍できる人材の育成 

小・中・高・特別支援学校での教科指導等における ICT（注51）の効果的な活用により，主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うとともに，児童生徒の情報活用能力の育成に努めます。 

高校生や大学生等を対象とした政策アイデアコンテストを開催するなど，情報技術を活用できる人
材の育成に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

教育の情報化の推進 

・ＧＩＧＡスクール構想に係る１人１台端末の整備等，国のＩＣＴ
環境の整備方針に基づく，学校におけるＩＣＴ環境整備の推進  

・「鹿児島教育ＤＸ推進リーダー」認定講座等による教職員のＩＣ
Ｔ活用指導力の向上 

義務教育課 
高校教育課 
特別支援教育課 

データを利活用して地
域の現状・課題を把握・
分析できる人材の育成 

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）の普及啓発及びデータ利活
用の機運醸成を図るとともに，データを利活用して地域の現状・課
題を把握・分析できる人材を育成するため，高校生や大学生等を対
象とした政策アイデアコンテストを開催 

計画管理室 

デジタル人材の育成 
ＩＴエンジニアを目指す，高校生や大学生を含む幅広い県民の

方を対象としたプログラミング研修等に取り組むことにより，デ
ジタル人材の育成・確保を図る 

デジタル推進課 

 
  エ 地域づくりで活躍する若者の支援 

地域づくりで活躍する若者を支援するために，将来の地域産業の担い手を育成する職業教育の充実
を図ります。また，将来の鹿児島を支える人材として，地域の発展のために尽力したいという高い志

                                                
（注51）Information and Communication Technology（情報通信技術）の略 
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や行動力をもてるような青年等を育てます。 
新規学卒者やその保護者等に対し，県内企業への理解と認識を深めてもらう取組を推進し，若年者

の県内定着を促進します。県外大学進学者等への県内企業の情報提供などにより，ＵＩターン希望者
の県内就職を促進します。 

地域おこし協力隊制度を活用する市町村の取組を支援するとともに，隊員のニーズに応じた研修会
の実施や相談窓口の設置等により，隊員による地域協力活動の充実や任期終了後の定着を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

産業教育の推進 
企業や高等教育機関，経済団体等と連携し，学校での出前授業等

を実施することで，本県の産業等についての理解を深め，子どもた
ちに，一人ひとりが本県の担い手であるということの意義を醸成 

高校教育課 

かごしま青年塾の実施 
これからの鹿児島を担う青年層を対象に，各界で活躍する経営

者やリーダー等との交流や現地での研修，ワークショップを通し
て，郷土の発展を支えようとする人材を育成 

社会教育課 

若年者等に対する就職
支援 

・本県若年者等の就職支援のため，若者就職サポートセンターに
おいて，職業適性診断・指導やカウンセリング，各種支援セミ
ナーなどを実施  

・若年者等の県内企業への就職促進を図るため，経済団体や県内
企業等に対し，県内定着の推進に向けた取組を要請 

・新規学卒者や若年者，ＵＩターン希望者等を対象とした県内企
業合同説明会の開催や，県内企業の求人情報等を発信する就職
情報提供サイトの運営，中高生等を対象とした県内企業等の魅
力を発信するフェアなどを開催 

産業人材確保・移住促
進課 

・高校へのキャリアガイダンススタッフの配置による就職支援の
充実 

・郷土に愛着を持ち，地域ならではの新しい価値を創造する人材
を育成するため，学校と地域が連携し，地域を題材とした学び
や専門的職業人材育成の実践 

・将来の社会参画の実現に向けて必要な能力や態度の育成を図る
ため，経済団体等との連携による中・高校生のインターンシッ
プや学校への講師派遣等の実践 

高校教育課 

地域おこし協力隊の活
動・定着支援 

・市町村に対する情報の提供や市町村担当者を対象とした研修会
を実施し，協力隊に対する市町村のサポート体制の整備を支援 

・隊員による円滑かつ有意義な地域協力活動の展開等を支援する
ため，活動年数に応じた研修会を実施 

・隊員及び市町村からの各種相談に応じる窓口の設置及び相談対
応を実施 

・隊員同士や地域団体等とのネットワーク構築を支援し，任期終
了後の定着を図るため，交流会を実施 

地域政策課 

高校生による佐賀県と
のプレゼンテーション
交流の実施 

鹿児島・佐賀エールプロジェクトの取組の一つとして，「地元
を誇りに思う意識」や「地元への愛着」を持つ人材の育成を図る
ためのプレゼンテーション大会を開催し，両県の高校生の交流促
進を図る 

鹿児島・佐賀エールプ
ロジェクト推進室 
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  オ 国際的に活躍する次世代競技者の育成 
スポーツに対する関心を高め，競技人口を増加させるなど，本県のスポーツ振興に取り組むととも

に，国際大会や国民スポーツ大会等各種大会で活躍できる選手の育成・強化に努めます。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

次世代競技者の育成 
各競技団体や関係機関との連携を図りながら，県民の競技力向

上に関する意識の高揚に努めるとともに，指導体制の充実及び選
手の発掘・育成・強化等を推進 

保健体育課 

 

  カ 国内外で活躍できる文化芸術に係る人材の育成 
本県の文化芸術を将来にわたって発展させていくため，文化芸術の担い手や国内外で活躍できる若

手アーティストなど本県の文化芸術を支える人材の育成を図ります。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

文化芸術に係る人材の 
育成 

県，市町村，文化芸術団体等が連携しながら，研修の充実や人材
情報の整備・提供等に努める 

文化振興課 

 

  キ 在留外国人の子ども・若者，海外から帰国した子ども及び外国人留学生への支援 
異文化や多様な価値観への理解を深め，在留外国人の子ども・若者，海外から帰国した子ども及び

外国人留学生が安心して生活できる社会の実現に努めます。 
                  

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

県民と在留外国人の相
互理解の促進及び相談
体制の整備 

県民と在留外国人との交流を促進する取組の支援を行うととも
に，生活に係る適切な情報や相談場所に到達できるための多言語
による相談窓口を設置 

くらし共生協働課 

県民と外国人の相互理
解 

本県に在住するベトナム人やその他の外国人と県民との相互交
流を促進する「ベトナム・テト（旧正月）フェスタ」の開催 

外国人材政策推進課 

県民と外国人の相互理解を深めるため，県民や外国人等への交
流の場や生活情報等の提供，留学相談への対応，外国語・文化講座
等を開催 

国際交流課 

外国人留学生との交流
及び相互理解の促進 

留学生等に宿泊施設と提供するとともに，留学生等の相互交流
や留学生等と県民との交流を通した国際社会に貢献する人材の育
成及び相互理解を促進 

国際交流課 

外国人留学生への経済
的支援 

外国人留学生の勉学・生活の安定化と将来の人的ネットワーク
の形成に資するため，県内大学等に在籍する私費留学生等に対し，
奨学金を給付 

国際交流課 

外国人児童生徒への日
本語指導体制の充実 

・日本語教室を設置している学校への教員配置の充実 
・小中学校における日本語指導が必要な外国人児童生徒，高等学 

校における外国人生徒に対する学習環境の整備 

教職員課 
義務教育課 
高校教育課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

外国人生徒への進学・ 
就職の支援 

・外国人生徒を対象とした高等学校の入学試験などのガイダンス
の充実 

・高等学校及び大学・短大・専門学校など様々な学校への進学や就
職などの進路実現に向けたキャリア教育の支援 

義務教育課  
高校教育課 
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施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 

子ども・若者の権利の尊重 
《現状及び課題》 

子ども・若者は，未来を担う存在であるとともに，今を生きている存在であり，保護者や社会の支えを受
けながら，自立した個人として自己を確立していく，意見表明・参画と自己選択・自己決定・自己実現の主
体であります。 

つまり，子ども・若者は，心身の発達の過程にあっても，乳幼児期から生まれながらに権利の主体である
ことから，子ども・若者を，多様な人格を持った個として尊重し，その権利を保障し，子ども・若者の今と
これからにとっての最善の利益を図る必要があります。 

社会的養護に係る子どもに対する意見表明等のための支援については，児童相談所等における意見聴取の
適切な実施や子どもの意見表明，子どもの権利擁護を実現できる環境整備を推進する必要があります。 

 

《施策目標及び具体的施策》 

子ども・若者の権利に関する普及啓発 
  ア 子ども・若者が権利の主体であることの普及啓発 

いじめ，体罰・不適切な指導，児童虐待，性暴力等，子どもの権利侵害を許さないという意識を社
会に浸透させるとともに，人権に対する理解を深め人権尊重の意識を高める人権啓発活動を推進しま
す。 

なお，子どもの権利の侵害に係る相談救済機関の設置については，現在の相談機関等の運用状況や，
他県や県内市町村の状況等を踏まえた上で，設置の必要性を検討します。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子どもの権利擁護に係
る普及啓発活動 

 

 児童虐待防止への県民の関心を喚起するため，国の「秋のこど
もまんなか月間」(毎年 11 月)にあわせてオレンジリボン・キャン
ペーンの実施・県ホームページ等による広報・啓発 

子ども福祉課 
児童相談所 

社会的養護に係る子ど
もに対する意見表明等
のための支援 
 

・児童相談所が行う措置や児童福祉施設等における処遇について，
子ども自らが意見を表明できるよう体制を構築 

・子どもの権利や権利擁護に関する周知啓発 
・子どもの申立てに応じ，県社会福祉審議会児童福祉専門分科会に

おいて，調査審議・意見具申等を実施 

子ども福祉課 
児童相談所 

交際相手からの暴力
（デート DV）の予防啓
発 

高校生を対象にデート DV について正しく理解し，対等な関係
を築くためのコミュニケーションについて学ぶセミナーを実施 男女共同参画センター 

「性暴力被害者サポー
トネットワークかごし
まにおける相談及び各
種支援の実施 

子どもやその家族を含む性暴力・性犯罪被害者等に対し，被害直
後からの相談対応，医療支援，捜査関連支援等の総合的な支援を関
係機関（（公社）かごしま犯罪被害者支援センター，県産婦人科医
会，県警察，県）が連携・協力して実施  

くらし共生協働課 
総務課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

人権に関する啓発活動
の推進 

全ての子どもが差別や権利の侵害を受けることなく，一人の人
間として尊重されるよう，また，子どもの人権尊重の精神が育まれ
るよう，あらゆる機会と媒体を活用した啓発活動の推進 

人権同和対策課 

 
体罰や不適切な指導の
防止 
 

学校教育法や生徒指導提要等に基づく研修の充実等による，体
罰や不適切な指導の根絶に向けた取組の推進 

教職員課 
義務教育課 
高校教育課 

生徒指導アドバイザー
の派遣 

学校に生徒指導アドバイザーを派遣し，児童生徒及び保護者の
相談への対応や教職員への研修を実施 

義務教育課 
高校教育課 

子どもに係る電話相談
の実施 

中央児童相談所の「子ども・家庭１１０番」，少年サポートセン
ターの「ヤングテレホン」，県総合教育センターにおける「かごし
ま教育ホットライン２４」など電話相談等の充実 

中央児童相談所 
少年サポートセンター 
義務教育課 
高校教育課 
総合教育センター 

教育相談，関係機関と
の連携 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用
した児童虐待に係る相談・支援体制の充実及び福祉関係機関等と
の連携強化 

義務教育課 
高校教育課 

    
  イ 学校教育における人権教育の推進 

子どもの教育において子どもが自らの権利について学び，自らを守る方法や，困難を抱える時に助
けを求める方法を学べるよう，子どもの権利に関する理解促進や人権教育を推進します。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

生徒指導アドバイザー
の派遣   
 

教員等を対象とする生徒指導に関する各種研修・会議等の中で，
こどもの権利条約やこども基本法等について周知・啓発を行うな
どして、こどもの権利を含む人権教育の一層の推進を図る。 

高校教育課 

人権教育の充実 

「児童の権利に関する条約」及び「こども基本法」を踏まえ，児
童生徒の権利等の理解促進や児童生徒が安心して学べる学習環境
づくりなど，児童生徒の権利利益の擁護を図るとともに，こどもの
権利を含む人権教育の一層の推進を図る。 

人権同和教育課 
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施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 
子ども・若者の可能性を広げていくためのジェンダーギャップ

の解消 
《現状及び課題》   

子ども・若者が，性別にかかわらず，多様な価値観に出会い，その多様性が尊重され，尊厳が重んぜられ，
固定的な性別役割分担意識や特定の価値観，プレッシャーを押し付けられることなく，主体的に，自分らし
く，幸福に暮らすことができるよう支えていく必要があります。  

また，性別にかかわらずそれぞれの子ども・若者の可能性を広げていくことが重要であり，乳幼児期から，
心身の発達の過程においてジェンダーの視点を取り入れる必要があります。 

人の性のあり方（セクシュアリティ）は様々で，身体の性，自認する性，好きになる性及び服装やしぐ 
さ，言葉づかいなどの表現する性といった要素の組合せにより無数に存在します。しかしながら，それぞれ
のセクシュアリティが否定されることで，偏見や差別により日常の様々な場面で困難に直面し，生きづらさ
を抱えている方がいます。 

そのため，性的指向・性自認等について，正しい理解を促進し，それらを理由とする差別や偏見を解消す
るため，啓発活動に取り組む必要があります。 

 

教育を通じた男女共同参画の推進 
  ア 教育を通じた男女共同参画の推進 

子ども・若者が，性別に関わらず，様々な可能性を広げていくことができるよう，学校教育と社   
会教育において男女平等の理念を推進する教育・学習の充実を図ります。 

また，子どもに身近な存在である教職員等が固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アン  
コンシャス・バイアス）をもつことがないよう，男女共同参画を推進するための研修や周知啓発等の
組を推進します。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

人権教育の充実 
 

子ども・若者が，性別に関わらず，様々な可能性を広げていく
ことができるよう，学校教育において男女平等の理念を推進する
教育の一層の充実を図る。 

人権同和教育課 

人権尊重を基盤とした
男女平等教育の充実 

児童・生徒や教職員，保護者，地域住民を対象とした出前講座
やセミナー・ワークショップの開催 

男女共同参画室 
男女共同参画センター 

 

性的指向等の多様性に関する知識の普及啓発等 
  ア 性的指向等の多様性に関する知識の普及啓発等 

学校教育や社会教育における人権教育を通して，多様な性の在り方に対する理解を深めると共に，
性的マイノリティの子ども・若者へのきめ細かな対応を推進します。  
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

人権に関する啓発活動
の推進 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知
識の普及・啓発，相談体制の充実等 

人権同和対策課 

性的マイノリティに関
する理解と対応の推進 

・性的指向・性自認の多様性に関する理解を深めるため，児童生
徒の発達段階に応じた人権教育の充実を図る。 

・「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制の充
実と個別の事案に応じた適切な支援 

人権同和教育課 

 

固定的な性別役割分担意識の解消に資する取組の推進 
ア 固定的な性別役割分担意識の解消に資する取組の推進 

様々な世代における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス） 
の解消に資する啓発や情報発信を推進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

固定的な性別役割分担
意識等の解消に関する
啓発や情報発信 

県民を対象とした各種セミナーや啓発イベント等の開催，ポー
タルサイト等による情報の発信 

男女共同参画室 
男女共同参画センター 
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施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 

児童虐待防止対策の充実 
《現状及び課題》 

児童相談所及び市町村が通告・相談を受けた児童虐待の件数及び虐待と認定した件数は，近年急激に増加
しており，2019（令和元）年度と 2023（令和５）年度を比較すると，1.4 倍近くに増加しています。（図表
− 89） 

全国的にも児童相談所の虐待相談対応件数は，一貫して増加を続けており，児童がその心身に著しく重大
な被害を受けた事例も数多く発生しています。 

児童虐待の発生予防・早期発見については，妊娠期から子育て期まで，関係機関が連携し，切れ目のない
支援を実施することや，児童虐待の相談窓口の周知等を図ることが必要です。 

また，児童虐待発生時の迅速・的確な対応については，児童相談所の体制強化等が必要です。 
県では，2019（令和元）年８月に発生した死亡事案の検証報告書の提案内容や 2022（令和４）年６月に

公布された改正児童福祉法等の趣旨を踏まえ，児童相談所への児童福祉司等の増員や児童相談所の補完的な
役割を担う児童家庭支援センターの設置，北部児童相談所の新たな設置など，児童相談体制の充実・強化に
取り組んできたところです。児童虐待防止については，次代を担う子どもたちの生命と人権を守り，子ども
の健全な成長・発達にむけて社会全体で取り組むべき重要な課題であり，引き続き，児童相談所や市町村，
関係機関による取組等を充実・強化するとともに，地域における虐待の早期発見や発生予防を促進する必要
があります。 

 

《施策目標及び具体的施策》 

子どもの権利擁護 
  ア 体罰によらない子育て等の推進 

体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方等について，国がとりまとめたガイドライン等を踏まえ，国
の「秋のこどもまんなか月間」(毎年 11 月)におけるオレンジ・リボンキャンペーンや県ホームペー
ジ等を通じて，体罰によらない子育てを推進するための普及啓発活動に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子どもの権利擁護に係
る普及啓発活動 

児童虐待防止への県民の関心を喚起するため，オレンジリボン・
キャンペーンの実施・県ホームページ等による広報・啓発 

子ども福祉課 
児童相談所 

体罰や不適切な指導の
防止 

学校教育法や生徒指導提要等に基づく研修の充実等による，体
罰や不適切な指導の根絶に向けた取組の推進 

教職員課 
義務教育課 
高校教育課 

 

児童虐待の発生予防・早期発見 
  ア 相談・支援体制の整備 

女性健康支援センターにおいて，妊娠・出産についての悩み等について電話や電子メール等による
相談に応じます。また，ＳＮＳやリーフレット等を活用し，同センターの広報に努めます。 
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養育支援を必要とする子どもや妊婦の家庭を把握し，市町村等による必要な支援につなげるため，
市町村における妊婦健診，乳幼児健診の充実強化の取組を支援するほか，産婦健診，産後ケア事業等
の取組を市町村の実情に応じて促進します。 

市町村において，妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供できるよう，「子育て世代
包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の設立の意義や機能は維持した上で，組織を見直
し，すべての妊産婦，子育て世帯，こどもへ一体的に支援を行う機能を有する機関である「こども家
庭センター」の設置を促進します。 

地域や家庭からの相談，市町村の求めに応じた援助などを行い，児童相談所の補完的役割を担う児
童家庭支援センターを大隅・北薩・南薩地域に設置し，地域の相談体制の強化に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

妊婦等に対する相談・
支援体制の整備 

・妊娠･出産等に関する悩みについての電話相談やメール相談を
実施する女性健康支援センター「専門相談窓口」，保健所「一
般相談窓口」を設置し対応 

・予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等に対するＳＮＳ
等を活用した相談窓口「かごぷれホットライン」による相談対
応や医学的・科学的に正しい知識の普及啓発 

・保健所ごとに支援調整会議を開催し，産前産後から子育て期を
通じた切れ目ない継続的な支援の推進 

・医療機関等との連携による産後うつ等ハイリスク妊産婦の早期
把握・早期支援の取組の推進 

子育て支援課 
保健所 

市町村の取組の支援 

・市町村が実施する産後ケア，産婦健康診査及び産前・産後サポー
ト事業並びに新生児訪問指導，乳児家庭全戸訪問及び養育支援
訪問事業に対する支援 

・母子保健関係者の質の向上及び活動推進のための妊娠・出産・育
児支援に関する研修の実施 

・「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」
の設立の意義や機能は維持した上で，組織を見直し，すべての妊
産婦，子育て世帯，こどもへ一体的に支援を行う機能を有する機
関である「こども家庭センター」の市町村における設置を促進す
るため，研修会の開催や助言等の支援を実施 

子ども政策課 
子育て支援課 
子ども福祉課 
保健所 

児童家庭支援センター
の運営に対する支援 

社会福祉法人等による児童家庭支援センターの設置運営に対す
る支援 子ども福祉課 

ヤングケアラーへの支
援体制の整備及び支援 

・ヤングケアラーの支援体制を構築するために，関係職員等向けの
研修会を実施 

・関係機関と支援者団体等のつなぎ役となるコーディネーターの
配置 

・気軽に悩みや経験などを共有することができる場としてのオン
ラインサロンの設置・運営 

子ども福祉課 

  イ 関係機関との連携強化等 
児童相談所において 「子ども虐待防止ネットワーク会議」や「子どもＳＯＳ地域連絡会議」を開

催するなどにより，市町村，学校，警察，医療機関等の関係機関との連携強化を図るとともに，市町
村の「要保護児童対策地域協議会」への参加を通じ，積極的な情報共有，支援方針の協議等により，
市町村との協働に努めます。 



第５章 − 施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 
― 基本施策 (3) 児童虐待防止対策の充実 

 181 / 262 

また，協議会においては，児童相談所から積極的に助言を行うとともに，「要保護児童対策調整機
関の調整担当者研修」や協議会運営に係る国のガイドラインを踏まえた助言の実施により，協議会の
機能強化や効果的運営を支援します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「子ども虐待防止ネッ
トワーク会議」の開催 

児童虐待の未然防止等のため，児童相談所及び関係機関が円滑
な連携・協力を図ることを目的に，福祉，保健，医療，学校，警察
等の関係機関が児童虐待の現状や課題等について，意見交換等を
実施 

子ども福祉課 
児童相談所 

「子どもＳＯＳ地域連
絡会議」の開催 

各地域振興局・支庁単位で，要保護児童対策地域協議会の運営主
体である市町村や関係機関と児童相談所が各地域内における役割
の明確化と相互の連携・協力体制の確立を図るため，児童虐待の対
応等について，情報交換や研修等を実施 

子ども福祉課 
児童相談所 

子どもを守る地域ネッ
トワーク機能強化事業 

要保護児童対策地域協議会の調整機関職員等の専門性強化と関
係機関との連携強化を図る取組を実施 

子ども福祉課 

教育相談，関係機関と
の連携 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用
した児童虐待に係る相談・支援体制の充実及び福祉関係機関等と
の連携強化 

義務教育課 
高校教育課 

 

  ウ 児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（いちはやく）」の周知 
児童虐待防止への県民の関心を喚起し，子どもたちを地域全体で見守る気運を醸成するため，国の

「秋のこどもまんなか月間」(毎年 11 月)を中心に実施しているオレンジリボン・キャンペーンや県
広報媒体等を通じて，児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（いちはやく）」の周知を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「１８９（いちはや
く）」の周知 

オレンジリボン・キャンペーンや県広報媒体等を通じた，児童相
談所虐待対応ダイヤル「１８９（いちはやく）」の周知 

子ども福祉課 
児童相談所 

 
  エ ＤＶの特性や子どもへの影響等に係る啓発 

「女性に対する暴力をなくす運動」などの機会に，セミナーや研修会の開催等を通じて，ＤＶの特
性や子どもへの影響等に係る啓発を行います。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

ＤＶの特性や子どもへ
の影響等に係る啓発 

セミナーや研修会の開催等を通じた啓発 男女共同参画室 
男女共同参画センター 

 

児童虐待発生時の迅速・的確な対応 
  ア 児童相談体制の充実・強化 

2019（令和元）年８月に発生した死亡事案の検証報告書の提案内容や 2022（令和４）年６月に公  
布された改正児童福祉法等の趣旨を踏まえ，児童福祉司等の増員や研修等を通じた職員の資質向上な
どにより，児童相談体制の充実・強化を図ります。 

また，児童相談所の業務については，国のガイドライン等を踏まえた，外部機関による第三者評価
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の実施や業務委託の推進等により，質の向上・業務の効率化を図ります。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

児童相談所の人員体制
の強化 

政令で定められた配置標準に基づく児童福祉司等の配置，弁護
士，医師の配置等による支援・相談体制の整備 

児童虐待防止対策や児童虐待発生時における児童相談所と県警
との連携強化のため，児童相談所へ警察官を配置 

子ども福祉課 
児童相談所 

職員の資質向上，専門
性の確保 

児童福祉司任用前講習会等の義務研修の実施，児童福祉司を対
象とした研修の実施，民間研修機関等の実施する各種研修の受講 

子ども福祉課 
児童相談所 

児童相談所の業務の見
直し 

介入的業務を行う職員と保護者支援を行う職員を分離する措置
等の実施，第三者等による児童相談所業務に対する評価の実施，業
務委託の推進等 

子ども福祉課 
児童相談所 

親子再統合支援事業の
実施 

虐待等により傷ついた親子関係の再構築を図るために、家族の
状況や課題等に応じたカウンセリングを通じて，こども，親，家族，
親族等に対して総合的な支援を行う 

児童相談所 

 
  イ 一時保護所の機能及び体制の強化 

一時保護所については，現在，中央児童相談所（鹿児島市）及び大島児童相談所（奄美市）に設置
しており，今後とも一時保護した児童の心身の安定化を図り，安心感を持って生活できるよう，必要
な環境整備や人員配置等に努めていきます。 

また，必要に応じ，一時保護委託を活用し，適切な一時保護を図ります。 
 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

一時保護所の管理運営 
及び一時保護委託の実
施 

一時保護を必要とする子どもを適切な環境において保護するた
めの一時保護所の管理運営及び一時保護委託の実施 

子ども福祉課 
児童相談所 

一時保護所の機能及び
体制の充実 

・（令和元年８月に発生した死亡事例の検証報告書の提案内容や） 
一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づ
き，老朽・狭隘化が顕著である中央児童相談所の一時保護所を
建替え 

・第三者等による一時保護業務に対する評価の実施 
・一時保護施設の設備及び運営に関する基準条例に基づき，一時保

護所の環境整備及び体制の充実 
・一時保護の適正性の確保や手続きの透明化の確保のため，一時保

護開示の判断に関する司法審査を導入 

子ども福祉課 
児童相談所 
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施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 

医療・食・教育で格差のない社会づくり 
《現状及び課題》  

国が 2023（令和５）年 12 月に策定した「こども大綱」において，「こどもの貧困を解消し，貧困による
困難を，こどもたちが強いられることがないような社会をつくる」ことが明記されたことを踏まえ，2024
（令和６）年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正され，法律の題名に「貧困の解消」が
入り，「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」とされました。 

改正法は，子どもの貧困の解消に向けた対策の基本理念として，①子どもの現在の貧困を解消するととも
に子どもの将来の貧困を防ぐこと，②教育の支援，生活の安定に資するための支援，保護者に対する職業生
活の安定と向上に資するための就労の支援，経済的支援等の施策を，子どもの状況等に応じて包括的かつ早
期に講ずること，③貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びその子どもが大人になるまでの過程の各段
階における支援が切れ目なく行われることなどを示しています。 

貧困と格差はこどもやその家族の幸せな状態を損ね，人生における選択可能性を制約し，ひいては社会の
安定と持続性の低下にもつながります。このため，貧困と格差の解消を図ることは，良好な成育環境を確保
し，全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにするための前提であり，全ての子ども施策の基盤
となります。 

本県における生活保護世帯の子どもの数は，2022（令和４）年は 2,777 人であり，被保護人員全体の約１
割を占めています（図表− 73）。生活保護世帯の子どもの中学卒業後及び高等学校卒業後の進学率は，県全
体の進学率に比べ，低くなっています（図表− 74）。また，高等学校等中退率は，県全体に比べ高くなって
いる状況です（図表− 75）。 

「かごしま子ども調査」によると，収入の低い水準の世帯やひとり親世帯は，必要とする食料や衣服を買
えなかった経験や，子どもの学習意欲に応えられなかった経験がその他の世帯と比較して高い傾向にありま
す。（図表−82，図表−83） 

一方で，子ども食堂などの居場所の利用によって生じた「友だちが増えた」などの前向きな変化は，収入
の水準が低い世帯で顕著となっています。（図表−84） 

県子ども・子育て支援会議に設置した「子どもの生活支援対策部会」においても，「子ども食堂を入り口
として，様々な支援の取組と繋げていくことが必要」などの意見が出されたところです。 

本県の子ども・若者の現在と将来が，生まれ育った環境によって左右されることがないよう，貧困と格差
の解消を図り，全ての子ども・若者が，安全で安心して過ごすことができる多くの居場所を持ち，様々な学
びや体験活動等の機会を得ることを通じて，自己肯定感や自己有用感を高め，幸せな状態で成長し，尊厳が
重んじられ，自分らしく社会生活を営むことができるように取り組む必要があります。 

このため，教育の機会均等を保障するための教育の支援，生活の安定に資するための支援，保護者に対す
る職業生活の安定と向上に資するための就労の支援，経済的支援を，子ども・若者のライフステージに応じ
て切れ目なく適切に提供する必要があります。 
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《施策目標及び具体的施策》 

教育の支援 
  ア 幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上 

年齢や発達に合わせた質の高い幼児教育・保育環境は，子どもたちの健全な育ちや家庭における親
の子育て環境に大きな影響を与えることから，幼稚園・保育所・認定こども園の充実は，貧困の世代
間連鎖を断ち切ることにもつながります。子どもたちの将来が，その生まれ育った家庭の事情に左右
されてしまう場合が少なくない現状を踏まえ，幼児教育・保育の無償化の着実な実施と質の高い幼児
教育・保育の確保に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

幼児教育・保育の無償
化 

・３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳までの住民
税非課税世帯の子どもについて，幼児教育・保育の利用料を無償
化 

・各施設において実費徴収を行うこととされている食事の提供に
要する費用及び日用品，文房具等の購入に要する費用等につい 
て，低所得世帯を対象に費用の一部を補助 

子育て支援課 

保育士や幼稚園教諭等
の資質の向上 

・幼稚園等がそれぞれの特色に応じた幼児教育の実施に向け，各種
研修会などの研修を充実させ，教諭・保育教諭・保育士の資質向
上を図る。 

・教育と保育の一体的提供などについての研修の実施により，各種
認定こども園の保育教諭等の質の向上を図る。  

子育て支援課 
義務教育課 

保育士等のキャリアア
ップの促進 

一定の経験年数を有するリーダー的な役割を担う保育士等に対
し，キャリアアップ研修を実施し，専門性の向上を図り保育の質を
高めるとともに，当該研修の修了が加算要件とされる処遇改善等
加算Ⅱによる保育士等の処遇改善を図る。 

子育て支援課 

幼稚園教諭及び保育士
等の賃金改善 

国の制度に基づく私学助成及び施設型給付費等により幼稚園教
諭及び保育士等の賃金改善を促進 子育て支援課 

魅力ある保育環境の構
築 

保育人材の確保や職場環境の改善，国の処遇改善等の制度の活
用等に課題を抱える施設等に対し，専門家による指導・助言を行う
など，保育士のよりよい職場環境づくりを目指す  

子育て支援課  

幼小接続の促進 
・各種研修会での幼小接続に係る指導の推進 
・各種調査等での幼小接続に係る実態把握と指導 
・市町村で開催される幼保小連携研修会等への支援 

子育て支援課 
義務教育課 

 

  イ 地域に開かれた子どもの貧困対策のプラットフォームとしての学校指導・運営体制の構築 
家庭の状況にかかわらず，学ぶ意欲と能力のある全ての子どもが質の高い教育を受け，能力・可能

性を最大限伸ばしてそれぞれの夢に挑戦できるよう，学習環境の整備や確かな学力の育成を図ります。 
また，学校を地域に開かれたプラットフォームと位置付けて，スクールソーシャルワーカーやスク

ールカウンセラーが機能する体制づくりを推進し，貧困世帯の子どもたちを早期の段階で生活支援や
福祉制度につなげていきます。 



第５章 − 施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 
― 基本施策 (4) 医療・食・教育で格差のない社会づくり 

 185 / 262 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

確かな学力の育成 

・児童生徒の学力・学習状況を鹿児島学力・学習状況調査などの客
観的な調査に基づき的確に把握し，本県の実態に応じた学力向
上策の推進 

・児童生徒の基礎的・基本的な知識及び技能と思考力，判断力，表
現力，主体的に学習に取り組む態度等を育成する観点から，ＩＣ
Ｔの利活用を含め，学習者が主体となる「主体的・対話的で深い
学び」の視点からの授業改善や学校全体での学力向上に向けた
組織的な取組の推進 

・困難を乗り越え，ものごとを成し遂げる力や自己肯定感などのい
わゆる非認知能力も含めて，時代を切り拓く児童生徒に求めら
れる資質能力の育成 

義務教育課 

県立高校学力育成支援 生徒の学力と教員の指導力の向上を図る取組の推進 高校教育課 

教育相談，関係機関と
の連携 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用
した貧困対策に係る相談・支援体制の充実及び福祉関係機関等と
の連携強化 

義務教育課 
高校教育課 

 

  ウ 高等学校等における修学継続のための支援 
高校中退を防止することは，将来の貧困を予防する観点から重要であり，スクールソーシャルワー

カー等による指導・相談体制の充実を図るとともに，高校中退者の学び直しを支援します。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

教育相談，関係機関と
の連携 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用
した貧困対策に係る相談・支援体制の充実及び福祉関係機関等と
の連携強化 

義務教育課 
高校教育課 

高校等で学び直す者に
対する支援 

高校等中退者が高等学校等に再入学して学び直す場合，卒業す
るまで（最長２年間）高等学校等就学支援金相当額を支給 

総務福利課 
学事法制課 

 

  エ 大学等進学に対する教育機会の提供 
経済的な理由によって大学等への進学を断念することがないよう，また，意欲と能力のある学生等

が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるよう，奨学金を貸与します。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

高校生・大学生等に対
する奨学金の貸与 

・学力及び人物が優れているのにも関わらず，経済的理由により修
学が困難な生徒に対し，奨学金を貸与 

・大学等進学に係る経済的負担の軽減を図るため，奨学金を貸与 
総務福利課 

 

  オ 特に配慮を要する子どもへの支援 
児童養護施設等で暮らす子どもたちの学習環境の整備や学習指導等の充実を促進するとともに，幼

稚園等における特別支援教育の推進を図ります。また，外国人の子どもの就学の促進と日本語指導が
必要な子どもへの支援に努めます。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

学習指導の強化 
児童養護施設等で暮らす児童の個々の学力・態様に応じた学習

環境を整え，進学に対する学習指導やスポーツ・ダンス等表現活動
により情緒を安定させ児童の自立を支援する学習指導を促進 

子ども福祉課 

就学援助制度等の実施 

・小・中学校に在籍する児童生徒が経済的理由によって就学困難な
場合，その保護者に対し，市町村が学用品費，学校給食費や修学
旅行費など，就学に必要な経費を援助 

・特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等に在籍する幼児児
童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため，学用品費，学校
給食費や交通費など，就学に必要な経費を援助  

義務教育課 
保健体育課 
特別支援教育課 

私立幼稚園等の特別支
援教育の推進 

障害のある幼児を就園させている私立の幼稚園，幼保連携型認
定こども園に対する，特別支援教育を行う上で必要な教育費の補
助 

子育て支援課 

外国人の子どもへの就
学案内の徹底 

外国人の子供の就学機会の確保に向け，市町村との連携を図り，
未就学者の情報把握をした上で，県内在住外国人に対する就学の
ための必要な情報提供を行う。 

義務教育課 

日本語指導体制の充実 
・日本語教室を設置している学校への教員配置の充実 
・小中学校における日本語指導が必要な外国人児童生徒，高等学

校における外国人生徒に対する学習環境の整備 

教職員課 
義務教育課 
高校教育課 

外国人生徒への進学・
就職の支援 

・外国人生徒を対象とした高等学校の入学試験などのガイダンス
の充実 

・高等学校及び大学・短大・専門学校など様々な学校への進学や就
職などの進路実現に向けたキャリア教育の支援 

義務教育課 
高校教育課 

 

  カ 教育費負担の軽減 
経済的な理由で，子どもたちが夢をあきらめることがないよう，教育の機会均等を保障するため，

教育費負担の軽減を図ります。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

就学援助制度等の実施 

・小・中学校に在籍する児童生徒が経済的理由によって就学困難な
場合，その保護者に対し，市町村が学用品費，学校給食費や修学
旅行費など，就学に必要な経費を援助 

・特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等に在籍する幼児児
童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため，学用品費，学校
給食費や交通費など，就学に必要な経費を援助  

義務教育課 
保健体育課 
特別支援教育課 

奨学のための給付金 
授業料以外の教育費負担を軽減するため，高校生等がいる所得

要件を満たす世帯に対して，奨学のための給付金を支給 
高校教育課 
学事法制課 

生活福祉資金（教育支
援資金）の貸付 

低所得者世帯の子どもが高等学校，大学又は高等専門学校に就
学するために必要な経費の貸付 

社会福祉課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

生活保護世帯への進学
費用等の負担軽減 

・生活保護制度による教育扶助（学校給食費等）を支給 
・生活保護世帯の子どもが，高等学校等に進学する際には，入学 

料，入学考査料等を支給 
・生活保護世帯の高校生の就労収入のうち，本人の大学等の進学費

用に充てられる場合，収入として認定しない。 
・生活保護世帯の子どもが，大学等進学後も引き続き，同居して通

学している場合は，大学等に通学している間に限り，その子ども
の分の住宅扶助額を減額しない。 

社会福祉課 

進学準備給付金の支給 
生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援するため，大学

等に進学した際に，新生活の立ち上げ費用として一時金を支給 
社会福祉課 

母子父子寡婦福祉資金
の貸付 

ひとり親家庭の母又は父等の経済的自立の助成と生活意欲の助
長を図り，併せて，これらの児童等の福祉を増進するための資金を
貸付 

子ども福祉課 

県立高校生に対する通 
学費の支援 

県立高校における教育に係る経済的負担の軽減を図るため，高 
額な通学費を負担している生徒に対して通学費の一部を支援 

高校教育課 

 

  キ 地域における学習支援等 
地域による学習支援等の促進等を図るとともに，生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援や地域に

おける子どもの居場所となる子ども食堂への支援に取り組みます。 
学習支援の場も含め子どもの居場所づくりを推進するため，学識経験者や教育・福祉の関係機関等

による協議会を設置し，情報交換や意見交換等を行います。 
フリースクール等に通う子どもたちへの支援については，「こどもの居場所に関する実態調査」の

結果も踏まえその支援のあり方について検討します。 
 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

生活困窮世帯の子ども
の学習支援 

生活困窮者（注52）世帯等の子どもに対して，学習支援（日々の学
習の習慣づけ，授業等のフォローアップ，高校進学支援，高校中退
防止等）を実施 

社会福祉課 

生活困窮世帯の子ど
も・その保護者に対す
る生活支援 

・生活困窮者世帯等の子ども・その保護者に対して，生活習慣・
育成環境の改善（居場所づくり，生活習慣の形成・改善支援，
小学生等の家庭に対する巡回支援の強化等）を実施 

・教育及び就労に関する支援（進路を考えるきっかけづくりに資
する情報提供，関係機関との連携による多様な進路選択に向け
た助言）を実施 

社会福祉課 

                                                
（注52）就労の状況，心身の状況，地域社会との関係性その他の事情により，現に経済的に困窮し，最低限度の生活を維持するこ

とができなくなるおそれのある者 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども食堂への支援 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アドバ

イザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者による

地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を支

援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営による子ども・
若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機関・
団体と連携・協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 

子どもの居場所づくり 
の推進 

学識経験者や教育・福祉の関係機関等による協議会を設置し， 
子どもの居場所づくりに関する情報交換や意見交換等を実施 子ども福祉課 

フリースクール等に通
う子どもたちへの支援 

「こどもの居場所に関する実態調査」の結果も踏まえ，フリー
スクール等に通う子どもたちへの支援の在り方について検討 

子ども福祉課 

 

  ク その他の教育支援 
子どもの入館料等無料化を通じて，多様な体験活動の機会の提供などに努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

多様な体験活動の機会
の提供 

・県立青少年社会教育施設において，様々な状況下にある子ども
を対象に，自己肯定感の向上，生活習慣の改善等につながる多
様な体験活動の場を提供 

・南北 600km の県土を有する鹿児島の各地の特色ある歴史や伝
統，文化，地域の特性などをフィールドワーク等を通して，鹿
児島県を丸ごと理解し，郷土鹿児島の素晴らしさに気付き，誇
りをもつとともに，郷土を愛する態度を育み，地域の発展に貢
献しようとする青少年を育成 

社会教育課 

子どもの入館料等無料
化 

子どもたちが鹿児島の自然，歴史，文化などに触れる機会を増や
し，郷土についての学びを深め，ふるさとを愛する心を育むため，
県有の常設展示施設における土・日・祝日の県内在住の小・中・高
校生（18 歳以下）の入館・入園料を無料化する。 

青少年男女共同参画課 

進路保障の取組の推進 
子どもの置かれている現状や進路に関わる課題を踏まえ，子ど

も一人ひとりの育ちを全力でつなぐ進路保障の取組について，教
職員等に対し理解と認識を深める研修を実施する。 

人権同和教育課 
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生活の安定に資するための支援 
  ア 親の妊娠・出産期，子どもの乳幼児期における支援 

貧困世帯では複合的で多様な課題を抱えており，世帯の生活や子どもを支える総合的な取組が求め
られているほか，家庭内の課題を早期に把握し，適切な支援につなぐ必要性が指摘されています。ま
た，社会的孤立に陥ることがないよう，親の妊娠・出産期からの相談支援の充実を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

産後ケアなど，妊産婦
等の心身のケアへの取
組の推進 

・市町村が行う妊産婦健診，産前・産後サポート事業，産後ケア
事業など，産前産後の支援の充実及び妊産婦のメンタルヘルス
に関するネットワーク体制の構築 

・市町村が行う産婦健診において，産後のメンタルヘルスの観点
から要支援産婦を把握し，関係機関と連携した支援体制の推進 

・保健所ごとに支援調整会議を開催し，産前産後から子育て期を
通じた切れ目ない継続的な支援の推進 

・若年妊婦や特定妊婦の把握及び支援，妊産婦健診の未受診者へ
の受診の勧奨等を推進 

・産後ケア事業の更なる取組の推進等に向け，各市町村の実態に
応じた広域的な連携支援を行い，市町村の体制整備を支援 

・妊婦と父親になる男性が共に，産前・産後の女性の心身の変化
を含めた妊娠・出産への理解を深め，共に子育てに取り組める
よう両親学級等の取組を推進 

・出産や子育てに悩む父親に対する支援体制の整備 

子育て支援課 
保健所 

乳児家庭全戸訪問事業 
の推進 

生後４か月までの乳児のいる家庭の全戸訪問により，乳児家庭
の孤立化を防ぎ，乳児の健全な育成環境を確保 

子ども福祉課 

利用者支援の実施促進 
子ども又はその保護者の身近な場所で，教育・保育・保健その他

の子育て支援の情報提供及び必要に応じて相談・助言等を行うと
ともに，関係機関との連絡調整等を行う利用者支援の実施促進 

子ども政策課 
子育て支援課 

養育支援訪問事業の推
進 

子育てに不安や孤立感等を抱える家庭や様々な原因で養育支援
が必要な家庭に対し，保健師等による指導・助言等の実施 

子ども福祉課 

「こども家庭センタ
ー」の設置促進 

「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」
の設立の意義や機能は維持した上で，組織を見直し，すべての妊産
婦，子育て世帯，こどもへ一体的に支援を行う機能を有する機関で
ある「こども家庭センター」の市町村における設置を促進するた
め，研修会の開催や助言等の支援を実施 

子ども政策課 
子育て支援課 
子ども福祉課 

妊娠・出産等に関する
相談体制の充実 

・予期せぬ妊娠を含む思春期から更年期にかけての健康に関する
悩みについての電話相談やメール相談等を実施する女性健康支
援センター「専門相談窓口」，保健所「一般相談窓口」を設置
し対応 

・予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等に対するＳＮＳ
等を活用した相談窓口「かごぷれホットライン」による相談対
応や医学的・科学的に正しい知識の普及啓発 

子育て支援課 

困難な問題を抱える女
性への支援 

困難な問題を抱える女性に対する相談・保護や女性自立支援施
設への入所措置などの支援を実施 

男女共同参画室 
女性相談支援センター 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

ひとり親家庭等への支
援 

県母子寡婦福祉連合会と連携し，ひとり親家庭等に対し，生活援
助等を行う家庭生活支援員の派遣や，法律の専門家による相談等
の支援を実施 

子ども福祉課 

相談・指導・助言の実施 
子育て及び児童全般に係る問題やひとり親家庭における生活一

般や就業についての相談・指導・助言の実施 
子ども福祉課 

 

  イ 保護者の生活支援 
さまざまな課題を抱える生活困窮者に対し，包括的な支援を実施するとともに，保育等の確保など

の取組により，保護者の育児負担の軽減を図ります。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

生活困窮者の自立支援 

・自立相談支援機関（注53）において，生活困窮者から相談を受け，
抱えている課題を評価・分析の上，自立支援計画（注54）を作成
し，それに基づき，各種支援を包括的に実施 

・離職等により住居を失った又はそのおそれの高い生活困窮者に
対し，安定的に就職活動を行うことができるよう有期で家賃相
当額を支給 

・シェルター（注55）退所者等に対し，入所に当たっての支援や居宅
における一定期間の訪問による見守り生活支援を行う。 

・家計に問題を抱える生活困窮者の早期の生活再生に向けて，家
計管理能力の向上や滞納の解消，債務整理に関する支援を実施 

社会福祉課 

生活保護費の支給と自
立支援 

生活保護世帯について，保護費の支給により最低限度の生活を
保障するとともに，生活指導や就労支援等により自立を助長する。 

社会福祉課 

ファミリー・サポート・
センターの設置促進  

子育てを地域の中で相互援助するファミリー・サポート・セン 
ターの設置促進  子ども政策課 

ひとり親家庭等に対す
る日常生活の支援 

ひとり親家庭等において，修学や疾病などにより，家事援助，保
育等のサービスが必要となった際の家庭生活支援員の派遣 

子ども福祉課 

                                                
（注53）生活困窮者からの相談に応じ必要な情報の提供や助言等を行い，包括的な支援を実施する機関 
（注54）生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め，本人の置かれている状況や本人の意思を十分に確認した上

で，支援の種類及び内容等を記載したもの。 
（注55）シェルターは，ホームレスに対して緊急一時的な宿泊場所を提供することにより，健康状態の悪化を防止し，その自立を

支援することを目的として運営される。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

保育等の確保 

・保育所等の整備促進 
・昼間保護者がいない家庭における小学校就学児童の健全な育成

を図るために放課後児童クラブの設置促進 
・放課後児童対策パッケージに基づく放課後児童クラブと放課後

子ども教室との連携促進 
・家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合

や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要
な場合に行う子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイラ
イトステイ）の実施促進 

・家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児
について，主として昼間において，幼稚園，保育所，その他の
場所で一時的に預かり，必要な保護を行う一時預かり事業の実
施促進 

・全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにか
かわらない形での支援を強化するため，就労要件を問わず時間
単位で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業の実施促進 

子ども政策課 
子育て支援課 
 

 
  ウ 子どもの生活支援 

生活困窮世帯の子どもたちの学習・生活支援を行うとともに，社会的養育が必要な子どもたちへの
生活支援を図ります。また，子ども食堂への支援や食育の推進に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

生活困窮世帯の子ど
も・その保護者に対す
る生活支援 

・生活困窮者世帯等の子ども・その保護者に対して，生活習慣・
育成環境の改善（居場所づくり，生活習慣の形成・改善支援，
小学生等の家庭に対する巡回支援の強化等）を実施 

・教育及び就労に関する支援（進路を考えるきっかけづくりに資
する情報提供，関係機関との連携による多様な進路選択に向け
た助言）を実施 

社会福祉課 

里親制度の普及・啓発
等 

・児童相談所や里親支援センターを中心に，里親制度の普及・啓発
についての広報活動を実施し，新規開拓を推進 

・専門里親等に，ファミリーホームへの移行を働きかけることによ
り，ファミリーホームの開設を促進 

子ども福祉課 
児童相談所 

子どもの成長過程に応
じた望ましい食生活習
慣の定着 

・市町村と連携し乳幼児健診等における食育に関する保護者への
情報提供 

・母子保健関係者への食育に関する情報提供 
・思春期のやせや肥満，望ましい食生活の在り方等を含めた思春期 

の教育 

子育て支援課 
保健所 
保健体育課 

・食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせ，食に関
する自己管理能力を育成 

・学校給食を活用した食に関する指導を推進 
・地域の特性を生かした農業体験学習の取組 
・「早寝早起き朝ごはん」等，家庭や地域への基本的な生活習慣に

関する意識啓発のための取組の推進 

保健体育課 
義務教育課 
社会教育課 

「保育所保育指針」，「保育所における食事の提供ガイドライン」
等の活用により，保育所等における食育を推進 

子育て支援課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども食堂への支援 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アドバ

イザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者による

地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を支

援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営による子ども・
若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機関・
団体と連携・協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 

子どもの居場所づくり 
の推進 

学識経験者や教育・福祉の関係機関等による協議会を設置し， 
子どもの居場所づくりに関する情報交換や意見交換等を実施 子ども福祉課 

フリースクール等に通
う子どもたちへの支援 

「こどもの居場所に関する実態調査」の結果も踏まえ，フリース
クール等に通う子どもたちへの支援の在り方について検討 

子ども福祉課 

 

  エ 子どもの就労支援 
生活困窮世帯の子どもたちに対する進路選択や将来の就職に向けた相談等の支援や児童養護施設

等で暮らす子どもたちの自立に向けた支援，若年者の職業的自立に向けた就労支援に取り組みます。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

生活困窮世帯の子ど
も・その保護者に対す
る生活支援 

・生活困窮者世帯等の子ども・その保護者に対して，生活習慣・
育成環境の改善（居場所づくり，生活習慣の形成・改善支援，
小学生等の家庭に対する巡回支援の強化等）を実施 

・教育及び就労に関する支援（進路を考えるきっかけづくりに資
する情報提供，関係機関との連携による多様な進路選択に向け
た助言）を実施 

社会福祉課 

自立に向けた継続的養
育の支援 

・児童養護施設等で暮らす児童の進学や就労に際して，自立生活能
力を向上させるため 18 歳以降の措置延長を活用 

・自立援助ホーム等の充実及び連携 
・社会的養護経験者等の孤立を防ぎ，必要な支援に適切につなぐ自

立支援拠点の設置・運営 

子ども福祉課 

 
職業的自立に向けた就
労支援 
 

・フリーター等を含む若年者の就職促進のため，企業での実践的な
職業訓練を設定し，企業ニーズに即応した人材を育成 

・地域若者サポートステーションにおいて，学校卒業若しくは中途
退学又は離職後，一定期間無業の状態にある者や働くことに悩
みを抱えている者の職業的自立を支援 

雇用労政課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

職業的自立に向けた就
労支援 

・フリーター等を含む若年者の就職支援のため，若者就職サポート
センターにおける職業適性診断・指導，カウンセリング，各種支
援セミナーなどを実施 

産業人材確保・移住促
進課 
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  オ 住宅に関する支援 
住宅困窮度の高い子育て世帯やひとり親家庭の住宅確保の支援に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

県営住宅入居における
当選倍率優遇方式の実
施 

県営住宅の入居において，ひとり親世帯，子育て世帯（未就学児
を持つ世帯）及び多子世帯（18 歳未満の子が３人以上いる世帯）
に対する当選倍率優遇方式の実施 

住宅政策室 

子育て世帯等を受け入
れる民間賃貸住宅の登
録・情報発信 

子育て世帯を含む住宅確保要配慮世帯の居住の安定の確保を図
るため，住宅確保要配慮者を受け入れる民間賃貸住宅（空き家の活
用を含む。）の登録・情報発信 

住宅政策室 

県営住宅における家賃
の減免 

県営住宅の入居者及び入居しようとする者で，収入が著しく低
額な者に対し，関係法令に基づき家賃の減免を実施 

住宅政策室 

生活困窮者の自立支援 

・自立相談支援機関において，生活困窮者から相談を受け，抱え
ている課題を評価・分析の上，自立支援計画を作成し，それに
基づき，各種支援を包括的に実施 

・離職等により住居を失った又はそのおそれの高い生活困窮者に
対し，安定的に就職活動を行うことができるよう有期で家賃相
当額を支給 

・シェルター退所者等に対し，入所に当たっての支援や居宅にお
ける一定期間の訪問による見守り生活支援を行う。 

社会福祉課 

母子父子寡婦福祉資金
の貸付 

ひとり親家庭の母又は父等の経済的自立の助成と生活意欲の助
長を図り，併せて，これらの児童等の福祉を増進するための資金を
貸付 

子ども福祉課 

 

  カ 児童養護施設退所者等に関する支援 
家庭復帰する子どもへの支援や児童養護施設退所者等に対するアフターケアなどの支援に取り組

みます。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

代替養育を受けている
子どもの家庭復帰に向
けた支援 

・家庭復帰に向けた親子関係の再構築支援の実施 
・要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関との連携による，

子どもの安全確認や必要な支援の実施 

子ども福祉課 
児童相談所 

アフターケアの充実 
児童養護施設退所者等に対し，里親支援専門相談員や職業指導

員による措置解除後の児童の状況確認や相談等アフターケアの充
実を促進 

子ども福祉課 

子どもの成長や就労の
支援 

・児童養護施設等を退所した子どもが，就職やアパート等賃借の
際に，施設長等が身元保証人となる場合の保険料補助を実施 

・児童養護施設等を退所後すぐに就業する者又は大学等において
高等教育を受ける者等に対し，安定した生活基盤を築くための
支援や就職に必要な資格取得のための支援を実施 

・就労のため，20 歳を超えて児童養護施設や里親宅，ファミリー
ホーム等に引き続き居住する者を支援するため，居住費や生活
費等の支援を実施 

子ども福祉課 
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  キ 支援体制の強化 
市町村の取組への支援や社会的養護の体制整備，生活困窮者自立支援制度とひとり親家庭向けの施

策の連携の推進，相談職員の資質の向上などを図ります。 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

市町村の取組の支援 

・市町村が実施する産後ケア，産婦健康診査及び産前・産後サポー
ト事業並びに新生児訪問指導，乳児家庭全戸訪問及び養育支援
訪問事業に対する支援 

・母子保健関係者の質の向上及び活動推進のための妊娠・出産・育
児支援に関する研修の実施 

・こども家庭センターの設置促進 

子ども政策課 
子育て支援課 
保健所 

児童養護施設等の小規
模かつ地域分散化及び
多機能化・機能転換の
促進 

・施設の新築や改築，増築の際には，小規模かつ地域分散化された
施設の設置を優先 

・既存ユニットについては多機能化・機能転換に向けて活用を促進 
子ども福祉課 

里親支援の充実 

・児童相談所や里親支援センターを中心とした，包括的な里親支
援の推進 

・里親支援専門相談員の資質向上や関係機関との情報共有を図る
ため連絡会議を開催 

・里親支援を行うため，児童養護施設等における里親支援専門相
談員の配置を促進 

・レスパイト・ケア（注56）や里親サロン等による相談により，里親
の負担を軽減 

・里親やファミリーホームに養育を委託している子どもに対する
心のケアなど専門職員によるサポートを実施 

子ども福祉課 
児童相談所 

「子ども虐待防止ネッ
トワーク会議」の開催 

児童虐待の未然防止等のため，児童相談所及び関係機関が円滑
な連携・協力を図ることを目的に，福祉，保健，医療，学校，警察
等の関係機関が児童虐待の現状や課題等について，意見交換等を
実施 

子ども福祉課 
児童相談所 

「子どもＳＯＳ地域連
絡会議」の開催 

各地域振興局・支庁単位で，要保護児童対策地域協議会の運営主
体である市町村や関係機関と児童相談所が各地域内における役割
の明確化と相互の連携・協力体制の確立を図るため，児童虐待の対
応等について，情報交換や研修等を実施 

子ども福祉課 
児童相談所 

子どもを守る地域ネッ
トワーク機能強化事業 

要保護児童対策地域協議会の調整機関職員等の専門性強化と関
係機関の連携強化を図る取組 

子ども福祉課 

児童家庭支援センター
の運営に対する支援 

社会福祉法人等による児童家庭支援センターの設置運営に対す
る支援 

子ども福祉課 

児童相談所の人員体制
の強化 

政令で定められた配置標準に基づく児童福祉司等の配置，弁護
士，医師の配置等による支援・相談体制の整備 

児童虐待防止対策や児童虐待発生時における児童相談所と県警
との連携強化のため，児童相談所へ警察官を配置 

子ども福祉課 
児童相談所 

児童相談所の職員の資
質向上，専門性の確保 

児童福祉司任用前講習会等の義務研修の実施，児童福祉司を対
象とした研修の実施，民間研修機関等の実施する各種研修の受講 

子ども福祉課 
児童相談所 

                                                
（注56）委託児童を養育している里親家庭及びファミリーホームが，一時的な休息を必要とする場合に，乳児院，児童養護施設等

又は他の里親を活用して当該児童の養育を行うこと。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

児童相談所の業務の見
直し 

介入的業務を行う職員と保護者支援を行う職員を分離する措置
等の実施，第三者等による児童相談所業務に対する評価の実施，民
間委託等の検討 

子ども福祉課 
児童相談所 

マイナンバーの利用に
よる各種手続きの負担
軽減 

児童扶養手当等に係る各種手続きにおいて，町村における公簿
等による確認やマイナンバーによる情報連携を活用した添付書類
の省略を推進 

子ども福祉課 

生活困窮者自立支援制
度とひとり親家庭向け
の施策の連携の推進 

生活困窮者自立支援事業の支援員等と，ひとり親家庭の相談に
対応する母子・父子自立支援員等との連携等により，各種支援に適
切につなげる体制の充実を図る。 

社会福祉課 

相談職員の資質の向上 

・生活困窮者自立支援制度における相談員等の質を確保するため，
自立相談支援機関の支援員向けの研修を実施 

・生活保護世帯への支援については，支援に当たる職員の資質の向
上を図るため，ケースワーカー等に対する研修を実施 

社会福祉課 

ひとり親家庭の交流促
進 

ひとり親家庭内の親子や家庭間の交流を促進するため，イベン
トや研修を実施 

子ども福祉課 

ヤングケアラーへの支
援体制の整備及び支援 

・ヤングケアラーの支援体制を構築するために，関係職員等向けの
研修会を実施 

・関係機関と支援者団体等のつなぎ役となるコーディネーターの
配置 

・気軽に悩みや経験などを共有することができる場としてのオン
ラインサロンの設置・運営 

子ども福祉課 

 

保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 
  ア 職業生活の安定と向上のための支援 

職業生活の安定と向上のため，保護者が仕事と両立して安心して子どもを育てられる職場環境づく
りの促進に取り組みます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

仕事と生活の両立がし
やすい職場環境づくり
の促進 

男女ともに仕事と生活の両立がしやすい職場環境づくりを推進
するため，広報誌「労働かごしま」の発行や働き方改革推進セミナ
ー等の開催，労働問題相談員による相談対応を通じた，働き方の見
直しや関係法令，各種助成制度の周知・啓発 

雇用労政課 

企業経営者・管理職等
の意識改革や職場風土
改革 

企業経営者等を対象としたフォーラムの開催や，アドバイザー
の派遣，ジェンダー平等に積極的に取り組む企業の表彰等を実施 

男女共同参画室 

 
  イ ひとり親に対する就労支援 

ひとり親家庭に対し，それぞれの置かれている状況に応じ，ハローワークと連携した就労支援や家
庭生活支援による日常生活の支援など，きめ細やかな支援を図ります。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

経済的自立に向けた就
労支援 

若者就職サポートセンターにおける職業適性診断・指導やカウ
ンセリング，各種支援セミナーなどを実施 

産業人材確保・移住促
進課 

ひとり親家庭等に対す
る職業訓練 

就労経験がない又は就労経験に乏しいひとり親家庭の母又は父
等に対して，準備講習付きの職業訓練を実施 

雇用労政課 

ひとり親家庭等に対す
る就業・自立への支援 

・ハローワークとの連携によるひとり親家庭の母又は父等に対す
る就業相談を実施 

・ひとり親家庭の母又は父の就業を促進するため，職業能力開発
のための講座受講料の一部を支給 

・就職の際に有利でありかつ生活の安定に資する資格の取得を促
進するため，看護師等の資格取得のための養成機関で６月以上
修業する際に給付金を支給するとともに，養成機関への入学準
備金及び資格取得後の就職準備金の貸付を実施 

・地域の実情に応じ，就業に結びつく可能性の高い技能，資格を
習得するための就業支援講習会を開催 

子ども福祉課 

一時預かり等の支援 

・家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合
や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要
な場合に行う子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライ
トステイ）の実施促進 

子ども政策課 
 

ひとり親家庭等に対す
る日常生活の支援 

ひとり親家庭等において，修学や疾病などにより，家事援助，保
育等のサービスが必要となった際の家庭生活支援員の派遣 

子ども福祉課 

ひとり親家庭への親の
学び直しの支援 

生活保護を受給しているひとり親家庭の親が，高等学校等に進
学する場合には，一定の要件の下，就学にかかる費用（高等学校等
就学費）を支給する。 

社会福祉課 

生活困窮者自立支援制
度とひとり親家庭向け
の施策の連携の推進 

生活困窮者自立支援事業の支援員等と，ひとり親家庭の相談に
対応する母子・父子自立支援員等との連携等により，各種支援に適
切につなげる体制の充実を図る。 

社会福祉課 

乳児等通園支援事業
（こども誰でも通園制
度） 

全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにか
かわらない形での支援を強化するため，就労要件を問わず時間単
位で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業の実施促進 

子育て支援課 

 
  ウ ふたり親世帯を含む困窮世帯等への就労支援 

ふたり親世帯を含む困窮世帯等に対し，一人ひとりのキャリアや経験等に応じ，ハローワークと連
携した就労支援やスキルアップのための各種講習会の開催，自立に向けた資格取得の支援などを図り
ます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

生活保護費の支給と自
立支援 

生活保護世帯について，保護費の支給により最低限度の生活を
保障するとともに，生活指導や就労支援等により自立を助長する。 

社会福祉課 

経済的自立に向けた就
労支援 

若者就職サポートセンターにおける職業適性診断・指導やカウ
ンセリング，各種支援セミナ−などを実施 

産業人材確保・移住促
進課 

生活困窮者に対する就
労及び就労準備の支援 

生活困窮者に対して，一般就労に向けた個別支援を行うほか，就
労に向けた準備としての基礎能力の形成を図るための支援を実施 

社会福祉課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

生活保護受給者への就
労支援 

・就労支援員による支援や，ハローワークと連携した支援，就労
準備段階の者への支援等を実施する。 

・積極的に求職活動に取り組む者への就労活動促進費の支給や安
定した職業に就いたこと等により保護を脱却した場合の就労自
立給付金の支給を行う。 

社会福祉課 

 

経済的支援 
  ア 経済的支援 

貧困状態にある子どもたちや親にとって，経済的支援は，親の健康状態や就労状況にかかわらず世
帯の日々の生活を安定させる観点から，大変重要です。 

子どもの貧困対策として，就労や生活，教育に係る様々な取組を進めていく上で，子どもの育ちに
影響を与える家庭環境としては，親の働き方や子どもとの関わり方等の要素も大きいことも踏まえな
がら，世帯の状況や所得に応じた，各種手当や給付・貸付制度等の活用により，世帯の生活の経済的
基盤に対する支援を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

児童手当の支給 
高校生年代（18 歳到達後の最初の年度末まで）の児童のいる世

帯への手当の支給 
子ども政策課 

児童扶養手当の支給 
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し，児童の福祉の増

進を図るため，父又は母と生計を同一としていない児童を監護又
は養育する者に対する手当を支給 

子ども福祉課 

ひとり親家庭の養育費
の確保支援 

弁護士，司法書士等の専門家による無料法律相談等を実施し，面
会交流や養育費の確保に関する相談等に応じるなどきめ細やかな
相談体制を整備 

子ども福祉課 

就学援助制度等の実施 

・小・中学校に在籍する児童生徒が経済的理由によって就学困難な
場合，その保護者に対し，市町村が学用品費，学校給食費や修学
旅行費など，就学に必要な経費を援助 

・特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等に在籍する幼児児
童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため，学用品費，学校
給食費や交通費など，就学に必要な経費を援助 

義務教育課 
保健体育課 
特別支援教育課 

奨学のための給付金 
授業料以外の教育費負担を軽減するため，高校生等がいる所得

要件を満たす世帯に対して，奨学のための給付金を支給 
高校教育課 
学事法制課 

高校生・大学生等に対
する奨学金の貸与 

・学力及び人物が優れているのにも関わらず，経済的理由により
修学が困難な生徒に対し，奨学金を貸与 

・大学等進学に係る経済的負担の軽減を図るため，奨学金を貸与 
総務福利課 

幼児教育・保育の無償
化 

・３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳までの住民
税非課税世帯の子どもについて，幼児教育・保育の利用料を無償
化 

・各施設において実費徴収を行うこととされている食事の提供に
要する費用及び日用品，文房具等の購入に要する費用等につい 
て，低所得世帯を対象に費用の一部を補助 

子育て支援課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

県営住宅における家賃
の減免 

県営住宅の入居者及び入居しようとする者で，収入が著しく低
額な者に対し，関係法令に基づき家賃の減免を実施 

住宅政策室 

ひとり親家庭等に対す
る医療費助成 

ひとり親家庭等に医療費の助成を行う市町村を支援 子育て支援課 

子ども医療費助成制度 

・子育て期にある家庭の乳幼児に係る医療費の経済的負担を軽減
することにより，乳幼児の健康の保持増進を図るため，乳幼児
医療費の助成を行う市町村を支援 

・経済的理由により受診を控えることによる症状の重篤化を防ぐ
ため，住民税非課税世帯の高校生までを対象に医療機関等にお
ける窓口負担をなくす子ども医療給付を行う市町村を支援 

子育て支援課 

母子父子寡婦福祉資金
の貸付 

ひとり親家庭の母又は父等の経済的自立の助成と生活意欲の助
長を図り，併せて，これらの児童等の福祉を増進するための資金を
貸付 

子ども福祉課 

たすけあい資金の貸付 
県母子寡婦福祉連合会が，ひとり親の緊急な出費に対処するた

め，生活資金等一時的に必要とする小口資金を貸付 
子ども福祉課 

生活福祉資金（教育支
援資金）の貸付 

低所得者世帯の子どもが高等学校，大学又は高等専門学校に就
学するために必要な経費の貸付 

社会福祉課 

進学準備給付金の支給 
生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援するため，大学

等に進学した際に，新生活の立ち上げ費用として一時金を支給 
社会福祉課 

生活保護費の支給と自
立支援 

生活保護世帯について，保護費の支給により最低限度の生活を
保障するとともに，生活指導や就労支援等により自立を助長する。 

社会福祉課 

生活保護世帯への進学
費用等の負担軽減 

・生活保護制度による教育扶助（学校給食費等）を支給 
・生活保護世帯の子どもが，高等学校等に進学する際には，入学

料，入学考査料等を支給 
・生活保護世帯の高校生の就労収入のうち，本人の大学等の進学費

用に充てられる場合は，収入として認定しない。 
・生活保護世帯の子どもが，大学等進学後も引き続き，同居して通

学している場合は，大学等に通学している間に限り，その子ども
の分の住宅扶助額を減額しない。 

社会福祉課 

 

施策推進への支援等 
  ア 地域における施策推進への支援 

子どもの貧困対策を効果的に推進するためには，教育分野，福祉分野等の地域における多様な関係
者等の連携・協力を得つつ，地域の実情に即した施策に取り組むことが重要となります。このために
は，県民の幅広い理解の下，子どもを社会全体で支援する気運の醸成を図るとともに，市町村におけ
る子どもの貧困対策計画の策定を促進する必要があります。 

また，国が実施する子どもの貧困実態等を把握するための調査研究及び子どもの貧困に関する指標
に関する調査研究を通じて，地域における子どもの貧困の状況に関する地域別データを把握・提供す
るとともに，これらの調査研究やデータに基づいた計画の策定や施策の推進も必要となります。 

子どもの貧困に関する県民の理解促進，市町村における子どもの貧困対策計画の策定等に対する支
援，国による調査研究を踏まえた施策の推進に取り組みます。  
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子どもの貧困に関する
県民の理解促進 

子ども食堂への支援に関する県政出前セミナーや関係者に対す
る研修会等の実施 

子ども福祉課 

貧困にかかわらず，全ての子どもが差別や権利の侵害を受ける
ことなく，一人の人間として尊重されるよう，また，子どもの人権
尊重の精神が育まれるよう，あらゆる機会と媒体を活用した啓発
活動の推進 

人権同和対策課 

子どもの生活支援対策
の周知 

リーフレット等を活用して，奨学金を含む行政等が実施してい
る子どもの生活支援対策を分かりやすく周知 

子ども福祉課 

市町村における子ども
の貧困対策計画の策定
等に対する支援 

市町村において，地域の実情や離島といった地理的特性を踏ま
えた計画が策定され，計画に基づく対策が適切に実施されるよう，
説明会の開催や助言等の支援を実施 

子ども福祉課 

施策の実施状況等の検
証 

子ども・子育て支援会議に設けた「子どもの生活支援対策部会」
において，本計画に基づく具体的施策の実施状況や課題等を検証
し，これを踏まえて具体的施策等の見直しや改善に努める。 

子ども福祉課 
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施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 

子どもの居場所づくり 
 
《現状及び課題》 

国が 2023（令和５）年 12 月に策定した「こどもの居場所づくりに関する指針」では，子ども・若者が自
分の居場所を持つことは，自己肯定感や自己有用感に関わるなど，生きる上で不可欠であるとしています。 
 同指針では，① 地域のつながりの希薄化，少子化の進展により，子ども・若者同士が遊び，育ち，学び
合う機会が減少しており，子ども・若者が地域コミュニティの中で育つことが困難になっている。② 児童
虐待の相談対応件数の増加や不登校，いじめ重大事態の発生件数の増加，自殺する子ども・若者の数の増加
など，子ども・若者を取り巻く環境が一層厳しさを増すとともに課題が複雑かつ複合化している。③ 価値
観の多様化やそれを受け入れる文化の広がりに伴い，多様なニーズに応じた多様な居場所が求められるよう
になっているといった背景によって，子どもの居場所づくりの緊急性と重要性が増しているとしています。 
 子どもの居場所づくりについては，様々なニーズや特性を持つ子ども・若者が身近な地域において，各々
のライフステージに応じた居場所を切れ目なく持つことができるよう，子ども・若者の視点に立ち，子ども・
若者の声を聴きながら進めることが重要であり，子ども施策，福祉施策，教育施策など様々な分野の関係者
が連携して取り組む必要があります。 
 「かごしま子ども調査」によると，「ごはんを無料か安く食べることができる場所（子ども食堂など）」や
「勉強を無料でみてくれる場所」について，約４割の子どもが「利用したことがある」または「あれば利用
したい」と回答しており，本県においても，居場所が求められている状況となっています。（図表−83） 

また，居場所の利用によって，多くの子どもに，「友だちが増えた」，「ほっとできる時間が増えた」，「勉
強する時間が増えた」などの前向きな変化が見られており（図表−84），子どもの居場所づくり施策を推進
していくことが重要です。 
 県では，ＮＰＯ等の民間団体と連携し，不登校やひきこもり等の社会生活を営む上で困難を有する子ど
も・若者を対象とした居場所づくりを実施していますが，連携できている団体数は十分でなく，地域に偏り
もあることから，子ども・若者が県内各地域で必要な居場所を持つことができるよう，ＮＰＯ等の民間団体
の活動を促進する必要があります。 
 子ども食堂は，地域のつながりが希薄化する中，困難を抱える子どもたちや親を含め，多世代交流や地域
における居場所確保の機会を提供しており，今後もその役割は大きくなると考えられます。 
 現在，企業・各種団体から子ども食堂への食品等の支援の申出は増加傾向にありますが，食品を県内各地
域で受け取ることができる拠点がなく，各地域に所在する子ども食堂への効率的な配送ができていない状況
です。また，県内の子ども食堂は増加傾向にあることから，子ども食堂が地域において，安定して継続的に
活動できるよう，関係者による地域ネットワークづくりや食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うため
の拠点づくりを支援する必要があります。 
 フリースクール等は，民間の自主性・主体性の下に設置運営されており，運営方針や利用する児童生徒の
実態等に応じて，様々な学習や体験活動等が行われ，学校以外における子どもの居場所になっているなど，
その性格，活動内容等が様々であることから，県内の子どもの居場所となっている施設の実態や不登校児童
生徒の支援ニーズの把握等を行う必要があります。 
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《施策目標及び具体的施策》 

子ども・若者の視点に立った多様な居場所づくり 
  ア ＮＰＯ等の民間団体と連携した居場所づくりの促進 

 子どもの居場所づくりを推進するため，学識経験者や教育・福祉の関係機関等による協議会を設置     
し，情報交換や意見交換等を行います。 

不登校やひきこもり等の子ども・若者を対象としたＮＰＯ等の民間団体の居場所づくりを促進しま
す。 
 また，子ども食堂のさらなる普及を図るため，子ども食堂の新規開設に要する経費の助成などを行
うほか，地域における子ども食堂関係者のネットワークづくりを支援します。 

   
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子どもの居場所づくり 
の推進 

学識経験者や教育・福祉の関係機関等による協議会を設置し，
子どもの居場所づくりに関する情報交換や意見交換等を実施 

子ども福祉課 

ひきこもりに関する支
援体制の整備 

ひきこもり地域支援センターを設置し，ひきこもり状態にある
方等からの相談に対応するとともに，地域の居場所づくりや関係
機関・団体等と連携した支援体制の充実を図る。 

障害福祉課 

障害児通所支援の推進 
 

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援に
係る経費の一部を負担 障害福祉課 

地域子育て支援拠点の
設置促進 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行い，子育てについての
相談，情報提供などを行う地域子育て支援拠点の設置を促進 子ども政策課 

新たな子ども・子育て
支援施策への支援 

地域の実情に応じた市町村の取組を促進するため，推奨事業や
創意工夫等による新たな子ども・子育て施策に取り組む市町村を
支援 

子ども政策課 

放課後児童クラブの設
置及び開設日・開所時
間の延長の促進 

・昼間保護者がいない家庭における小学校就学児童の放課後等の
健全な育成を図るために放課後児童クラブの設置及び開設日・
開所時間の延長について，国の補助制度による開所加算制度の
積極的な活用を促進し，放課後児童クラブの運営費への補助を
実施 

・多様な民間サービスの参入促進 

子育て支援課 

放課後児童クラブの受
け皿確保 

待機児童解消のため，国の補助制度を活用し，放課後児童クラ
ブの新設・改築や学校の空き教室・既存の保育所等の空き施設で
の開所を支援 

子育て支援課 

放課後児童対策推進委
員会の開催 

放課後子ども教室との連携を促進するなど，教育委員会と福祉
部局の連携をはじめ放課後児童対策の総合的な在り方を検討する
ための推進委員会を開催 

子育て支援課 
子ども福祉課 

放課後児童支援員等の
確保及び資質向上 

・放課後児童支援員の有資格者を養成するため，国の基準等を踏
まえた研修科目や研修時間等による認定資格研修を実施 

・放課後児童支援員及び補助員の資質の向上を図るため，必要な
知識や技能等を習得するための研修を実施 

子育て支援課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

放課後児童クラブにお
ける障害児の受入 

・障害児の受入れに必要となる専門的知識等を有する放課後児童
支援員等を配置するため，国の補助制度を活用し，放課後児童ク
ラブの経費への補助を実施 

・障害児の受入れに必要となる専門的知識及び技術の習得等を図
るため，放課後児童支援員及び補助員等を対象にした現任研修
の実施 

子育て支援課 

放課後児童クラブの保
護者負担の軽減 

保護者負担金の軽減を図るため，国の補助制度を活用し，放課
後児童クラブの運営費への補助を実施 子育て支援課 

放課後児童支援員等の
賃金改善 

放課後児童支援員等に対し，国の補助制度を活用し，処遇改善
等加算による処遇改善を実施 子育て支援課 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営による子ども・
若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機関・
団体と連携・協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 

子ども食堂への支援 

・子ども食堂の新規開設に要する経費を助成 
・子ども食堂の新規開設や運営をサポートする「子ども食堂アド

バイザー」を派遣 
・子ども食堂，支援企業・団体，社会福祉協議会等の関係者によ

る地域ネットワークづくりを支援 
・食材等の受入れ，配達，保管等を地域で行うための拠点整備を

支援 
・子ども食堂と支援企業・団体とのマッチングを支援 

子ども福祉課 

不登校や問題行動等に
対する学校等における
取組の推進 

・小中連携による情報交換の充実 
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用

した不登校や問題行動等に係る児童生徒，保護者を対象とした
相談・指導体制，支援施策の充実 

義務教育課 
高校教育課 

 
  イ フリースクール等に通う子どもたちへの支援 

「こどもの居場所に関する実態調査」の結果も踏まえ，フリースクール等に通う子どもたちへの支 
援の在り方について検討します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子どもの居場所づくり 
の推進 

学識経験者や教育・福祉の関係機関等による協議会を設置し， 
子どもの居場所づくりに関する情報交換や意見交換等を実施 

子ども福祉課 

フリースクール等に通
う子どもたちへの支援 

「こどもの居場所に関する実態調査」の結果も踏まえ，フリー
スクール等に通う子どもたちへの支援の在り方について検討 子ども福祉課 
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施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立支援 
《現状及び課題》  

2020（令和２）年の国勢調査によると，本県における母子家庭の７割以上，父子家庭の６割以上に中学生
以下の子どもがいますが，「かごしま子ども調査」によれば，ひとり親家庭の内，特に母子家庭は所得が低
い割合が高く，就労形態をみると母子家庭の母親については，正規雇用の割合が高いとの結果が出ており，
また，父子家庭は二人親家庭の父親に比べ，正規雇用の割合が低いとの結果が出ています（図表− 61，図
表− 78，図表− 79，図表− 80）。 

このため，母子家庭及び父子家庭や，かつて母子家庭として 20 歳未満の児童を扶養していた寡婦を含め，
子育てや就業，経済面での支援等を通じて，自立を支援していくことが必要です。 

《施策目標及び具体的施策》 

子育て支援や生活支援策の推進 
母子家庭の母及び父子家庭の父等が，安心して子育てをしながら生活できるよう，生活一般について

の相談指導や，家事援助，保育等のサービスの提供，公営住宅の積極的な活用等を推進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

県営住宅入居における
当選倍率優遇方式の実
施 

県営住宅の入居において，ひとり親世帯，子育て世帯（未就学
児を持つ世帯）及び多子世帯（18 歳未満の子が３人以上いる世
帯）に対する当選倍率優遇方式の実施 

住宅政策室 

相談・指導・助言の実施 
子育て及び児童全般に係る問題やひとり親家庭における生活一

般や就業についての相談・指導・助言の実施 子ども福祉課 

ひとり親家庭等に対す
る日常生活の支援 

ひとり親家庭等において，修学や疾病などにより，家事援助，保
育等のサービスが必要となった際の家庭生活支援員の派遣 

子ども福祉課 

ひとり親家庭の交流促
進 

ひとり親家庭内の親子や家庭間の交流を促進するため，イベン
トや研修を実施 子ども福祉課 

子どもの生活支援対策
の周知 

リーフレット等を活用して，奨学金を含む行政等が実施してい 
る子どもの生活支援対策を分かりやすく周知 

子ども福祉課 

 

就業支援策の推進 
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が安定した雇用を確保し，自立した生活をすることができるよう，

職業能力向上のための訓練，就職に有利な資格取得の支援を実施するなど，就業面での支援体制の整備
を推進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

ひとり親家庭等に対す
る職業訓練 

就労経験がない又は就労経験に乏しいひとり親家庭の母又は父
等に対して，準備講習付きの職業訓練を実施 

雇用労政課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

ひとり親家庭等に対す
る就業・自立への支援 

・ハローワークとの連携によるひとり親家庭の母又は父等に対す
る就業相談を実施 

・ひとり親家庭の母又は父の就業を促進するため，職業能力開発
のための講座受講料の一部を支給 

・就職の際に有利でありかつ生活の安定に資する資格の取得を促
進するため，看護師等の資格取得のための養成機関で６月以上
修業する際に給付金を支給するとともに，養成機関への入学準
備金及び資格取得後の就職準備金の貸付を実施 

・地域の実情に応じ，就業に結びつく可能性の高い技能，資格を
習得するための就業支援講習会を開催 

子ども福祉課 

相談・指導・助言の実施 
子育て及び児童全般に係る問題やひとり親家庭における生活一

般や就業についての相談・指導・助言の実施 
子ども福祉課 

 

養育費の確保支援の推進 
母子家庭及び父子家庭が養育費を確保できるよう，専門家による相談体制を整備し，養育費の取り決

めの促進等を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

養育費の確保支援 
弁護士，司法書士等の専門家による無料法律相談等を実施し，面

会交流や養育費の確保に関する相談等に応じるなどきめ細やかな
相談体制を整備 

子ども福祉課 

 

経済的支援策の推進 
母子家庭・父子家庭等の健康を保持し，生活の安定を図るため医療費の助成を行うとともに，児童扶

養手当の支給や母子父子寡婦福祉資金の貸付により，経済的支援を推進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

ひとり親家庭等に対す
る医療費助成 

ひとり親家庭等に医療費の助成を行う市町村を支援 子育て支援課 

児童扶養手当の支給 
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し，児童の福祉の増

進を図るため，父又は母と生計を同一としていない児童を監護又
は養育する者に対する手当を支給 

子ども福祉課 

母子父子寡婦福祉資金
の貸付 

ひとり親家庭の母又は父及び寡婦の経済的自立の助成と生活意
欲の助長を図り，併せて，これらの児童等の福祉を増進するための
資金を貸付 

子ども福祉課 

たすけあい資金の貸付 
県母子寡婦福祉連合会がひとり親の緊急な出費に対処するた

め，生活資金等一時的に必要とする小口資金を貸付 
子ども福祉課 

幼児教育・保育の無償
化 

・３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳までの住民
税非課税世帯の子どもについて，利用料を無償化 

・各施設において実費徴収を行うこととされている食事の提供に
要する費用及び日用品，文房具等の購入に要する費用等につい
て，低所得世帯を対象に費用の一部を補助 

子育て支援課 
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施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 

子ども・若者を育てる環境づくりの推進 
《現状及び課題》 

近年，スマートフォンなど様々な情報通信端末やＳＮＳなどのサービスの急速な普及，子どものインター
ネット利用の低年齢化が進む中，子どもの健やかな成長を著しく阻害する有害情報も氾濫し，子ども・若者
が犯罪の被害者や加害者となる深刻な問題が発生しており，その形態は，多様化・深刻化しています。 

子どもたちが，流通する情報を的確に選択する能力の向上を図るとともに，家庭，学校，警察，関係業界
及び地域の関係機関・団体等が相互に協力しながら，地域が一体となって有害情報の発信者に対する自主
的・主体的な取組を働きかけていくことが必要となります。 

子ども・若者が，自らの発達の程度に応じて，心身の健康，性に関する正しい知識を得て，ＳＯＳを出し
たり，セルフケアをしたり，自らに合ったサポートを受けたりできるよう，学校や保健所等において，医療
関係者等の協力を得ながら，性と健康に関する教育や普及啓発・相談支援を進める必要があります。 

また，10 代の人工妊娠中絶や性感染症などに対して引き続き取組を推進し，子どもたちの性に関する正
しい理解と知識の啓発を図ることが成人期に向けても必要となります。 

小中高生の自殺者数が全国的に増加傾向にあり，危機的な状況となっています。誰も自殺に追い込まれる
ことのないよう，子ども・若者への自殺対策に取り組む必要があります。 

《施策目標及び具体的施策》 

子どもを取り巻く有害環境対策の推進 
  ア 有害環境浄化活動の推進 

家庭，学校，警察，関係業界及び地域の関係機関・団体等と地域住民の緊密な連携を図り，鹿児島
県青少年保護育成条例に規定されている，有害図書等の青少年への販売や貸し付け等の禁止，深夜に
おける興行場等への青少年の立入禁止などの遵守状況の確認・指導を行うための立入調査，インター
ネット上の青少年有害情報フィルタリングソフト及びフィルタリングサービス利用の普及啓発を行
います。 

また，飲酒・喫煙防止活動等を行うとともに，街頭キャンペーンによる啓発活動や不正薬物の排除
により薬物乱用の防止に努め，子どもたちにとって健全な社会環境づくりに努めます。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子どもを取り巻く有害
環境対策の推進 

・非行防止教室を通じた情報モラル教育の実施 
・フィルタリングの普及促進活動 
・サイバーパトロールの実施 
・リーフレット配布及び広報活動の実施による有害サイトに係る

被害防止対策の充実 
・20 歳未満の者の飲酒・喫煙防止活動 
・遊技場等への立入りによる防犯協力依頼の実施 

人身安全・少年課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

青少年環境づくりの推
進 

・「郷土
ふるさと

に学び・育む青少年運動」の推進 
・県青少年保護育成条例の適正な運用 
・青少年保護育成審議会の開催 
・地域振興局及び支庁における青少年環境づくり懇談会の開催 
・書店，レンタルビデオ店，カラオケ，コンビニ，携帯ショッ

プ，図書等自動販売機等に対する立入調査，指導の実施 
・青少年環境情報紙「ヘルシーユースかごしま」の発行 

青少年男女共同参画課 

県民の総力をあげて犯
罪をなくす県民運動の
展開 

・街頭キャンペーン等による万引き防止など防犯意識啓発活動 
・県民運動実施要綱を県内各小・中学校へ配布 
・県民運動広報ポスターを県内各高校へ配布 

くらし共生協働課 
生活安全企画課 

薬物乱用を許さない環
境づくりの促進 

・街頭キャンペーン等による薬物乱用防止啓発活動 
・地域における薬物乱用防止指導員の活動強化 
・無承認無許可医薬品の疑いのある製品の買上検査の実施 

薬務課 

 

子どもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備 
  ア インターネット利用を介した有害情報との接触等の防止 

スマートフォンやＳＮＳを始めとする新たな機器・サービスが急速に普及し，インターネット利用   
の低年齢化や長時間化などの利用環境が一層多様化する中，ＳＮＳ等に起因する犯罪被害やネット上
の誹謗中傷，いじめなどの問題が生じていることから，青少年のインターネット利用を介した有害情
報との接触等を防止します。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

インターネット利用を
介した有害情報との接
触等の防止 

・県青少年保護育成条例に青少年のインターネット利用環境の整
備，携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の書面での
フィルタリングの必要性に関する説明の実施や書面交付義務等
に関する規定を整備し，同規定の遵守状況の確認のため，携帯
ショップ等に対する立入調査を実施 

・青少年が上手に安心してＳＮＳ等を利用することをテーマに作
成した青少年環境情報紙「ヘルシーユースかごしま」を県内の
各学校等に配布することで，フィルタリングの利用促進に努め
る。 

・フィルタリングだけでは防ぐことのできない被害も存在してい
ること等を踏まえ，地域の青少年育成関係者等が青少年問題や
有害環境等について情報交換を行い，相互の連携を深めるため
の「青少年環境づくり懇談会」を各地域振興局・支庁単位で開
催し，ペアレンタルコントロールや家庭でのルールづくり等に
ついての周知と情報共有を図る 

・「ヘルシーユースかごしま」の発行や「郷土（ふるさと）に学
び・育む青少年運動」期間における広報・啓発等により，地域
が一体となった社会環境づくりへの取組を行う。 

青少年男女共同参画課 
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学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 
  ア 性教育，喫煙・飲酒，薬物乱用防止教育の推進 

子どもたちに性についての正しい知識を適切に提供・教育することで，子どもたちが性に関する行
動を自ら考え，自ら決定できる能力を身に付けたり，「いのち」の大切さや相手を思いやる気持ちを
培うことができるよう取組を推進します。 

喫煙・飲酒について，その健康被害に関する正しい知識の提供に努めるとともに，家庭，学校，地
域が一体となってその予防に取り組みます。また，職場や公共の場所における受動喫煙防止対策の普
及促進を図ります。 

薬物の影響・怖さなどを伝える薬物乱用防止教室等を開催し，薬物乱用の防止に努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

正しい性の知識の提供
と子どもたちが自ら決
定できる能力獲得への
取組の推進 

・思春期の子どもたちの身体と心の悩みへの相談に対応 
・男女ともに性や妊娠等に関する医学的・科学的に正しい知識を

身につけ，健康管理を行うよう促すプレコンセプションケアを
推進 

・月経や妊娠等で悩む若年女性等に対するＳＮＳ等を活用した相
談窓口「かごぷれホットライン」による相談対応や医学的・科
学的に正しい知識の普及啓発 

・思春期の子どもたちへの健康教育を実施 
・学校保健及び母子保健関係者の連携やネットワーク構築による

思春期の課題の情報共有と課題への取組の推進 
・エイズ予防普及啓発講演会等による高校生等への普及の推進 

子育て支援課 
感染症対策課 
保健所 

・発達の段階を踏まえた性に関する指導の充実 
・専門家，関係機関等との連携による性に関する指導の充実 保健体育課 

喫煙・飲酒，薬物乱用防
止教育の推進 

・学習指導要領及び児童生徒の発達の段階に応じた喫煙・飲酒・
薬物乱用防止に係る保健指導・授業等の実施 

・学校薬剤師，警察職員，麻薬取締官ＯＢ等，有識者等を講師と
した薬物乱用防止教室の実施 

・学校における喫煙・飲酒・薬物乱用防止に係るポスターや標語
等の作成・掲示 

保健体育課 

ホームページ等を活用した喫煙（受動喫煙を含む。）や飲酒が
健康に及ぼす影響等に関する情報の提供及び望まない受動喫煙を
生じさせることがないよう，喫煙を禁止された場所以外でも周囲
の状況に配慮しなければならない義務についての啓発 

健康増進課 

・中学・高校生に対する薬物乱用防止教育及び大学への出前講座
の実施 

・地域住民に対する薬物乱用防止啓発セミナーの実施 
薬務課 

非行防止教室，薬物乱用防止教室の開催 人身安全・少年課 
 
  イ 思春期の子どもの心のケアに関する支援体制の充実 

欲求・不安・悩み・ストレスへの適切な対処法について，子どもたちへの教育や職員への指導・助
言ができる体制づくりに努めます。 

また，家庭，学校，地域，行政，保健・医療従事者等の関係者や関係機関・団体との連携をさらに
図るとともに，各々の役割等について相互理解を深めることにより，地域社会において思春期の子ど
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もたちを支える環境づくりに努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

ストレス等に対する指
導・助言体制づくりの推
進 

・母子保健関係者への思春期精神保健等に関する知識の普及 
・精神保健福祉センターにおける専門医の配置による相談体制の

充実，相談支援に従事する関係者への研修の実施 
・思春期の子どもを含めた具体的な自殺対策の取組を協議するた

めの「自殺対策連絡協議会」の開催及び自殺予防情報センター
における相談対応など 

・LINE などインターネットを利用して 10 代の自殺対策に取り組
む民間団体の活動への助成 

子育て支援課 
保健所 
精神保健福祉センタ
ー 
障害福祉課 

・学校へのスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー
等の配置による助言・指導体制の充実 

・高等学校への臨床心理士等の派遣，ＳＮＳを活用した相談・通
報，ＳＯＳの出し方に関する教育の実施による相談体制の充実 

義務教育課 
高校教育課 

 

子ども・若者の自殺対策 
  ア 子ども・若者の自殺対策の推進 

誰も自殺に追い込まれることのないよう，子ども・若者への自殺対策に取り組みます。 
 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども・若者の自殺対
策 

令和６年３月に策定した「鹿児島県第２期自殺対策計画」に基
づき，関係課・関係機関と連携し，子ども若者の自殺対策に取り
組む。 

障害福祉課 

インターネット上における自殺予告事案や自殺誘引等情報に係
るプロバイダ等と連携した取組を推進する。 サイバー犯罪対策課 

不登校や問題行動等に
対する学校等における
取組の推進 

様々な課題を抱えるこどもに対し，心理・福祉の専門家である
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の配置を
促進し，学校におけるチームでの教育相談体制の充実を促進す
る。 

義務教育課 
高校教育課 

教育相談，関係機関と
の連携 

こども・若者の利用が多いＳＮＳを活用した相談事業の拡充，
ＳＯＳの出し方教育を含む自殺予防教育の推進，タブレット等を
活用した自殺リスクの早期把握，こどもの自殺危機に対応してい
くチームの構築など，こどもの自殺対策を更に強化する。 

義務教育課 
高校教育課 

ストレス等に対する指
導・助言体制づくりの
推進 

・こどもが自身の心の危機に気付き，身近な信頼できる大人に相
談できる力を培うために，「ＳＯＳの出し方に関する教育」を
少なくとも年に１回実施することを周知徹底する等，自殺予防
教育の確実な実施を進める。 

・１人１台端末等を活用し，こどもの心身の状況把握や教育相談
を実施することは，いじめの早期発見・早期対応を可能とし，
問題が表面化する前から積極的に支援に繋げていく上で重要で
あることから，教育委員会等に対して周知を行うとともに，積
極的な導入を促進する。 

高校教育課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

自殺統計原票の確実な
作成・集計等こどもの
自殺対策の推進 

「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づき，自殺統計原票
の確実な作成・集計を実施 生活安全企画課 

こどもの自殺の要因分
析等 

「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づき，自殺に関する
情報の集約を実施 生活安全企画課 

自殺のおそれある行方
不明者の発見活動の推
進 

行方不明者の生命及び身体の保護を最優先に，関係各部間や関
係機関と連携し，迅速な捜索活動を推進する。 人身安全・少年課 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営による子ども・
若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機
関・団体と連携・協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 
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施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 

子ども・若者の社会的自立の支援 
《現状及び課題》 

不登校やひきこもりなどは，経済的な困窮やいじめ，家族関係など多岐にわたる様々な要因が複合的に絡
み合っています。また，性の多様性についての理解は，十分ではありません。このようなことにより，社会
生活を円滑に営む上での困難を抱える子ども・若者への支援については，子ども・若者が有する問題や置か
れた環境の状況等を的確に捉え，きめ細かに行うことが必要です。 

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども，いわゆるヤングケ
アラーの問題は，ケアが日常化することで学業や友人関係等に支障が出ているにもかかわらず，子ども本人
や家族に自覚がない場合があることから，福祉，教育等の関係者が連携して，早期発見し，必要な支援につ
なげていく必要があります。 

 

《施策目標及び具体的施策》 

不登校・ひきこもり等の子ども・若者への支援 
  ア 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者への支援 

不登校やひきこもりなど社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者のための総合相談
窓口として，かごしま子ども・若者総合相談センター及びひきこもり地域支援センターを運営すると
ともに，子ども・若者支援地域協議会の開催等により，関係機関・民間団体が連携・協力した取組を
進めます。また，県内各地域で子ども・若者への相談支援に取り組むＮＰＯ等の民間団体の活動を促
進し，かごしま子ども・若者総合相談センターや他の相談機関等との連携体制の拡充を図ります。 

さらに，フリーター等を含む若年者の職業的自立に向けた就労支援を図るため，職業訓練や若者就
職サポートセンター（注57），地域若者サポートステーション（注58）における職業適性診断・指導やカウ
ンセリングなどを実施します。 

また，不登校や問題行動等の未然防止，早期発見のため，スクールカウンセラーやスクールソーシ
ャルワーカー等を配置するなど，学校，家庭，関係機関が一体となった取組を推進します。 

なお，不登校の児童生徒は，中学校段階において，入学後の環境の変化，学習内容の量の増加等に
より新規で発生して増加する傾向にあることから，小学校と中学校の緊密な連携を図ります。 

フリースクール等に通う子どもたちへの支援については，「こどもの居場所に関する実態調査」の
結果も踏まえ，支援の在り方について検討します。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども・若者のための
総合相談窓口の運営及
び支援 

・かごしま子ども・若者総合相談センターの運営等による子ど
も・若者の相談対応・支援 

・子ども・若者支援地域協議会の開催等による専門家や関係機
関･団体と連携･協力した子ども・若者の支援 

子ども福祉課 

                                                
（注57） 若者に対し，就職に関するあらゆるサービスをワンストップで一元的に提供し，本県若年者の雇用環境の改善を図る施設 
（注58） 学校卒業若しくは中途退学又は離職後，一定期間無業の状態にある者の職業的自立を支援するための施設 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

子ども・若者のための
相談窓口，訪問支援，居
場所づくりの支援体制
の整備 

・県内各地域で子ども・若者への相談対応事業，訪問支援事業，
居場所の運営事業を開始又は拡充を行う NPO 等の民間団体の
活動を促進し，相談体制の拡充 

・団体の相談支援活動の立ち上げや持続性を支援するためのアド
バイザー派遣や研修会の開催 

子ども福祉課 

子どもの居場所づくり 
の推進 

学識経験者や教育・福祉の関係機関等による協議会を設置し， 
子どもの居場所づくりに関する情報交換や意見交換等を実施 子ども福祉課 

フリースクール等に通
う子どもたちへの支援 

「こどもの居場所に関する実態調査」の結果も踏まえ，フリー
スクールに通う子どもたちへの支援の在り方について検討 子ども福祉課 

ひきこもりに関する支
援体制の整備 

・ひきこもり地域支援センターを設置し，ひきこもり状態にある
方等からの相談に対応するとともに，地域の居場所づくりや関
係機関・団体等と連携した支援体制の充実を図る。 

・リーフレットや HP 等の各種媒体を活用し，ひきこもりに関す
る普及啓発・情報発信を図る。 

・ひきこもり支援に関わる人材育成・資質向上のための研修会等
を実施する。 

障害福祉課 

職業的自立に向けた就
労支援 

・フリーター等を含む若年者の就職促進のため，企業での実践的
な職業訓練を設定し，企業ニーズに即応した人材を育成 

・地域若者サポートステーションにおいて，学校卒業若しくは中
途退学又は離職後，一定期間無業の状態にある者や働くことに
悩みを抱えている者の職業的自立を支援 

雇用労政課 

フリーター等を含む若年者の就職支援のため，若者就職サポー
トセンターにおける職業適性診断・指導，カウンセリング，各種
支援セミナ−などを実施  

産業人材確保・移住促
進課 

・高校へのキャリアガイダンススタッフの配置による就職支援の
充実 

・郷土に愛着を持ち，地域ならではの新しい価値を創造する人材
を育成するため，学校と地域が連携し，地域を題材とした学び
や専門的職業人材育成の実践 

・将来の社会参画の実現に向けて必要な能力や態度の育成を図る
ため，経済団体等との連携による中・高校生のインターンシッ
プや学校への講師派遣等の実践 

高校教育課 

不登校や問題行動等に
対する学校等における
取組の推進 

・小中連携による情報交換の充実 
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用

した不登校や問題行動等に係る児童生徒，保護者を対象とした
相談・指導体制，支援施策の充実 

・学校や関係機関，民間施設等との連携 

義務教育課 
高校教育課 

性的マイノリティに関
する理解と対応の推進 

・性的指向・性自認の多様性に関する理解を深めるため，児童生
徒の発達段階に応じた人権教育の充実を図る。 

・「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制の充
実と個別の事案に応じた適切な支援 

人権同和教育課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「少年サポートセンタ
ー」における立ち直り
支援等の実施 

少年サポートセンターの少年補導職員を中心に、少年相談活動
や街頭補導活動、継続補導等の各種活動を通じて、問題を抱える少
年の早期把握と問題解決のための助言、指導を行うとともに、再び
非行に走る可能性のある少年及びその保護者に対する立ち直り支
援を推進する。 

人身安全・少年課 
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ヤングケアラーへの支援 
  ア ヤングケアラーへの支援体制の整備等 

家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもについては，ケアが日常化することで学業や友
人関係等に支障が出てしまうなど，個人の権利に重大な侵害が生じているにもかかわらず，こども自
身やその家族に自覚がない，周囲が異変に気づいても家族の問題に対してどこまで介入すべきかわか
らないといった理由から，必要な支援につながっていない場合があることから，関係者が連携して，
早期発見・把握し，こどもの意向に寄り添いながら，必要な支援につなげていきます。また，地域の
実情に応じたヤングケアラーに対する理解や気づきにつながる効果的・積極的な広報啓発の実施を検
討していきます。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

ヤングケアラーへの支
援体制の整備及び支援 

・ヤングケアラーの支援体制を構築するために，関係職員等向けの
研修会を実施 

・関係機関と支援者団体等のつなぎ役となるコーディネーターの
配置 

・気軽に悩みや経験などを共有することができる場としてのオン
ラインサロンの設置・運営 

子ども福祉課 

こども家庭センターの
設置促進 

妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して総合的・継
続的に相談支援を提供するこども家庭センターの設置を促進し，
切れ目ない支援を実施 

子ども政策課 
子ども福祉課 

子どもを守る地域ネッ
トワーク機能強化事業 

要保護児童対策地域協議会の調整機関職員等の専門性強化と関
係機関との連携強化を図る取組を実施 子ども福祉課 

人権教育の充実 

「児童の権利に関する条約」及び「こども基本法」を踏まえ児童
生徒の権利等の理解促進や児童生徒が安心して学べる学習環境づ
くりなど，児童生徒の権利利益の擁護を図るとともに，子どもの権
利を含む人権教育の一層の推進を図る。 

人権同和教育課 

 

③ 非行防止と自立支援 
  ア 青少年の非行防止 

学校や警察等の地域の関係機関・団体との連携により，子ども・若者の非行防止や，非行・犯罪に  
及んだ子ども・若者とその家族への相談支援，自立支援を推進します。 

 
具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

非行防止活動の推進 

少年補導委員等による街頭補導や県内の少年補導センター等を
中心として健全な青少年を育成する人材の確保に努めるととも
に，広報啓発資料の配布等により地域における青少年問題に対す
る関心を深め，学校をはじめとした関係機関・団体等と連携して
社会全体に対する意識啓発を図ることにより，青少年の非行防止
を図る。 

青少年男女共同参画課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

非行防止と立ち直り支
援 

県内における令和４年中の刑法犯再犯者中，少年の再犯者数は
39 人と前年より３人減少したが，令和５年中における少年の再犯
者数は 44 人に増加しており，非行が修学からの離脱を助長し，又
は復学を妨げる要因となっているとの指摘もあることなどから，
保護観察所や少年鑑別所等をはじめとした国の機関や，警察，学校
などの関係機関，保護司をはじめとした更生保護関係の民間団体
等と連携し，非行少年に対する支援や適切な指導等の実施に取り
組むことにより，青少年の非行防止を図るとともに，非行をした人
たちの更生について理解を深め，犯罪や非行をした人が再び犯罪
や非行をしないようにその立ち直りを支え，安全で安心な明るい
地域社会を築く。 

青少年男女共同参画課 

生徒指導アドバイザー
の派遣 

・こどもの非行防止に当たっては、警察官等を外部講師として招
き、地域の非行情勢や非行要因等についてこどもに情報発信を
する非行防止教育等の実施が有効であることから、関係機関と
も連携しながら，少年非行情勢に直結・即応した非行防止教室を
実施するなど，非行防止教育等の推進を図る。 

・学校警察連絡協議会，学校警察連絡制度等により，学校や警察等
の地域の関係機関等の連携を図る。 

・こどもの命や安全を守ることを最優先にするため，犯罪行為とし
て取り扱われるべきいじめなどは，直ちに警察に相談・通報を行
い、適切な援助を求めなければならないことから，その旨を教育
委員会等に対して周知するとともに，各種研修等の機会を捉え
て学校現場への周知徹底を図る。 

義務教育課 
高校教育課 

スクールサポーターの
活用等による学校等関
係機関・団体との連携
の推進 

学校警察連絡制度，スクールサポーター制度の充実により，学校
における児童・生徒の非行防止等を推進する。 

人身安全・少年課 

「少年サポートセンタ
ー」における立ち直り
支援等の実施 

少年サポートセンターの少年補導職員を中心に，少年相談活動
や街頭補導活動、継続補導等の各種活動を通じて，問題を抱える少
年の早期把握と問題解決のための助言、指導を行うとともに，再び
非行に走る可能性のある少年及びその保護者に対する立ち直り支
援を推進する。 

人身安全・少年課 
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施策の方向 ４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 

社会的養育の充実・強化 
《現状及び課題》 

県社会的養育推進計画に基づき，子どもが家庭において健やかに養育されるよう，保護者を支援すること
を原則とした上で，家庭における養育が困難又は適当でない場合には，里親等への委託や施設入所等の措置
を行う必要があります。 

《施策目標及び具体的施策》 

代替養育体制の充実 
  ア 里親等への委託の推進 

里親制度の普及・啓発や里親等への支援などを図り，家庭での養育に欠ける子どもに対し，家庭に
おける養育環境と同様の養育環境を提供し，その健全な育成が図られるよう努めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

里親制度の普及・啓発
等 

・児童相談所や里親支援センターを中心に，里親制度の普及・啓発
についての広報活動を実施し，新規開拓を推進 

・専門里親等に，ファミリーホームへの移行を働きかけることによ
り，ファミリーホームの開設を促進 

子ども福祉課 
児童相談所 

里親支援の充実 

・児童相談所や里親支援センターを中心とした，包括的な里親支
援の推進 

・里親支援専門相談員の資質向上や関係機関との情報共有を図る
ため連絡会議を開催 

・里親支援を行うため，児童養護施設等における里親支援専門相
談員の配置を促進 

・レスパイト・ケア（注59）や里親サロン等による相談により，里親
の負担を軽減 

・里親やファミリーホームに養育を委託している子どもに対する
心のケアなど専門職員によるサポートを実施 

子ども福祉課 
児童相談所 

 
  イ 児童養護施設等の機能の充実 

子どものプライバシーに配慮した生活環境や学習環境等の整備を促進するとともに，より家庭的な
環境の中での専門的なケアや自立支援が行えるよう，施設の状況に即した児童養護施設及び乳児院の
小規模かつ地域分散化及び多機能化・機能転換に向けた取組を促進します。 

また，施設における職業指導員等の活用により，適切な職業観の形成や生活技術の取得等，自立す
る力を身につける養育が行われるよう支援します。 

 
 
 

                                                
（注 59）委託児童を養育している里親家庭及びファミリーホームが，一時的な休息を必要とする場合に，乳児院，児童養護施設    

等又は他の里親を活用して当該児童の養育を行うこと。 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

施設の小規模かつ地域
分散化及び多機能化・
機能転換の促進 

・施設の新築や改築，増築の際には，小規模かつ地域分散化され
た施設の設置を優先 

・既存ユニットについては多機能化・機能転換に向けて活用を促
進 

子ども福祉課 

施設の専門性の向上 
・施設職員の専門性の向上のため，各種研修内容の充実 
・児童の処遇アセスメントの見直し及び施設の地域支援機能強化

のため，全ての施設に心理担当職員の配置を促進 
子ども福祉課 

学習指導の強化 
個々の学力・態様に応じた学習環境を整え，進学に対する学習指

導やスポーツ・ダンス等表現活動により情緒を安定させ児童の自
立を支援する学習指導を促進 

子ども福祉課 

就労支援の充実 
・施設における職業指導員の配置を促進 
・職業指導員による児童の適性，能力等に応じた職業選択に関す

る助言，情報の提供 
子ども福祉課 

自立に向けた継続的養
育の支援 

・進学や就労に際して，自立生活能力を向上させるため 18 歳以
降の措置延長を活用 

・自立援助ホーム等の充実及び連携 
・社会的養護経験者等の孤立を防ぎ，必要な支援に適切につなぐ

自立支援拠点の設置・運営 

子ども福祉課 

アフターケアの充実 
里親支援専門相談員や職業指導員による措置解除後の児童の状

況確認や相談等アフターケアの充実を促進 
子ども福祉課 

 
 
  ウ 子どもの権利擁護体制構築 

児童相談所の支援の対象となるすべての子どもに対し，施設等での生活における悩みや不満，
措置の内容に関する意見等を関係機関に対し，表明することを支援します。 

  

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

社会的養護に係る子ど
もに対する意見表明等
のための支援 

・児童相談所が行う措置や児童福祉施設等における処遇について，
子ども自らが意見を表明できるよう体制を構築 

・子どもの権利や権利擁護に関する周知啓発 
・子どもの申立てに応じ，県社会福祉審議会児童福祉専門分科会

において，調査審議・意見具申等を実施 

子ども福祉課 
児童相談所 
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施策の方向 ５ ライフスタイルに合わせた働き方ができる社会づくり 

良好な雇用環境の整備とワーク・ライフ・バランスの推進 
《現状及び課題》 

結婚や子育てを行う上においては，仕事と生活の両立を図る必要がありますが，長時間労働は全体的に減
少傾向にあるものの，子育て期にある 30 代及び 40 代の男性で長時間労働を行う人の割合は依然として高
い水準にあり，働き方の見直しが必要になっています（図表− 45，図表− 47）。 

本県におけるワーク・ライフ・バランスに取り組む企業は増加しており，本県は，全国と比較して労働時
間が長い状況にありましたが，全国平均並みとなりつつあります。今後とも，長時間労働の是正や経営者・
管理職の意識改革，男性の育児休業取得促進，女性の就業継続に向けた環境整備など，仕事と生活の調和の
実現のための働き方の見直しを更に推進していく必要があります（図表− 35）。 

また，仕事と生活の両立には，職場の理解と協力が必要です。県民意識調査によると，子育ての支援のた
めに，企業に整備してほしい制度として，「フレックスタイム制度の導入」や「妊娠中，育児中の勤務時間
の短縮」，「育児休業中の収入補填」という回答が多くなっています（図表− 55）。 

このため，働き方改革や仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業の登録・紹介，育児の日の普及
促進，経営者・管理者等を対象とした意識改革等を通じて，仕事と生活の両立に向けた広報・啓発に努め，
良好な雇用環境の整備とワーク・ライフ・バランスの推進に努めます。 

《施策目標及び具体的施策》 

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 
  ア 仕事と生活の調和実現に向けた普及啓発 

「かごしま『働き方改革』推進企業」及び「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企
業」の認定・紹介や「育児の日」の普及促進，経営者・管理職等を対象とした意識改革等を通じて，
仕事と生活の調和実現に向けた広報・啓発に努め，職場を優先する意識や慣行の見直しを図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

仕事と生活の両立がし
やすい職場環境づくり
の促進 

男女ともに仕事と生活の両立がしやすい職場環境づくりを推進
するため，広報誌「労働かごしま」の発行や働き方改革推進セミナ
ー等の開催，労働問題相談員による相談対応を通じた，働き方の見
直しや関係法令，各種助成制度の周知・啓発 

雇用労政課 

「かごしま子育て応援
企業」の登録・紹介 

従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を
「かごしま子育て応援企業」として登録・紹介し，県内企業の子育
て支援に対する自主的な取組を促進 

雇用労政課 

「かごしま『働き方改
革』推進企業」の認定・
紹介 

長時間労働の是正，柔軟な働き方がしやすい環境整備など，働き
方改革に取り組む企業を「かごしま『働き方改革』推進企業」とし
て認定・紹介し，県内企業の積極的な取組を促進 

雇用労政課 

「かごしま『働き方改
革プラス共働き・共育
て』推進企業」の認定・
紹介 

「かごしま『働き方改革』推進企業」認定制度の認定基準のうち，
「育児と仕事の両立促進」に特に尽力している県内企業を「かごし
ま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」として認定・紹
介し，県内企業の共働き・共育てへの積極的な取組を促進 

雇用労政課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「育児の日」の普及促
進 

妊婦及び子どものいる世帯を地域全体で応援する気運の醸成に
資するとともに，仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）について考える契機となるよう，「育児の日」を普及促進 

子ども政策課 

「育児の日」協力企業
の登録・紹介 

「育児の日」に，ノー残業デーや年休取得促進日を設定するなど
の取組を行う企業について「育児の日」協力企業として登録するな
ど，ワーク・ライフ・バランスの促進を図ることにより，職場にお
ける子育てしやすい環境づくりを促進 

子ども政策課 

男性の家事・育児参画
促進 

「育児の日」フォーラムの開催や，ワーク・ライフ・バランス等
についての企業などへの周知などにより，男性（父親）の積極的な
家事・育児参画を促進 

子ども政策課 

企業の管理職等を対象にしたセミナーの開催や企業へのアドバ
イザーの派遣等の実施 

男女共同参画室 

ライフデザインの意識
啓発・情報提供 

若い世代が結婚，妊娠・出産，子育て，仕事に関する不安を期待
に転換し，様々なライフイベントに積極的に対応できるよう，必要
な知識を学び，ライフプランについて考える機会を提供 

子ども政策課 

「鹿児島県女性活躍推
進宣言企業」の登録・紹
介 

女性が働きやすい環境づくり，環境整備，制度の導入，登用や採
用目標などについて，それぞれの状況に応じた取組を宣言する企
業を「鹿児島県女性活躍推進宣言企業」として登録・紹介 

男女共同参画室 

企業経営者・管理職等
の意識改革や職場風土
改革 

企業経営者等を対象としたフォーラムの開催や，アドバイザー
の派遣，ジェンダー平等に積極的に取り組む企業の表彰等を実施 男女共同参画室 

女性のキャリア形成の
支援 

女性のスキル向上やネットワーク構築に関する各種セミナーや
交流会の開催 

男女共同参画室 
男女共同参画センター 

県建設工事入札参加資
格の格付における技術
事項等評価点数への加
点 

県が発注する建設工事の入札参加資格の取得を希望する建設業
者が，次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を
策定・届出している場合，技術事項等評価点数に加点 

監理課 
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施策の方向 ５ ライフスタイルに合わせた働き方ができる社会づくり 

仕事と子育ての両立のための環境整備の促進 
《現状及び課題》 

本県における就業している女性の数（15〜64 歳）は年々増加していますが，共働き世帯が増加する中で，
就労の継続を希望しながらも，仕事と子育ての両立が困難であるとの理由により，出産を機に退職する女性
が少なからず存在しています（図表− 38，図表− 42）。 

また，本県における 2021（令和３）年の男性の家事・育児関連時間は前回の平成 28 年時の調査よりも増
加し，全国平均を上回っていますが，依然として家庭責任の多くを女性が担っている現状にあります（図表
− 43，図表− 47）。 

このため，広報誌やセミナーを通じた啓発による育児の日の普及に取り組むとともに，男性の育児休業取
得促進など，男性の積極的な家事・子育てへの主体的な参画の促進や，女性の就労継続に向けた環境を整え
ていき，共働き・共育ての推進に取り組んでいきます。 

併せて，保育所や認定こども園等の整備促進による待機児童の解消を図るほか，子どもを持つ親の多様な
働き方にも対応できる保育サービスの充実等の取組を促進し，仕事と子育ての両立のための環境整備をより
一層進めます。 

《施策目標及び具体的施策》 

仕事と子育ての両立のための環境整備 
  ア 子育てと仕事を両立させやすい環境づくり 

親が安心して仕事と子育ての両立ができるようにするため，地域の実情に応じて，認定こども園や
放課後児童クラブなどの整備を促進します。また，様々な保育ニーズに対応するため，保育サービス
の充実等の取組を促進します。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

保育所及び認定こども
園の整備促進 

多様な保育ニーズに対応した保育サービスの確保や待機児童解
消等を図るための保育所等の整備に必要となる国庫補助制度等の
情報提供や利用促進 

子育て支援課 

放課後児童クラブの受 
け皿確保 

待機児童解消のため，国の補助制度を活用し，放課後児童クラブ
の新設・改築や学校の空き教室・既存の保育所等の空き施設での開
所を支援  

子育て支援課 

利用者支援の実施促進 
子ども又はその保護者の身近な場所で，教育・保育・保健その他

の子育て支援の情報提供及び必要に応じて相談・助言等を行うと
ともに，関係機関との連絡調整等を行う利用者支援の実施促進 

子ども政策課 
子育て支援課 

延長保育の実施促進 
保育認定を受けた子どもについて，通常の利用日及び利用時間

以外の日及び時間において，保育所，認定こども園等で保育を行う
延長保育の実施促進 

子育て支援課 

地域子育て支援拠点の
設置促進 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行い，子育てについての
相談，情報提供などを行う地域子育て支援拠点の設置を促進 

子ども政策課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

一時預かり事業の実施
促進 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児
について，主として昼間において，幼稚園，保育所，その他の場所
で一時的に預かり，必要な保護を行う一時預かり事業の実施促進 

子育て支援課 

病児保育の実施促進 
病児について，病院・保育所等に付設された専用スペース等にお

いて，看護師等が一時的に保育等を行う病児保育の実施促進 
子育て支援課 

子育て短期支援の実施
促進 

家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合
や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な
場合に行う短期預かり事業の実施促進 

子ども政策課 

「育児の日」の普及促
進 

妊婦及び子どものいる世帯を地域全体で応援する気運の醸成に
資するとともに，仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）について考える契機となるよう，「育児の日」の普及促進 

子ども政策課 

「育児の日」協力企業
の登録・紹介 

「育児の日」に，ノー残業デーや年休取得促進日を設定するなど
の取組を行う企業について「育児の日」協力企業として登録するな
ど，ワーク・ライフ・バランスの促進を図ることにより，職場にお
ける子育てしやすい環境づくりを促進 

子ども政策課 

ファミリー・サポート・
センターの設置促進 

子育てを地域の中で相互援助するファミリー・サポート・センタ
ーの設置促進 

子ども政策課 

乳児等通園支援事業
（こども誰でも通園制
度） 

全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにか
かわらない形での支援を強化するため，就労要件を問わず時間単
位で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業の実施促進 

子育て支援課 

 

共働き・共育ての推進，男性の家事・子育てへの主体的な参画促進 
  ア 共働き・共育ての推進，男性の家事・子育てへの主体的な参画促進 

夫婦が相互に協力しながら子育てし，それを職場が応援し，地域社会全体で支援する社会をつく
るため，共働き・共育てを推進します。 

男性，女性ともに，希望どおり，気兼ねなく育児休業制度を使えるよう，組織のトップや管理職
の意識を変え，仕事と子育てを両立できる環境づくりを推進します。 

長時間労働の是正や働き方改革を進めるとともに，男性の家事・子育てへの参画を促進すること
により，女性に一方的に負担が偏る状況を解消し，女性と男性がともにキャリアアップと子育てを
両立できる環境整備に努めます。 

 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

「かごしま『働き方改
革プラス共働き・共育
て』推進企業」の認
定・紹介 

「かごしま『働き方改革』推進企業」認定制度の認定基準のう
ち，「育児と仕事の両立促進」に特に尽力している県内企業を
「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」とし
て認定・紹介し，県内企業の共働き・共育てへの積極的な取組を
促進 

雇用労政課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

男性の家事・育児参画
促進 

「育児の日」フォーラムの開催や，ワーク・ライフ・バランス
等についての企業などへの周知などにより，男性（父親）の積極
的な家事・育児参画を促進 

子ども政策課 

企業の管理職等を対象にしたセミナーの開催や企業へのアドバ
イザーの派遣等の実施 

男女共同参画室 

企業経営者・管理職等
の意識改革や職場風土
改革 

企業経営者等を対象としたフォーラムの開催や，アドバイザー
の派遣，ジェンダー平等に積極的に取り組む企業の表彰等を実施 

男女共同参画室 

女性のキャリア形成の
支援 

女性のスキル向上やネットワーク構築に関する各種セミナーや
交流会の開催 

男女共同参画室 
男女共同参画センター 
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施策の方向 ５ ライフスタイルに合わせた働き方ができる社会づくり 

雇用の場の確保 
《現状及び課題》 

少子化の要因の一つである未婚化については，その原因として，若者の雇用形態の不安定さなどからくる
経済的基盤の弱さが指摘されています。 

本県の雇用者（役員を除く）のうち非正規雇用者の割合は，男性が約２割，女性が約５割となっており，
経済的基盤の弱さを克服するには，安定した雇用が必要不可欠です（図表− 31，図表− 33）。 

雇用の創出に当たっては，基幹産業である農林水産業や観光関連産業の更なる振興に取り組むとともに，
技術力の高い製造業や情報関連産業など新たな産業の創出にも取り組み，鹿児島の「稼ぐ力」の向上に向け
た取組も進めていきます。 

また，共働き世帯が増加する中で，就労の継続を希望しながらも，仕事と子育ての両立が困難であるとの
理由により，出産等を機に退職する女性が少なからず存在しています（図表− 38，図表− 42）。 

女性が自らの希望に応じて最大限に能力を発揮し，働くことができるよう，女性の就労継続に向けた雇用
環境を整備する必要があります。 

さらに，本県においては，非正規雇用労働者における女性の割合が高くなっているため，その待遇を改善
するとともに，女性や若者などの多様な働き方の選択肢を広げていく必要があります（図表− 32）。 

《施策目標及び具体的施策》 

県内雇用の確保と創出 
  ア 働く場の創出 

鹿児島にしごとをつくり，安心して働けるようにするため，鹿児島の特性を生かした付加価値の高
い産業の創出や地域産業の競争力強化に取り組むとともに，地域経済に付加価値を生み出す核となる
企業の立地促進や立地企業の成長支援等に取り組むなど，本県の雇用創出力向上を図ります。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

新たな起業家の育成支
援 

新たな雇用の創出や，若者・女性の活躍の場の拡大，地域活性化
を図るため，起業を志す者や起業後間もない事業者に対して，起業
初期の負担軽減などの支援を行うとともに，地域への経済波及効
果が高い事業等の発掘及び育成等を実施 

新産業創出室 

新事業創出に取り組む
中小企業への支援 

新事業創出に取り組む中小企業の事業化・販路拡大までの各段
階に応じた研究開発費の補助や専門家によるコンサルティングな
ど継続的かつ包括的な支援をすることで雇用の確保や地域経済の
活性化を促進 

新産業創出室 

企業立地の促進 

本県の特性を生かした食品関連産業や電子，自動車関連産業を
はじめ今後，成長が見込まれる環境・新エネルギー産業など付加価
値の高い次世代の基幹産業を担う企業の立地促進や立地企業の成
長支援 

産業立地課 
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具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

農林水産業における担
い手の確保・育成 

本県農林水産業を支える担い手の確保・育成を図るため，情報の
提供や各種相談会の実施，現場における研修等を支援 

経営技術課 
森林経営課 
水産振興課 

観光産業の振興 
県内外で開催される大規模イベントや本県の魅力ある観光資源

を生かし，関係団体等と連携しながら国内外からの誘客を促進す
ることにより，観光産業の振興を図る。 

PR 観光課 

 
  イ 県内雇用の促進 

結婚，妊娠・出産，子育ての各段階のいずれにおいても，就労を望む場合に，望むタイミングで望
む働き方ができるという希望がかなう環境を整備することが重要であることから，若年者等に対する
就職支援や，個々人の希望を踏まえた正社員化や処遇改善の促進，子どもを持ちながら働き続けるこ
とができるよう雇用を促進する取組を進めます。 

具体的施策 具体的施策の概要 担当課等 

若年者等に対する就職
支援 

・本県若年者等の就職支援のため，若者就職サポートセンターに
おいて，職業適性診断・指導やカウンセリング，各種支援セミ
ナーなどを実施  

・若年者等の県内企業への就職促進を図るため，経済団体や県内
企業等に対し，県内定着の推進に向けた取組を要請 

・新規学卒者や若年者，ＵＩターン希望者等を対象とした県内企
業合同説明会の開催や，県内企業の求人情報等を発信する就職
情報提供サイトの運営，中高生等を対象とした県内企業等の魅
力を発信するフェアなどを開催 

産業人材確保・移住促
進課 

・高校へのキャリアガイダンススタッフの配置による就職支援の
充実 

・郷土に愛着を持ち，地域ならではの新しい価値を創造する人材
を育成するため，学校と地域が連携し，地域を題材とした学び
や専門的職業人材育成の実践  

・将来の社会参画の実現に向けて必要な能力や態度の育成を図る
ため，経済団体等との連携による中・高校生のインターンシッ
プや学校への講師派遣等の実践 

高校教育課 

実践的かつ専門的な知識，技術，技能を習得した人材の育成と，
その人材の県内定着を図るため，企業等との連携体制を構築し，よ
り実践的な職業教育に取り組む私立専修学校の取組に要する経費
を支援 

学事法制課 
 

女性に対する再就職支
援 

結婚・出産・子育て等により就労を中断し，再就職を希望する女
性を対象に，再就職に必要な知識等の習得のための研修を実施 

雇用労政課 

正社員化，処遇改善の
促進 

・非正規雇用労働者の処遇改善に取り組む事業主に対する各種支
援制度の普及・啓発 

・県立高等技術専門校等における職業訓練の実施 
雇用労政課 

かごしま故郷人財確
保・育成プロジェクト
の推進 

ふるさと鹿児島の人財確保・育成を図るため，これまでの取組に
加え，新たな視点として，中長期的な観点で，鹿児島で働き，暮ら
すことのメリットの啓発や，県内産業の魅力アップ，外国人材を含
む人材確保のための新たな仕組みづくりなどに，関係部局や各地
域振興局・支庁と連携して取り組む。 

産業人材確保・移住促
進課 



第５章 施策の方向 − 0 施策の方向及び基本施策と各計画の関係 

 225 / 262 

施策の方向及び基本施策と各計画の関係 

施策の方向及び基本施策 

こ
ど
も 

次
世
代 

支
援
法 

成
育
医
療 

子
若
計
画 

貧
困
計
画 

母
子
家
庭 

放
課
後 

1 結婚，妊娠・出産の希望を実現できる社会づくり − − − − − − − − 

 
(1) 総合的な結婚支援の推進 〇 〇  〇     
(2) 健やかな妊娠・出産への支援 〇 〇  ○ 〇    
(3) 周産期医療・小児医療の提供体制の確保 〇 〇  ○     

２ 安心して子育てができる社会づくり − − − − − − − − 

 

(1) 社会全体で子育てを応援する気運の醸成 〇 〇  〇 ○    
(2) 地域における子育ての支援 〇 〇 ○ ○ ○   ○ 
(3) 保育士等の人材確保 〇 〇 ○  ○   ○ 
(4) 子育て世代の経済的負担の軽減 〇 〇 ○ 〇 ○   〇 
(5) 子どもが安全で安心して暮らせる地域社会づくり 〇 〇   ○    

３ 子どもの夢や希望を実現する環境づくり − − − − − − − − 

 

(1) 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 〇 〇  ○ ○    
(2) 安全で安心な学校づくり 〇 〇   〇    
(3) 特別支援教育の充実 〇 〇 ○  〇    
(4) 幼児教育の充実 〇 〇 ○      
(5) 郷土教育の推進 〇 〇   ○    
(6) 家庭教育の充実 〇 〇   〇   〇 
(7) 次世代をリードする人材の育成 〇    ○    

４ 子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり − − − − − − − − 

 

(1) 子ども・若者の権利の尊重 〇  ○ 〇 〇    

(2) 
子ども・若者の可能性を広げていくための 
ジェンダーギャップの解消 

〇   〇     

(3) 児童虐待防止対策の充実 〇 〇 ○ ○ ○    
(4) 医療・食・教育で格差のない社会づくり 〇 〇  〇 ○ ○   
(5) 子どもの居場所づくり 〇 ○   〇 〇  〇 
(6) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立支援 〇 〇 ○ 〇   ○  
(7) 子ども・若者を育てる環境づくりの推進 〇 〇  ○ ○    
(8) 子ども・若者の社会的自立の支援 〇 ○   ○ 〇   
(9) 社会的養育の充実・強化 〇 〇 ○ 〇 ○    

５ ライフスタイルに合わせた働き方ができる社会づくり − − − − − − − − 

 
(1) 

良好な雇用環境の整備とワーク・ライフ・バランス
の推進 

〇 〇   ○    

(2) 仕事と子育ての両立のための環境整備の促進 〇 〇 ○  ○   〇 
(3) 雇用の場の確保 〇 〇   〇    

 



第５章 施策の方向 − 0 施策の方向及び基本施策と各計画の関係 

 226 / 262 

※こども：こども基本法第 10 条第１項の規定に基づく「都道府県こども計画」 
※次世代：次世代育成支援対策推進法第 9 条第 1 項の規定に基づく「次世代育成支援行動計画」 
※支援法：子ども・子育て支援法第 62 条第 1 項の規定に基づく「子ども・子育て支援事業支援計画」 
※成育医療：成育医療等基本方針に基づく「母子保健を含む成育医療等に関する計画」 
※子若計画：子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者計画」 
※貧困計画：こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく「子どもの貧困解消対策計画」 
※母子家庭：母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「母子家庭等及び寡婦自立促進計画」 
※放課後：放課後児童対策に係る県行動計画 
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鹿児島の特徴を生かした子ども・子育ての取組 
鹿児島県では，本県の魅力や強みである様々な特徴を生かして，鹿児島らしい子ども・子育ての取組を進

めています。 
 

「優しく温もりのある地域社会」を生かした取組 
本県は，子どもや高齢者を対象としたボランティア活動を行う人の割合が全国の中でも上位であるな

ど，地域で支え合う仕組みが残っているとともに，地域づくりなど社会的な課題に住民が自発的・自立
的に取り組むＮＰＯ法人数（人口 10 万人当たり）は，全国３位（令和６年 11 月末現在）と高い水準に
あります。 

また，奄美・離島地域は，地域社会で育児の助け合いが行われており，合計特殊出生率が全国でも高
い水準となっています。 

このような中で，多様な主体が県内各地域において，子育て世代の交流の場の提供や育児相談，子ど
も食堂の運営など，子ども・子育ての取組を進めています。 

子育て経験者による子育て支援の促進 
地域子育て支援拠点やファミリー・サポート・センターなどを活用した地域住民同士の結びつきを

生かした子育て経験者による子育て支援等の取組を促進 
高齢者が行う子育て支援活動の促進 
高齢者を含むグループが行う互助活動に対し，商品券等に交換できるポイントを付与する事業にお

いて，子どもの見守り活動などの子育て支援活動等にはポイントを更に加算し，高齢者による子育て
支援活動を促進 

子ども食堂への支援 
子ども食堂の立ち上げ時の相談体制整備や開設支援を行うことによる普及促進を図るとともに，地

域における関係者の連携を促進し，子ども食堂への理解を深め，気軽に参加し，幅広い支援が得られ
るよう周知。また，離島も含めた県内にある子ども食堂の継続的な運営を支えるため，寄付される食
品等の物資の受入れや配送，保管等を行うための拠点づくりを支援 

 
「教育的風土や伝統的な地域の教育力」を生かした取組 
本県は，西郷隆盛や大久保利通といった，近代国家・日本の形成に大きく寄与した先人達を数多く輩

出しました。今なお，このような幕末の混乱期に未来を切り拓いた若者を育てた教育的風土や，地域全
体で子どもたちを育てるという伝統的な地域の教育力が継承されています。 

かごしま地域塾 
地域の縁（えにし）や地域社会に蓄積された様々な知恵を生かし，地域ぐるみで行う異年齢集団で

の体験活動や郷土芸能の伝承活動等の実施 
放課後子ども教室への支援 
放課後や週末等において学校の余裕教室等を活用し，全ての子どもたちの安心・安全な活動場所を

確保しながら，地域の高齢者等の地域住民等の参画を得て，地域に根ざした特色のある活動を展開す
る放課後子ども教室への支援 

子ども会や公民館の活動支援 
体験活動等を通し，郷土に誇りを持つとともに，社会性や自主性を持つ子どもを育む活動を行う子
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ども会，公民館活動等を支援 
かごしま青年塾 
これからの鹿児島を担う青年層を対象として，各界で活躍する経営者やリーダー等との交流や現地

での研修，ワークショップを通して，郷土の発展を支えようとする人材を育成 
 

「豊かな自然，個性ある歴史と多彩な文化」を生かした取組 
本県は，屋久島，奄美大島・徳之島の世界自然遺産をはじめ，桜島，離島，温泉，黒潮など，豊かな

自然環境に恵まれています。 
19 世紀には，反射炉や各種工場の建設や英国への留学生派遣などを行い，明治維新を中心に，鹿児

島は，当時の日本をリードする大きな力を持つようになり，新しい国家を樹立する原動力となりました。 
また，本県は，いわゆる大和文化圏と琉球文化圏との接点であったことも影響し，個性豊かな祭礼行

事や民俗芸能が存在し，各地で多様な生活文化が育まれています。 
このような自然，歴史，文化の保全を図るとともに，子どもたちの理解と認識を深め，心豊かに育つ

環境づくりを進めます。 
山村留学受入れの支援 
豊かな自然や地理的特性を生かし，県内外からの山村留学受入れを支援 
自然体験活動の推進 
豊かな自然の中で，思いやりや耐性，自主性，社会性，協調性などを身につけさせるために，青少

年社会教育施設等を利用した自然体験や生活体験を実施 
世界自然遺産等の保全・活用の推進 
屋久島，奄美大島・徳之島の世界自然遺産をはじめとする本県の豊かな自然の価値を将来に継承す

るための普及啓発や学習機会の提供 
歴史，文化遺産の周知・活用の推進 
郷土の理解と認識の醸成及びその活用による学習機会の充実 
歴史を生かした青少年相互交流 
本県と姉妹県盟約を結んでいる岐阜県の青少年や，友好協定を締結している英国のロンドン・カム

デン区とマンチェスター市の青少年との相互交流活動 
 

「成長著しいアジアに近接した地理的優位性」を生かした取組 
本県は，我が国本土の最南端に位置し，世界の経済成長の６割を占めるアジアに近接しています。 
さらに，香港，シンガポール，韓国，中国など，アジア地域を中心とした海外との長年にわたる幅広

い分野での交流実績を有しています。 
この地理的優位性を生かし，様々な交流を行うことにより，国際的な視野を持った人材の育成を図り

ます。 
アジアの主要都市との交流 
アジア経済圏の主要都市である上海，台北，香港に大学生・社会人を派遣し，現地若手企業人との

交流や経済活動の現場体験等を実施 
香港・シンガポール・台湾・ベトナムとの交流 
本県と関わりの深い香港・シンガポール・台湾・ベトナムに鹿児島の青少年を派遣するとともに，
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香港・シンガポールからの青少年を受け入れ，意見交換や文化体験，学校訪問などの交流活動を実施 
中国の大学との交流 
本県と包括協定を締結している中国の清華大学の学生と県内の高校・大学の学生との交流 

 
 
 


